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一
八
六
一
年
は
、
老
中
久
世
広
周
と
安
藤
信
正
ら
が
、
前
年
に
倒
れ
た
井
伊
直
弼
に
よ
り
着
手
さ

れ
た
和
宮
降
嫁
を
実
現
す
る
過
程
と
理
解
さ
れ
る
（
文
久
元
年
十
二
月
十
一
日
、
江
戸
城
入
輿
）。
そ

の
た
め
、
幕
府
は
対
外
政
策
に
対
す
る
朝
廷
の
意
向
を
汲
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
両
都
両
港
開
市

開
港
延
期
の
た
め
条
約
締
結
国
へ
将
軍
書
翰
を
送
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
ア
メ
リ
カ
は
、
大

統
領
リ
ン
カ
ー
ン
親
書
と
し
て
こ
れ
に
答
え
た
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
親
書
が
ど
の
よ
う
な
内
外
の
政
治
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る

か
、
親
書
が
幕
府
の
政
策
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
に
つ
い
て
意
識
さ
れ
た
こ
と
も
な

か
っ
た
。
本
稿
は
、
リ
ン
カ
ー
ン
や
国
務
長
官
ス
ワ
ー
ド
の
動
き
を
分
析
す
る
た
め
、
オ
ラ
ン
ダ
を

始
め
、イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
情
報
を
用
い
、米
国
公
使
館
通
訳
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
の
襲
撃
殺
害
事
件
を
き
っ

か
け
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
対
日
強
硬
政
策
の
形
成
と
そ
の
転
回
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
ら
の
情
報

論
文
要
旨

は
じ
め
に

❶
将
軍
書
翰
と
ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
ス
ワ
ー
ド

❷
ア
メ
リ
カ
の
対
日
制
裁
提
案
と
イ
ギ
リ
ス
の
中
立
宣
言

❸
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
対
日
賠
償
問
題
と
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺

❹
ア
メ
リ
カ
の
提
案
後
の
イ
ギ
リ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
の
反
応

❺
リ
ン
カ
ー
ン
親
書

❻
南
北
戦
争
と
幕
府 

お
わ
り
に

は
、
各
国
の
、
南
北
戦
争
勃
発
直
後
の
リ
ン
カ
ー
ン
政
権
へ
の
評
価
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
同
政
権

は
北
軍
の
困
難
を
背
景
に
当
初
煽
動
し
た
対
日
実
力
行
使
を
放
棄
し
、
条
約
違
反
行
為
に
対
す
る
ペ

ナ
ル
テ
ィ
を
含
意
す
る
条
約
遵
守
の
要
求
へ
と
転
換
す
る
。
幕
府
は
外
国
人
殺
傷
に
対
す
る
金
銭
賠

償
要
求
を
受
諾
し
、
こ
の
こ
と
は
オ
ラ
ン
ダ
（
船
長
殺
人
事
件
）、
イ
ギ
リ
ス
（
東
禅
寺
事
件
）、
フ

ラ
ン
ス
（
旗
番
負
傷
事
件
等
）
へ
も
波
及
し
た
。
そ
の
後
賠
償
要
求
が
、
幕
府
の
外
交
を
困
難
に
陥

れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
南
北
戦
争
と
環
大
西
洋
世
界
の
国
際
政
治
は
リ
ン
カ
ー
ン
政
権

の
対
日
政
策
転
換
を
も
た
ら
し
、
幕
府
外
交
は
隘
路
に
は
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
南
北
戦
争
、
リ
ン
カ
ー
ン
、
徳
川
家
茂
、
ス
ワ
ー
ド
、
将
軍
書
翰
、
大
統
領
親
書
、

オ
ラ
ン
ダ
、
外
国
人
殺
傷
事
件
賠
償
、
両
都
両
港
開
市
開
港
延
期
、
パ
リ
宣
言

一
八
六
一
年
徳
川
家
茂
＝
A
・
リ
ン
カ
ー
ン
往
復
書
翰
を
め
ぐ
っ
て
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は
じ
め
に

一
八
六
一
（
文
久
元
）
年
、
幕
府
の
外
交
課
題
は
両
都
両
港
開
市
開
港
延
期
の
実

現
に
収
斂
し
て
い
た
。
開
市
開
港
延
期
問
題
と
は
、
安
政
条
約
で
規
定
さ
れ
て
い
た
、

江
戸
開
市
（
六
二
年
一
月
一
日
）
と
大
坂
開
市
・
兵
庫
開
港
（
六
三
年
一
月
一
日
）・

新
潟
開
港
（
六
〇
年
一
月
一
日
、
既
に
延
期
さ
れ
て
い
た
）
の
実
施
を
延
期
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
既
に
前
年
六
〇
年
か
ら
幕
府
は
在
日
外
交
団
に
交
渉
し
て
い

た
）
1
（

。
こ
れ
は
新
規
の
プ
ロ
シ
ャ
と
の
条
約
に
取
入
れ
ら
れ
る）

2
（

一
方
、
条
約
締
結
国
に

と
っ
て
は
条
項
改
定
に
あ
た
り
、
通
常
の
外
交
代
表
部
の
権
能
を
超
え
本
国
の
了
解

が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
将
軍
名
で
条
約
締
結
国
元
首
に
宛
て
延
期
の
提
議
を

行
う
こ
と
に
な
っ
た
（
六
一
年
五
月
二
日
）
3
（

、
文
久
元
年
三
月
二
十
三
日
）。
こ
れ
に

併
せ
て
幕
府
は
延
期
談
判
の
た
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
使
節
を
派
遣
す
る
準
備
を
開
始
し

た
。本

稿
は
、
こ
の
将
軍
書
翰
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
大
統
領
リ
ン
カ
ー
ン
親
書
の
家
茂

へ
の
捧
呈
（
六
一
年
一
二
月
六
日
、
文
久
元
年
十
一
月
五
日
）
に
至
る
経
緯
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
経
緯
を
、
南
北
戦
争
勃

発
を
契
機
と
す
る
対
日
条
約
締
結
国
間
の
国
際
政
治
過
程
）
4
（

と
位
置
付
け
る
。
結
果
と

し
て
、
そ
の
後
の
外
国
人
殺
傷
事
件
に
際
し
幕
府
が
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
く
、
と
指
摘
す
る
こ
と
を
第
二
の
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ

と
は
幕
府
は
外
国
の
圧
力
に
弱
い
と
い
う
世
論
を
増
幅
し
政
局
を
困
難
に
陥
れ
、
幕

府
外
交
は
隘
路
を
た
ど
っ
て
い
く
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
環
大
西
洋
史
に
と
っ
て
画
期

を
な
し
た
南
北
戦
争
と
、
東
ア
ジ
ア
各
地
に
お
け
る
政
治
動
向
と
の
関
係
を
展
望
し

た
い
。

❶
将
軍
書
翰
と
ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
ス
ワ
ー
ド

一
、
将
軍
書
翰

一
八
六
一
年
五
月
二
日
付
ア
メ
リ
カ
大
統
領
リ
ン
カ
ー
ン
宛
将
軍
徳
川
家
茂
書
翰

（
い
わ
ゆ
る
国
書
、
以
下
当
時
の
表
記
に
従
い
「
書
翰
」
と
す
る
）
の
現
状
に
つ
い

て
は
既
に
簡
単
に
紹
介
し
た
）
5
（

。
当
初
六
〇
年
の
時
点
で
は
老
中
書
翰
が
企
図
さ
れ
た

が
、
ハ
リ
ス
の
意
向
を
踏
ま
え
将
軍
書
翰
と
な
り
、
遣
米
使
節
の
持
参
し
た
将
軍
書

翰
に
倣
っ
て
和
学
講
談
所
が
起
案
し
た
（
六
一
年
三
月
二
一
日
、
文
久
元
年
二
月

十
一
日
）
6
（

）。
こ
の
文
案
は
あ
ま
り
修
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
五
月
二
日
付
将
軍
書
翰

（「
兵
庫
お
よ
ひ
新
潟
の
港
を
開
き
、
ま
た
江
戸
・
大
坂
の
市
町
に
て
外
国
の
人
も
の

商
ふ
業
を
営
む
へ
き
条
は
…
…
暫
く
開
く
へ
き
期
を
延
む
と
す
」）
に
直
結
す
る
形

で
固
ま
っ
て
い
た
。

一
方
で
、
ハ
リ
ス
や
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
な
ど
在
日
外
交
団
に
あ
っ
て
も
、
前
年
か
ら

の
老
中
の
延
期
要
請
に
対
し
て
、
条
約
の
文
面
通
り
の
実
行
を
迫
る
こ
と
に
困
難
を

感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
特
に
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
殺
人
事
件
（
六
一
年
一
月
一
五

日
、
万
延
元
年
十
二
月
五
日
）
が
、
生
命
の
危
険
へ
の
警
戒
心
を
外
交
団
に
植
え
付

け
た
。
そ
の
結
果
英
仏
両
公
使
は
横
浜
へ
退
去
し
、
米
国
弁
理
公
使
ハ
リ
ス
は
、
江

戸
は
安
全
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
は
危
険
回
避
義
務
を
怠
っ
た
、
と
し
て
江
戸
に
と
ど

ま
っ
た
。
ハ
リ
ス
は
事
件
発
生
か
ら
外
交
団
の
分
裂
ま
で
、
逐
一
国
務
長
官
に
報
告

し
た
）
7
（

。
実
際
延
期
交
渉
の
た
め
使
節
派
遣
が
具
体
化
す
る
と
、
外
国
人
殺
傷
事
件
が
頻
発

す
る
現
状
を
ふ
ま
え
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
外
務
大
臣
ラ
ッ
セ
ル
宛
に
、
江
戸
開
市
を

「
認
め
る
こ
と
の
唯
一
の
起
こ
り
う
る
結
末
は
、
…
…
外
国
人
の
大
量
虐
殺
」
と
し
、

江
戸
開
市
の
条
約
通
り
の
実
施
は
「
時
宜
を
得
ず
危
険
」
と
い
う
意
見
を
述
べ
た
が
、

両
港
開
港
延
期
に
つ
い
て
は
慎
重
な
姿
勢
を
と
っ
た
（
六
一
年
四
月
一
日
、
文
久
元
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年
二
月
二
日
）
8
（

）。
一
方
で
、
将
軍
書
翰
を
送
付
し
た
ハ
リ
ス
は
五
月
八
日
に
、「
同
僚

と
協
調
し
て
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
」
と
し
て
開
港
開
市
交
渉
で
の
自
由
裁
量
権
を

求
め
た
）
9
（

が
、
そ
の
行
動
は
は
不
信
感
を
他
の
外
交
団
に
与
え
て
い
た
。
外
交
団
に
は
、

ど
こ
ま
で
幕
府
の
提
議
を
容
れ
る
か
、
如
何
な
る
ス
タ
ン
ス
で
幕
府
に
対
応
す
る
か

に
つ
い
て
合
意
は
な
か
っ
た
。

二
、
ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
ス
ワ
ー
ド

次
に
、
こ
の
将
軍
書
翰
と
添
状
と
し
て
の
老
中
書
翰
を
受
け
取
っ
た
大
統
領
リ
ン

カ
ー
ン
と
国
務
長
官
ス
ワ
ー
ド
の
政
権
の
成
立
に
つ
い
て
素
描
す
る
）
10
（

。
一
八
六
〇
年

一
一
月
六
日
次
期
米
国
大
統
領
に
リ
ン
カ
ー
ン
が
当
選
し
た
。
ピ
ア
ス
（
日
米
和
親

条
約
批
准
）、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
（
通
商
条
約
批
准
）
は
民
主
党
で
あ
っ
た
が
、
同
党
は

こ
の
選
挙
で
分
裂
し
、
新
生
共
和
党
の
大
統
領
誕
生
（
六
一
年
三
月
四
日
就
任
）
と

な
っ
た
。

民
主
党
の
分
裂
は
奴
隷
制
問
題
に
あ
っ
た
。
反
奴
隷
制
論
者
だ
っ
た
リ
ン
カ
ー
ン

は
共
和
党
大
統
領
候
補
と
な
り
勝
利
を
収
め
た
。
し
か
し
、
同
時
に
南
部
分
裂
の
動

き
は
激
し
く
な
っ
た
。
世
論
が
分
裂
す
る
な
か
、
有
力
な
共
和
党
大
統
領
候
補
で
も

あ
っ
た
ス
ワ
ー
ド
（
も
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
知
事
）
は
反
奴
隷
制
論
者
で
あ
っ
た
が
、

合
衆
国
分
裂
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
英
仏
の
干
渉
を
嫌
い
、
国
内
戦
争
を
回
避
し

合
衆
国
と
し
て
の
一
体
性
を
保
持
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
。

四
月
一
日
ス
ワ
ー
ド
は
、
内
外
政
策
に
対
す
る
覚
書
（A

pril 1 Progra
）
11
（m

）
を

リ
ン
カ
ー
ン
に
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
リ
ン
カ
ー
ン
は
直
ち
に
反
論
を
寄
せ

た
。
南
北
戦
争
勃
発
直
前
の
両
者
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
や
り
と
り
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ス
ワ
ー
ド
外
交
を
中
心
に
整
理
し
て
お
く
。

そ
れ
ら
は
①
海
上
封
鎖
準
備
の
た
め
、
海
外
に
駐
留
す
る
海
軍
力
を
帰
還
さ
せ

る
、
②
ス
ペ
イ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
に
宣
戦
布
告
を
用
意
す
る
、
③
イ
ギ
リ
ス
と
ロ
シ
ア

へ
は
会
談
を
求
め
る
、
④
米
大
陸
諸
国
へ
は
外
国
の
干
渉
を
避
け
独
立
す
る
気
概
を

高
め
る
よ
う
使
者
を
派
遣
す
る
、
と
い
う
も
の
で
、
一
見
す
る
と
軍
事
的
色
彩
の
濃

い
外
交
政
策
と
見
え
る
。
す
で
に
リ
ン
カ
ー
ン
は
三
月
下
旬
南
軍
に
包
囲
さ
れ
た
サ

ム
タ
ー
要
塞
救
援
を
決
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ワ
ー
ド
が
そ
の
決
定
直
後
に

こ
う
し
た
提
案
を
行
っ
た
の
は
、
サ
ム
タ
ー
要
塞
の
事
実
上
の
放
棄
、
す
な
わ
ち
、

南
北
戦
争
勃
発
回
避
を
求
め
た
も
の
と
も
い
わ
れ
る
。
対
外
戦
を
煽
る
こ
と
に
よ
り

国
内
政
策
を
有
利
に
運
ぶ
対

foreign w
ar panacea

外
戦
万
能
薬
と
レ
ッ
テ
ル
さ
れ
た
手
法
で
あ
る
）
12
（

。
開
戦

前
の
こ
の
時
点
で
は
米
国
の
統
一
維
持
を
図
る
た
め
に
、
ス
ペ
イ
ン
や
フ
ラ
ン
ス
を

い
わ
ば
仮
想
敵
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
述
べ
る
対
日
政
策
覚
書
の
手
法
と

重
な
る
。
リ
ン
カ
ー
ン
は
ス
ワ
ー
ド
の
提
案
を
容
れ
ず
、
四
月
中
旬
サ
ム
タ
ー
援
軍

派
遣
を
実
行
し
、
南
軍
の
挑
発
に
の
り
却
っ
て
要
塞
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
南
部
優
勢
で
戦
争
が
勃
発
し
た
。

実
際
戦
闘
が
開
始
す
る
と
、
南
部
は
免
許
状
を
発
行
し
私
掠
船
に
よ
る
商
船
拿
捕

を
宣
言
し
た
（
四
月
一
七
日
）。
対
抗
し
て
リ
ン
カ
ー
ン
は
南
部
の
拿
捕
免
許
状
を

無
効
と
し
、
直
ち
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
と
南
部
の
交
通
を
断
つ
海
上
封
鎖
を
宣
言
し

た
（
四
月
一
九
日
）。
し
か
し
、
海
上
封
鎖
は
国
際
法
上
戦
時
に
使
わ
れ
る
の
で
、

南
部
の
主
権
（
交
戦
権
）
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
英
仏
な
ど
の
干
渉
を
引
き
だ
し

や
す
い
と
の
反
対
論
も
強
か
っ
た
。
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
は
こ
れ
を
実
質
的
にpaper 

blockade

と
見
做
し
て
い
た
）
13
（

。
し
か
も
こ
の
と
き
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
結
論
で
あ

る
一
八
五
六
年
パ
リ
宣
言
（
戦
時
に
私
掠
を
禁
ず
る
と
と
も
に
中
立
国
船
や
中
立
国

貨
物
の
自
由
を
大
幅
に
認
め
る
）
14
（

）
を
、
私
掠
船
を
重
要
な
海
軍
力
と
考
え
て
い
た
ア

メ
リ
カ
は
受
け
容
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
私
掠
や
戦
時
認
定
に
対
す
る
国
際
法
理

解
が
英
仏
な
ど
と
異
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
ス
ワ
ー
ド
は
パ
リ
宣
言
受
け
容
れ
の
交

渉
開
始
を
英
仏
駐
在
公
使
な
ど
へ
訓
令
し
た
（
四
月
二
四
日
）。
こ
の
交
渉
は
混
迷

し
、
イ
ギ
リ
ス
は
戦
争
状
態
が
発
生
し
て
い
る
と
し
て
、
中
立
を
宣
言
す
る
に
至
る

（
五
月
一
三
日
）
15
（

）。
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❷
ア
メ
リ
カ
の
対
日
制
裁
提
案
と
イ
ギ
リ
ス
の
中
立
宣
言

一
、
ス
ワ
ー
ド
の
提
案

こ
う
し
た
状
況
の
ワ
シ
ン
ト
ン
に
届
い
た
の
が
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
の
報
）
16
（

で

あ
っ
た
。
一
八
六
一
年
五
月
一
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
に
至
る
経
緯
を
整

理
す
れ
ば
、
プ
ロ
シ
ャ
と
の
条
約
締
結
に
活
躍
し
た
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
が
攘
夷
派
に
暗

殺
さ
れ
る
事
件
を
受
け
、
駐
日
外
交
団
が
幕
府
側
の
求
め
る
江
戸
開
市
を
は
じ
め
と

す
る
条
項
の
実
施
延
期
と
い
う
選
択
肢
も
考
え
始
め
た
と
き
、
ア
メ
リ
カ
で
は
南
北

戦
争
が
サ
ム
タ
ー
要
塞
を
め
ぐ
っ
て
開
戦
と
な
っ
た
。
リ
ン
カ
ー
ン
政
権
は
南
軍
と

の
本
格
的
衝
突
に
備
え
、
イ
ギ
リ
ス
へ
の
対
応
に
腐
心
す
る
真
只
中
に
、
ハ
リ
ス
か

ら
米
国
公
使
館
員
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
の
報
が
至
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
但
し
、

一
般
的
に
イ
ン
ド
洋
経
由
で
日
本
情
報
が
伝
わ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
方
が
早
く
、
ま
た
信
頼
度
を
別
に
す
れ
ば
、
同
事
件
の
情
報
は
後
に
述
べ
る
よ

う
に
既
に
四
月
段
階
で
ア
メ
リ
カ
で
も
入
手
さ
れ
て
い
た
。

従
っ
て
、
ス
ワ
ー
ド
の
動
き
は
ハ
リ
ス
の
公
文
到
着
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に

速
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
四
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
駐
在
の
対
日
条
約
締
結
国
の
外
交
代

表
部
宛
に
次
の
書
翰
を
寄
せ
た
）
17
（

。

大
統
領
は
、
こ
の
問
題
を
取
り
巻
く
環
境
に
変
化
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら

く
ハ
リ
ス
氏
の
提
案
（
江
戸
開
市
延
期
を
指
す
）
に
従
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
最
近
の
公
文
で
、
江
戸
の
ア
メ
リ
カ
公
使
館
の
通
訳
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
氏
が
、

去
る
一
月
一
五
日
の
夜
、
か
の
町
の
通
り
で
待
ち
伏
せ
さ
れ
、
暗
殺
さ
れ
た
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
…
…

ア
メ
リ
カ
市
民
と
外
交
代
表
へ
の
か
か
る
権
利
侵
害
に
つ
い
て
、
日
本
の
政
府
は

満
足
な
説
明
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
一
方
で
、
犯
罪
者
を
処
罰
に
持
っ
て
い

く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
事
実
上
認
め
ま
し
た
。

…
…
外
国
貿
易
に
国
を
開
く
政
策
に
反
対
す
る
党
派
が
、
か
か
る
時
に
か
か
る
手

段
で
勇
気
づ
け
ら
れ
、
お
そ
ら
く
条
約
の
あ
ら
ゆ
る
利
益
を
失
う
結
果
に
な
る
だ

ろ
う
革
命
を
引
き
起
こ
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
同
じ
関
係
を
保
持
す
る
他
の
国
々

は
、
同
様
の
不
運
に
巻
き
こ
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。
か
か
る
理
由
に
よ
り
、
大
統
領

は
条
約
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
江
戸
開
市
の
期
日
を
延
期
す
る
こ
と
は
承
認
す
べ
き

で
は
な
い
、
と
い
う
意
見
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
非
常
事
態
は
、
江
戸
の
外
国
人
居
留
地
を
安
全
に
す
る
だ
ろ
う
あ

る
種
の
示
威
行
動
を
起
こ
す
こ
と
を
必
要
と
し
ま
す
。
か
の
地
の
外
国
代
表
た
ち

で
さ
え
、
も
し
日
本
政
府
の
側
の
ふ
が
い
な
さ
に
伴
っ
て
民
衆
蜂
起
が
起
こ
れ

ば
、
深
刻
な
危
険
に
曝
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

合
衆
国
政
府
は
、
次
の
よ
う
な
ご
く
単
純
な
や
り
方
で
お
そ
ら
く
こ
の
危
険
を
防

ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
合
衆
国
と
同
趣
旨
の
条
約
条

項
を
持
つ
他
の
国
々
す
べ
て
は
、
も
し
日
本
政
府
が
直
ち
に
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
氏
の

暗
殺
者
処
罰
を
保
証
す
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
努
力
を
行
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
賠

償
を
取
り
立
て
る
こ
と
に
、
そ
し
て
ま
た
、
条
約
に
従
っ
て
来
る
一
月
に
開
か
れ

た
の
ち
江
戸
に
居
留
す
る
で
あ
ろ
う
外
国
人
に
対
し
て
如
何
な
る
侮
辱
や
傷
害
が

な
さ
れ
た
場
合
に
も
、
は
っ
き
り
と
強
力
な
抗

m
ake reclam

ations

議
を
す
る
〔faire réclam

a-

tions

〕
こ
と
に
、
本
政
府
と
協
力
し
共
同
す
る
と
い
う
各
国
の
意
欲
と
決
意
を

日
本
政
府
に
宣

announce言
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

つ
ま
り
、
幕
府
の
江
戸
開
市
延
期
と
い
う
要
求
は
ハ
リ
ス
に
概
ね
了
解
さ
れ
た
が
、

リ
ン
カ
ー
ン
政
権
は
幕
府
の
こ
の
要
求
を
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
に
よ
り
拒
否
し
、
期

日
通
り
一
八
六
二
年
一
月
一
日
付
で
外
国
人
居
留
地
と
し
て
江
戸
を
安
全
に
開
く
こ

と
を
条
約
締
結
国
の
一

com
m

on cause

致
協
力
し
た
実
力
を
も
っ
て
要
求
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
た

の
で
あ
る
。
国
内
的
に
は
四
月
の
サ
ム
タ
ー
要
塞
攻
防
戦
以
降
小
康
状
態
の
ま
ま
北

部
の
戦
闘
準
備
が
進
め
ら
れ
、
対
外
的
に
は
海
上
封
鎖
に
関
わ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
（
や

フ
ラ
ン
ス
）
と
の
間
で
外
交
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
主
導

で
対
日
共
同
圧
力
を
呼
び
か
け
た
。
リ
ン
カ
ー
ン
と
ス
ワ
ー
ド
は
、
ハ
リ
ス
の
上
申
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を
却
下
し
対
日
強
硬
策
を
唱
え
、
日
本
へ
の
国
際
的
圧
力
を
口
実
と
し
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
対
す
る
主
導
権
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
）
18
（

。
ま
た
そ
れ
と
の
関
係
で
、

ハ
リ
ス
が
採
ら
な
か
っ
た
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
に
対
す
る
賠
償
に
言
及
し
た
こ
と

は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
一
六
日
ハ
リ
ス
宛
に
訓
令
）
19
（

が
出
る
。
ス
ワ
ー
ド
は
ハ
リ
ス
の
要
請
に
従
っ

て
死
亡
時
ま
で
の
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
氏
の
給
与
を
送
金
し
た
と
す
る
一
方
、「〔
江
戸
開

市
の
〕
問
題
に
私
は
最
近
関
心
を
抱
い
た
」
と
し
、
覚
書
を
プ
ロ
シ
ャ
公
使
は
じ
め

フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
に
宛
て
た
の
で
、
返
事
が
来
れ
ば
そ

の
内
容
を
伝
え
る
と
の
み
訓
令
し
た
。

二
、
イ
ギ
リ
ス
の
中
立
宣
言

ス
ワ
ー
ド
が
駐
米
イ
ギ
リ
ス
公
使
に
対
日
共
同
行
動
を
提
起
し
た
そ
の
前
日
五
月

一
三
日
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
女
王
の
名
に
お
い
て
南
北
戦
争
へ
の
中
立
宣
言
が
出
さ
れ

た
。
ア
メ
リ
カ
の
パ
リ
宣
言
受
諾
表
明
後
の
米
英
間
の
論
点
は
、
主
と
し
て
パ
リ
宣

言
の
謳
う
中
立
国
の
権
利
の
拡
大
を
伴
う
私
掠
権
の
制
限
の
問
題
で
あ
り
、
両
国
が

そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
で
合
意
を
見
な
い
ま
ま
、
イ
ギ
リ
ス
は
中
立
を
宣
言
し
た
（
フ
ラ

ン
ス
は
六
月
一
〇
日
）。
そ
の
結
果
、
日
本
の
条
約
港
で
も
、
英
国
民
は
外
国
入
隊

法
に
則
し
て
米
国
船
に
対
し
て
接
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
中
立
宣

言
は
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
伝
達
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
五
月
二
三
日
、T

N
A
, 

FO
262/21/5

）
20
（6

）。
す
な
わ
ち
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
南
部
連
合
国
を
称
す
る
若
干
の
州
と
の
間
に
不
幸
に
も

戦
闘
行
為
が
開
始
し
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
イ
ギ
リ
ス
は
合
衆
国
政
府
と
平
和
裡
に

あ
り
た
い
の
で
、
上
記
の
相
争
う
両
者
の
間
の
紛
争
に
お
い
て
、
厳
密
で
公
平
な

中
立
を
宣
言
し
た
。

と
い
う
。
こ
の
宣
言
を
配
下
の
領
事
に
宛
て
る
よ
う
と
の
公
文
（
五
月
二
三
日
付

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
宛FO

262/21/57

）
に
は
、
次
の
別
紙
が
機
密
扱
い
印
刷
物
で
添

付
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
五
月
一
八
日
付
駐
米
公
使
ラ
イ
ア
ン
ズ
宛
外
相
ラ
ッ

セ
ル
公
文
写
で
あ
る
。

貴
下
（
ラ
イ
ア
ン
ズ
）
は
、
単
独
な
い
し
は
他
国
の
代
表
部
と
の
共
同
で
貴
下
が

き
ち
ん
と
職
務
に
専
心
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
調
停
作
業
を
進
め
る
助

力
を
与
え
る
べ
し
と
訓
令
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
最
近
の
ス
ワ
ー
ド
氏
の
書

翰
を
受
領
し
て
み
る
と
、
外
国
の
助
言
は
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
こ
と
が
大
い
に
あ

り
得
る
の
で
、
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
そ
う
し
た
こ
と
を
申
出
な
い
も
の
と
す
る
。

そ
う
し
た
場
合
に
、
ま
た
、
一
方
の
側
の
顕
著
な
成
功
で
戦
闘
が
直
ち
に
終
了
す

る
こ
と
は
な
い
と
想
定
す
る
と
、
あ
る
い
は
、
相
争
う
双
方
側
の
間
に
友
好
的
雰

囲
気
が
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
王
陛
下
の
政
府
は
、
自
国
の
立
場
が
二
つ

の
交
戦
国
に
対
す
る
中
立
国
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
熟
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

イ
ギ
リ
ス
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
対
す
る
こ
う
し
た
立
場
に
関
し
て
は
、
そ
れ

は
、
一
八
五
六
年
四
月
一
六
日
の
パ
リ
宣
言
に
よ
っ
て
大
き
く
修
正
を
見
た
。
こ

の
宣
言
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
プ
ロ
シ
ャ
、
ロ
シ
ア
、

ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
と
ト
ル
コ
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
。
こ
の
宣
言
を
行
う
動
機
、

す
な
わ
ち
、
宣
言
が
提
案
す
る
「
統
一
し
た
原
則
」
と
「
固
定
さ
れ
た
原
理
」
の

確
立
か
ら
導
入
を
提
案
す
る
海
事
法
の
条
文
に
合
意
を
す
る
動
機
は
、
宣
言
の
中

に
短
く
箇
条
書
き
に
さ
れ
て
い
る
。（
パ
リ
宣
言
本
文
、
中
略
）

一
、
私
掠
は
現
在
も
今
後
も
廃
止
さ
れ
る

二
、
中
立
国
旗
は
戦
時
禁
制
品
を
除
き
、
敵
性
貨
物
に
も
適
用
さ
れ
る
。

三
、
中
立
貨
物
は
戦
時
禁
制
品
を
除
き
、
差
し
押
さ
え
ら
れ
な
い
。

四
、
海
上
封
鎖
は
、
拘
束
力
を
も
つ
た
め
に
効
果
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
、
敵
の
海
岸
に
近
付
く
こ
と
を
阻
止
す
る
の
に
真
に
十
分
な
力
に
よ
っ

て
維
持
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
ラ
ッ
セ
ル
は
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
を
含
む
各
国
に
駐
在
す
る
外
交
官
や
領
事

に
、
南
北
戦
争
で
中
立
を
と
る
こ
と
、
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
中
立
政
策
を
と
る
に

は
、
五
六
年
の
四
原
則
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
。
旧
来
か
ら
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あ
る
外
国
入
隊
法
と
こ
れ
ら
パ
リ
宣
言
に
よ
る
中
立
政
策
の
変
更
と
が
一
体
と
な
っ

て
、
イ
ギ
リ
ス
の
在
外
国
民
に
対
す
る
在
外
公
館
に
よ
る
中
立
行
為
の
統
制
が
図
ら

れ
た
と
い
え
よ
う
。

た
だ
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
宛
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
公
文N

o.57

は
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
で

ア
メ
リ
カ
の
戦hostilities

闘
行
為
に
参
加
す
る
も
の
に
警
告
す
る
べ
く
、
外
国
入
隊
法
に
つ
い

て
各
領
事
に
周
知
す
る
た
め
の
印
刷
物
を
同
封
す
る
、
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
伝
達
方
法
は
（
駐
米
公
使
宛
公
文
写
を
同
封
す
る
と
い
う
）
や
や
変
則
的

で
、
か
な
ら
ず
し
も
パ
リ
宣
言
に
つ
い
て
外
交
官
に
完
全
に
周
知
で
き
て
い
な
い
、

と
い
う
前
提
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
（
パ
リ
宣
言
を
み
よ
、
と
い
う
表
現
を
取
ら
な

い
）、
そ
う
し
た
状
況
自
体
も
含
め
、
パ
リ
宣
言
が
イ
ギ
リ
ス
中
立
政
策
の
変
更
で

あ
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
表
立
っ
た
も
の
と
し
て
こ
な
か
っ
た
ラ
ッ
セ
ル
の
意
図
と

考
え
る
）
21
（

。

ま
た
、
中
立
宣
言
後
も
米
英
の
交
渉
は
海
上
封
鎖
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
め
ぐ

る
も
の
で
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
南
北
双
方
の
ア
メ
リ
カ
船
に
関
わ
る
イ
ギ
リ
ス
国

民
と
そ
の
財
産
に
直
結
す
る
の
で
、
交
渉
過
程
を
ロ
ン
ド
ン
か
ら
日
本
に
連
絡
す

る
こ
と
も
行
わ
れ
た
。FO

262/22/68

は
次
官
ハ
モ
ン
ド
が
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
六

月
六
日
付
公
文
で
、
議
会
提
出
用
の
海
上
封
鎖
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
と
の
往
復
書
翰

の
写
を
同
封
し
て
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。FO

69/23/25
に
は
同
文
の
シ
ャ
ム
総
領

事
宛
訓
令
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
らFO

46

もFO
262

もFO
69

も
六

月
六
日
付
訓
令
の
付
属
文
書
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
南
北
戦
争
の
海
上
封

鎖
や
中
立
政
策
に
つ
い
て
の
指
示
を
広
く
東
ア
ジ
ア
在
外
公
館
に
伝
え
、
状
況
の
周

知
を
図
っ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
パ
リ
宣
言
受
け
容
れ

条
件
と
イ
ギ
リ
ス
の
中
立
宣
言
の
有
効
範
囲
の
問
題
が
絡
み
、
両
国
の
主
張
が
平
行

線
の
ま
ま
事
態
が
す
す
ん
で
い
た
。
中
立
政
策
と
海
上
封
鎖
の
動
き
を
前
提
に
、
ス

ワ
ー
ド
の
対
日
提
案
の
形
成
過
程
を
次
に
辿
っ
て
い
こ
う
。

❸
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
対
日
賠
償
問
題
と
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺

一
、
オ
ラ
ン
ダ
の
賠
償
請
求

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ハ
リ
ス
の
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
第
一
報
に
は
、
賠
償
の

問
題
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
受
け
た
ア
メ
リ
カ
本
国
の
方
針
と
ス

ワ
ー
ド
の
覚
書
に
は
、
幕
府
の
賠
償
が
行
わ
れ
な
い
場
合
の
対
応
に
言
及
が
な
さ
れ

て
い
た
。

そ
こ
で
、
リ
ン
カ
ー
ン
の
対
日
賠
償
請
求
方
針
に
影
響
を
与
え
た
オ
ラ
ン
ダ
の
対

米
交
渉
を
、
オ
ラ
ン
ダ
総
領
事
の
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
へ
の
対
応
か
ら
検
討
す
る
。

ま
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
の
対
日
政
策
の
流
れ
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。
対
日
全

権
ド
ン
ケ
ル
・
ク
ル
チ
ウ
ス
以
来
、
対
日
問
題
は
植
民
大
臣
と
外
務
大
臣
の
共
同
管

轄
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
総
領
事
の
給
与
が
植
民
省
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
対
日
問
題
の
主
導
権
は
植
民
省
に
あ
っ

た
。
伝
統
的
に
み
れ
ば
、
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
以
東
は
東
イ
ン
ド
会
社
が
現
地
権
力
と
の

交
渉
を
管
轄
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
植
民
省
と
東
イ
ン
ド
政
庁
は
本
国
と
出
先
機
関

と
い
う
関
係
で
は
な
く
、
実
際
こ
の
と
き
の
植
民
大
臣
ラ
ウ
デ
ンLouden

が
退
任

後
東
イ
ン
ド
総
督
に
就
任
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
権
限
は
絶
大
、

狭
義
の
植
民
地
を
超
え
て
広
範
囲
に
お
よ
び
、
日
中
タ
イ
の
外
交
交
渉
も
東
イ
ン
ド

政
庁
に
対
し
て
報
告
さ
れ
た
。
一
方
で
、
植
民
省
は
欧
米
等
と
の
外
交
に
つ
い
て
は

権
限
を
持
た
ず
、
欧
米
と
の
調
整
は
外
務
省
に
依
存
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
中
国
と

の
条
約
締
結
や
開
港
開
市
交
渉
の
遣
欧
使
節
に
対
す
る
多
国
間
調
整
が
よ
り
重
要
と

な
る
過
程
で
、
こ
の
共
同
管
轄
の
桎
梏
が
表
面
化
し
、
外
務
省
管
轄
に
一
本
化
さ
れ

る
（
一
八
六
三
年
）。
そ
の
後
も
東
イ
ン
ド
政
庁
と
の
調
整
は
オ
ラ
ン
ダ
駐
日
外
交

代
表
部
に
と
っ
て
は
不
可
欠
だ
っ
た
。

さ
て
、
総
領
事
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
は
事
件
当
時
プ
ロ
シ
ャ
使
節
団
の
対
日
交
渉
（
六
一
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年
一
月
二
四
日
調
印
、
万
延
元
年
十
二
月
十
四
日
）
22
（

）
支
援
を
一
つ
の
目
的
と
し
て
、

江
戸
に
滞
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
が
日
本
と
の
追
加
条
約
締
結
の
過
程

で
、
各
国
に
対
日
条
約
締
結
時
の
協
力
を
謳
っ
た
か
ら
）
23
（

で
あ
る
。
実
際
に
は
プ
ロ

シ
ャ
の
対
日
条
約
締
結
を
主
導
し
て
援
助
し
た
の
は
、
ハ
リ
ス
と
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
で

あ
っ
た
。
一
方
で
六
〇
（
万
延
元
）
年
末
は
攘
夷
派
の
排
外
運
動
が
強
ま
り
、
横
浜

な
ど
へ
の
警
備
策
が
強
め
ら
れ
て
い
た
中
で
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
と
な
る
。
し
か

し
、
ハ
リ
ス
本
人
が
フ
ラ
ン
ス
公
使
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
総
領
事
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
に

語
っ
た
と
こ
ろ
）
24
（

で
は
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
死
去
に
対
す
る
賠
償
を
求
め
る
意
図
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
も
賠
償
請
求
は
（
出
生
国
の
オ
ラ

ン
ダ
で
は
な
く
）
ア
メ
リ
カ
の
み
に
許
さ
れ
る
と
い
う
考
え
だ
っ
た
。
し
か
も
、
こ

の
と
き
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
の
江
戸
出
府
の
第
二
の
目
的
は
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
旗
番
傷

害
事
件
に
対
す
る
金
銭
補
償
の
動
向
を
見
極
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
六
〇
年

二
月
二
六
日
の
オ
ラ
ン
ダ
船
長
フ
ォ
ス
と
デ
ッ
カ
ー
の
殺
人
事
件
に
対
す
る
賠
償
の

口
実
を
見
出
す
た
め
で
あ
っ
た
）
25
（

。
こ
の
よ
う
に
、
二
船
長
の
賠
償
問
題
と
ヒ
ュ
ー
ス

ケ
ン
暗
殺
へ
の
賠
償
が
関
係
づ
け
ら
れ
て
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
へ
報
告
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
四
月
六
日
付
外
務
大
臣
フ
ァ
ン
・
ネ
ィ
ェ
フ
ェ
ル
ト
宛
植
民
大
臣
公
文
）
26
（

は
、

二
つ
の
賠
償
問
題
へ
の
対
応
の
た
め
、
駐
蘭
公
使
に
よ
る
米
国
政
府
の
意
向
の
打
診

を
求
め
る
に
到
る
経
緯
を
説
明
す
る
。
以
下
要
訳
す
る
。

ま
ず
植
民
大
臣
は
、
議
論
の
前
提
と
し
て
六
〇
年
二
月
横
浜
で
殺
さ
れ
た
二
人
の

オ
ラ
ン
ダ
人
船
長
フ
ォ
ス
と
デ
ッ
カ
ー
遺
族
へ
の
賠
償
金
請
求
問
題
の
経
緯
を
取
り

上
げ
る
。
日
本
側
か
ら
賠
償
金
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
を
両
人
の
遺
族
が
外
務
省
に
宛

て
請
願
し
た
。
外
務
省
は
植
民
省
に
六
〇
年
五
月
七
日
付
で
こ
れ
を
取
り
次
ぎ
、
同

省
は
同
二
一
日
東
イ
ン
ド
総
督
に
二
点
の
検
討
を
命
じ
た
。
①
国

w
aardigheid van den Staat

家
の
尊
厳
に
と
っ

て
も
両
人
の
関
係
者
の
利
害
に
お
い
て
も
、
賠
償
は
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
、
②
幕
府

へ
の
賠
償
金
請
求
の
可
能
性
と
具
体
的
方
法
、
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
神
奈
川
駐
在
副

領
事
代
理
ポ
ル
ス
ブ
ル
ッ
ク
は
各
二
万
五
千
ド
ル
の
賠
償
を
幕
府
に
請
求
し
た
）
27
（

が
、

幕
府
は
犯
人
未
逮
捕
と
賠
償
不
同
意
と
い
う
返
答
を
寄
せ
た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き

ポ
ル
ス
ブ
ル
ッ
ク
は
強
く
は
出
ず
、
類
似
犯
罪
が
起
こ
る
の
に
応
じ
て
賠
償
要
求
を

繰
り
返
す
、
と
い
う
こ
と
に
留
ま
っ
て
い
た
。
六
〇
年
末
に
ド
ン
ケ
ル
・
ク
ル
チ
ウ

ス
は
帰
国
す
る
が
、
滞
府
中
オ
ー
ル
ッ
ク
を
始
め
各
国
公
使
と
相
談
し
て
桜
田
門
外

の
変
と
そ
の
後
の
幕
府
の
警
備
体
制
を
評
価
し
、
賠
償
請
求
は
本
国
と
の
相
談
の
上

実
行
し
た
ほ
う
が
い
い
、
と
判
断
し
た
こ
と
、
ま
た
各
国
公
使
は
幕
府
か
ら
問
わ
れ

た
場
合
、
オ
ラ
ン
ダ
側
の
賠
償
請
求
は
公
平
な
も
の
だ
と
主
張
し
て
く
れ
る
こ
と
を

復
命
し
た
。
そ
の
上
で
ド
ン
ケ
ル
・
ク
ル
チ
ウ
ス
は
、
犯
人
逮
捕
と
賠
償
請
求
は
細

心
の
注
意
を
も
っ
て
進
め
、
実
力
を
用
い
な
い
こ
と
を
勧
告
し
た
。
桜
田
門
外
の
変

を
知
る
彼
は
、
実
力
行
使
は
日
本
側
に
断
乎
と
し
た
拒
否
反
応
を
招
き
、
示
威
程
度

で
は
支
え
き
れ
な
い
事
態
を
生
じ
さ
せ
る
と
し
た
。
但
し
、
他
に
も
条
約
締
結
国
民

が
殺
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
外
交
代
表
部
と
総
領
事
が
共
同
し
て
賠
償
を
請
求
す
る

余
地
は
残
す
と
し
た
（
総
督
宛
植
民
大
臣
公
文
、
六
〇
年
一
二
月
一
八
日
）。

本
国
か
ら
こ
の
ド
ン
ケ
ル
・
ク
ル
チ
ウ
ス
の
考
え
に
基
づ
い
た
方
針
を
諮
問
さ
れ

た
東
イ
ン
ド
政
庁
は
、
こ
れ
に
反
対
し
た
。
賠
償
は
オ
ラ
ン
ダ
の
権
利
に
基
づ
く
も

の
で
、
第
三
国
の
関
与
は
求
め
ず
幕
府
の
出
方
を
待
つ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
植
民
大
臣
は
、
こ
れ
に
次
の
よ
う
に
再
反
論
し
た
。
賠
償
要
求
は
、
オ

ラ
ン
ダ
政
府
に
と
っ
て
自
ら
の
決
定
で
あ
り
決
し
て
撤
回
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
。
こ
の
賠
償
要
求
を
放
置
す
る
幕
府
は
こ
の
ま
ま
、
我
々
の
要
求
に
大
し
た
抗

議
も
し
な
い
で
、
見
当
違
い
の
回
答
を
続
け
る
。
神
奈
川
の
オ
ラ
ン
ダ
人
の
意
見
で

は
、
二
船
長
は
オ
ラ
ン
ダ
人
で
あ
る
が
故
に
殺
害
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
人

に
恨
み
を
抱
い
た
者
の
犯
行
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ド
ン
ケ
ル
・
ク
ル
チ
ウ
ス
と
同
じ

く
、
幕
府
に
賠
償
請
求
の
交
渉
を
受
け
容
れ
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
同
種
の
事
例
が

必
要
で
あ
る
、
と
す
る
。
そ
こ
で
植
民
大
臣
は
外
務
大
臣
に
対
し
て
結
論
と
し
て
次

の
よ
う
に
依
頼
し
た
。

近
い
う
ち
に
お
そ
ら
く
似
た
よ
う
な
事
例
が
起
こ
る
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
公
使
館

書
記
官
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
が
暗
殺
さ
れ
た
。
同
人
は
オ
ラ
ン
ダ
人
と
し
て
生
ま
れ

た
。
こ
の
知
ら
せ
は
最
近
の
新
聞
紙
が
我
々
に
も
た
ら
し
た
。
私
の
想
像
す
る
と
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こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
黙
っ
て
大
人
し
く
し
て
い
な
い
。
こ
の
殺
人
事
件
は
お

そ
ら
く
危
機
の
前
兆
で
あ
り
、
日
本
に
居
留
す
る
オ
ラ
ン
ダ
臣
民
の
安
全
を
も
脅

か
す
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
。
私
は
お
そ
ら
く
、
そ
こ
に
総
督
に
次
の
こ
と
を
要
請

す
る
理
由
付
け
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
日
本
海
域
の
わ
が
海
軍
力
は
、

現
在
一
艘
の
ブ
リ
ッ
グ
船
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
お
り
、
同
地
の
わ
が
臣
民
に
必

要
と
さ
れ
る
保
護
を
提
供
す
る
た
め
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
増
強
す
る
こ
と
を
要
請

す
る
。
こ
の
意
図
に
関
係
し
て
、
次
の
こ
と
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
フ
ォ
ス
と

デ
ッ
カ
ー
の
遺
族
に
対
し
、
で
き
る
だ
け
早
く
要
望
さ
れ
た
損
害
賠
償
が
支
払
わ

れ
る
よ
う
に
、
わ
が
駐
日
総
領
事
の
指
揮
下
に
入
る
海
軍
力
を
可
能
な
限
り
よ
り

一
層
利
用
す
る
こ
と
、
合
衆
国
の
取
り
得
る
手
段
と
一
致
し
て
、
あ
る
い
は
見

倣
っ
て
、
状
況
に
更
に
強
力
に
圧
力
を
懸
け
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方

針
に
対
す
る
閣
下
の
考
え
を
伺
い
た
い
。

私
の
想
定
で
あ
る
が
、
も
し
犯
さ
れ
た
殺
人
事
件
に
合
衆
国
政
府
が
甘
ん
じ
て
い

な
い
と
す
る
と
、
我
々
の
国
家
の
名
誉
も
ま
た
、
私
の
考
え
で
は
、
我
々
が
こ
の

政
府
の
後
塵
を
拝
し
続
け
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
い
た
る
。

私
は
閣
下
に
鄭
重
に
お
願
い
申
し
上
げ
る
。
合
衆
国
の
外
交
代
表
に
対
し
、
わ
が

宮
廷
で
主
題
と
な
っ
て
い
る
事
案
に
関
係
す
る
そ
の
政
府
の
意
図
が
ど
う
い
う
も

の
か
、
問
い
合
わ
せ
て
欲
し
い
。

ま
さ
に
こ
の
二
船
長
と
同
種
の
事
例
が
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
事
件
と
な
っ
た
。
ま
だ

新
聞
報
道
の
段
階
だ
が
、
や
が
て
ア
メ
リ
カ
政
府
が
先
頭
を
き
っ
て
動
き
だ
す
だ
ろ

う
し
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
も
よ
り
大
き
な
軍
艦
を
常
駐
す
る
）
28
（

こ
と
で
、「
国nationale eer
家
の
名
誉
」

に
応
え
よ
う
と
い
う
、
強
硬
な
植
民
大
臣
の
意
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
ヒ
ュ
ー

ス
ケ
ン
暗
殺
事
件
が
そ
の
後
の
オ
ラ
ン
ダ
外
交
に
特
別
の
意
味
合
い
を
も
つ
出
発
点

が
あ
る
）
29
（

。

し
か
し
、
四
月
当
初
で
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
部
の
流
動
性
に
つ
い
て
の
配
慮
は

植
民
大
臣
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
公
文
を
受
け
た
オ
ラ
ン
ダ
外
務
省
の

ア
メ
リ
カ
政
策
を
辿
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
、
オ
ラ
ン
ダ
外
務
省
の
対
米
観
測

四
月
六
日
付
公
文
に
対
し
て
、
同
月
一
九
日
付
で
、
外
務
大
臣
は
植
民
大
臣
お
よ

び
駐
米
公
使
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
反
応
を
示
し
た
）
30
（

。
ま
ず
植
民
大
臣
に
は
、
二
船

長
殺
人
事
件
と
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
事
件
を
関
係
づ
け
る
公
文
を
受
け
取
っ
た
と

し
、
植
民
大
臣
の
意
見
に
全
体
的
に
同
意
し
て
、
そ
の
公
文
の
趣
旨
に
基
づ
い
た
書

面
を
ワ
シ
ン
ト
ン
駐
在
公
使
フ
ァ
ン
・
リ
ン
ビ
ュ
ル
フ
に
認
め
、
同
氏
か
ら
の
返
事

を
植
民
大
臣
に
必
ず
明
ら
か
に
す
る
と
応
え
た
。
そ
し
て
駐
米
公
使
に
は
、
新
聞
報

道
で
既
に
知
る
で
あ
ろ
う
二
船
長
の
遺
族
か
ら
の
請
願
が
外
務
省
宛
に
な
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
遺
族
の
賠
償
請
願
を
東
イ
ン
ド
総
督
へ
伝
達
し
、
国
家
の
尊
厳
と
遺
族
の

利
害
の
た
め
に
、
何
を
な
す
べ
き
か
、
幕
府
か
ら
ど
う
す
れ
ば
賠
償
を
獲
得
で
き
る

か
を
よ
く
考
慮
す
る
よ
う
植
民
大
臣
が
求
め
た
こ
と
、
を
述
べ
た
上
で
、
六
日
付
公

文
の
抜
粋
を
付
け
て
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
殺
人
事
件
に
関
す
る
合
衆
国
政
府
の
意
図
の
現

状
を
自
ら
知
る
よ
う
に
努
め
、
そ
れ
し
て
そ
れ
を
知
ら
せ
る
こ
と
を
求
め
た
。

更
に
オ
ラ
ン
ダ
外
務
省
は
四
月
二
二
日
付
で
駐
米
公
使
に
、
一
月
三
〇
日
付
の
駐

日
総
領
事
か
ら
の
第
一
報
の
抜
粋
）
31
（

を
添
え
て
再
信
し
た
）
32
（

。
抜
粋
で
付
け
加
え
ら
れ
た

こ
と
は
二
点
あ
り
、
一
つ
は
、
殺
人
事
件
阻
止
に
対
す
る
ハ
リ
ス
の
態
度
で
あ
り
、

一
つ
は
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
の
遺
体
は
ア
メ
リ
カ
国
旗
に
包
ま
れ
る
が
賠
償
請
求
は
し

な
い
と
い
う
ハ
リ
ス
の
方
針
で
あ
り
、
こ
の
二
点
を
ふ
ま
え
て
国
務
省
の
対
応
を
探

る
こ
と
を
求
め
た
。
但
し
、
オ
ラ
ン
ダ
が
入
手
し
て
い
る
情
報
を
す
べ
て
ア
メ
リ
カ

側
へ
渡
す
こ
と
に
よ
り
、
同
国
側
に
全
面
賛
成
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
て
は

な
ら
な
い
、（
江
戸
退
去
を
め
ぐ
る
方
針
で
は
）
現
地
日
本
で
英
蘭
仏
と
ア
メ
リ
カ

と
は
対
立
し
て
い
る
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
が
オ
ラ
ン
ダ
国
籍
を
も
つ
と
し
て
も
、
ア
メ

リ
カ
国
旗
の
下
に
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
に
異
論
が
な
い
と
い
う
の
が
、
オ
ラ

ン
ダ
政
府
の
対
応
で
あ
る
、
と
し
た
。

こ
の
外
務
大
臣
公
文
に
対
し
て
、
五
月
六
日
（
ワ
シ
ン
ト
ン
で
は
ハ
リ
ス
か
ら
の

第
一
報
は
未
着
）
付
で
、
駐
米
公
使
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
返
信
し
た
（
同
月
二
四
日
披
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見
）
33
（

）。今
日
国
務
省
に
赴
く
こ
と
が
出
来
た
が
、
国
務
長
官
で
は
な
く
そ
の
息
子
の
国
務

次
官
補
が
対
応
し
た
。
同
人
は
、
国
務
省
が
駐
日
の
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
氏
暗
殺
に
つ

い
て
ま
だ
公
式
の
報
告
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
こ
と
、
結
果
と
し
て
政
府
は
こ
の

件
で
執
る
べ
き
決
定
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
な
い
こ
と
、
を
語
っ
た
。
そ
し
て
次

の
よ
う
に
付
け
加
え
た
。
お
そ
ら
く
あ
と
八
日
過
ぎ
れ
ば
更
に
語
る
こ
と
も
あ
ろ

う
、
と
。
そ
こ
で
私
は
そ
の
時
問
合
せ
を
す
る
こ
と
と
し
、
も
し
何
か
が
わ
か
っ

た
ら
、
閣
下
に
直
ち
に
そ
の
こ
と
を
お
し
ら
せ
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ハ
リ
ス
の
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
第
一
報
は
五
月
六
日
時
点
で
国
務
省
に
届

い
て
お
ら
ず
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
第
一
報
の
披
見
日
付
が
五
月
一
一
日
で
あ
る
こ

と
と
符
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
点
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
側
は
、
賠
償
問
題
に

つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ
の
対
応
に
探
り
を
入
れ
た
も
の
の
、
具
体
的
な
情
報
は
ほ
と
ん

ど
入
手
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
こ
の
問
合
せ
を
通
じ
て
、
ア
メ

リ
カ
国
務
省
は
賠
償
問
題
を
オ
ラ
ン
ダ
が
抱
え
て
い
る
と
意
識
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
付
け
加
え
て
お
く
な
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
に
先
立
ち
、

オ
ラ
ン
ダ
が
も
う
一
つ
の
先
例
と
し
て
意
識
し
て
い
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
旗

番
の
傷
害
事
件
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
く
四
月
二
二
日
パ
リ
駐
在
公
使
に
、

こ
の
旗
番
傷
害
事
件
に
つ
い
て
の
対
応
を
、
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
に
打
診
す
る
よ
う
に

訓
令
し
た
。
同
公
使
は
三
〇
日
（
五
月
二
日
披
見
）
付
で
フ
ラ
ン
ス
外
相
ト
ゥ
ブ
ネ

ル
の
回
答
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
来
た
）
34
（

。

『
わ
れ
わ
れ
が
、
現
地
で
い
ろ
い
ろ
面
倒
を
し
で
か
す
に
は
江
戸
は
と
て
も
遠
い
。

イ
ギ
リ
ス
も
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
、
直
近
の
電
報
公
文
に
よ
れ
ば
、

自
分
た
ち
は
う
ま
く
い
っ
て
い
る
、
と
確
信
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
は
よ
く
判
ら
な
い
。
貴
国
も
同
様
に
違
い
な
い
。
私
は
、
日
本
問
題
を

ひ
と
ま
と
め
に
し
て
あ
る
日
処
理
で
き
る
、
と
言
う
も
の
で
は
な
い
。
さ
し
あ
た

り
、
わ
れ
わ
れ
は
何
も
考
え
て
い
な
い
。』
こ
れ
が
大
臣
の
も
の
言
い
そ
の
も
の

で
あ
る
。

公
使
は
、
右
を
以
て
フ
ラ
ン
ス
か
ら
対
日
情
報
を
入
手
す
る
第
一
歩
と
し
て
評
価
し

た
。
オ
ラ
ン
ダ
政
府
か
ら
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
の
対
日
賠
償
請
求
の
出

方
を
探
っ
て
は
み
た
も
の
の
、
自
国
の
対
日
請
求
に
と
っ
て
有
利
と
な
る
情
報
を
入

手
す
る
こ
と
は
、
こ
の
時
点
で
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
リ
ン
カ
ー
ン
政
権
は
五
月
初
旬
に
は
ハ
リ
ス
の
第
一
報
が
未
着

の
状
態
で
、
新
聞
や
外
国
公
館
か
ら
の
間
接
情
報
で
駐
日
公
使
館
員
の
暗
殺
を
知

り
、
こ
れ
に
対
す
る
対
応
を
伏
せ
た
ま
ま
、
状
況
に
応
じ
た
方
針
を
模
索
し
て
い
た
、

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
五
月
一
一
日
第
一
報
が
到
着
し
、
一
四
日
対
日
条
約
締

結
国
へ
の
呼
び
か
け
を
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
は
、
ま
だ
イ
ギ
リ
ス
の
中

立
宣
言
は
届
い
て
お
ら
ず
、
リ
ン
カ
ー
ン
政
権
に
と
っ
て
、
国
内
政
治
的
に
も
国
際

政
治
的
に
も
こ
の
件
で
主
導
権
を
発
揮
で
き
る
と
さ
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
は
、
そ
う
し

た
ア
メ
リ
カ
の
状
況
を
可
能
な
限
り
自
国
の
賠
償
問
題
に
利
用
し
よ
う
と
し
、
こ
う

し
た
国
際
状
勢
を
オ
ラ
ン
ダ
人
船
長
暗
殺
問
題
解
決
を
有
利
に
導
く
と
位
置
付
け
て

い
た
。

こ
う
し
た
未
確
定
の
情
報
が
オ
ラ
ン
ダ
外
務
省
を
経
て
植
民
省
に
至
り
、
同
大
臣

か
ら
今
後
の
賠
償
要
求
方
針
と
し
て
東
イ
ン
ド
に
指
令
さ
れ
る
の
は
五
月
二
三
日
で

あ
っ
た
）
35
（

（
植
民
大
臣
は
外
務
大
臣
宛
に
東
イ
ン
ド
総
督
宛
訓
令
を
廻
文
し
た
）。
内

容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
東
イ
ン
ド
政
庁
参
事
会
は
い
わ
ば
「
幕

府
の
出
方
」
論
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
幕
府
が
何
か
を
決
定
す
る
ま
で
、
オ
ラ
ン
ダ

側
と
し
て
は
動
か
な
い
、
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
総
督
は
方
針
と
し

て
保
留
し
、
上
級
官
庁
と
し
て
の
植
民
省
の
判
断
を
仰
い
だ
。
そ
の
返
答
が
本
訓
令

で
あ
る
。
植
民
大
臣
は
「
同
意
で
き
な
い
」
と
判
断
し
た
。
こ
の
参
事
会
の
意
見
で

は
、「
日
本
政
府
が
た
だ
〔
オ
ラ
ン
ダ
側
の
賠
償
要
求
を
〕
放
置
す
る
だ
け
」
と
な
り
、

オ
ラ
ン
ダ
側
か
ら
「
賠
償
問
題
を
強
く
求
め
な
い
の
は
、
わ
が
国
家
の
名
誉
と
合
致

し
な
い
」
と
し
た
。
参
事
会
の
意
見
の
背
景
に
は
、
賠
償
問
題
を
詰
め
れ
ば
、
最
後

は
実
力
行
使
に
い
た
る
と
い
う
危
惧
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
ら
を
そ
の
危
険
に
曝
し

て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
合
法
的
な
賠
償
獲
得
を
す
べ
て
自
制
す
べ
き
と
い
う
こ
と
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に
も
な
ら
な
い
。
総
領
事
の
交
渉
を
通
じ
て
有
利
な
状
況
を
活
か
し
て
強
く
要
求
す

る
こ
と
は
回
避
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
植
民
大
臣
は
釘
を
刺
し
た
。
そ
こ
で
ド
ン
ケ

ル
・
ク
ル
チ
ウ
ス
に
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
他
の
条
約
締
結
国
で
殺
人
事
件
が
起

こ
っ
た
場
合
、
そ
の
駐
日
外
交
官
と
共
同
し
て
賠
償
を
求
め
る
、
と
い
う
考
え
が
示

さ
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
事
件
が
起
こ
り
、
そ
の
第
一
報
が
届
い

た
の
で
見
通
し
が
開
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
が
大
人
し
く
事
情
に
甘
ん
じ

る
こ
と
は
な
い
と
考
え
、
外
務
大
臣
に
相
談
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
政
権
に
打
診
し
た
が
、

現
在
の
と
こ
ろ
結
果
は
不
明
で
あ
る
。
米
国
内
の
状
況
お
よ
び
伝
え
ら
れ
る
駐
日
公

使
の
対
応
か
ら
は
、
あ
ま
り
現
実
的
で
は
な
い
、
と
判
断
し
た
。
ま
た
、
六
〇
年

一
二
月
月
例
報
告
）
36
（

か
ら
フ
ラ
ン
ス
公
使
の
従
者
（
旗
番
）
の
傷
害
事
件
が
報
知
さ
れ
、

フ
ラ
ン
ス
政
府
に
も
打
診
し
た
が
、
同
政
府
は
当
面
日
本
で
の
実
力
行
使
の
考
え
は

な
い
、
と
判
っ
た
、
と
す
る
。
以
上
か
ら
、
各
国
共
同
で
賠
償
請
求
を
目
指
す
と
い

う
ド
ン
ケ
ル
・
ク
ル
チ
ウ
ス
の
案
は
当
面
は
見
通
し
が
な
い
と
結
論
し
た
。
上
級
官

庁
と
し
て
の
〔
植
民
大
臣
の
〕
判
断
は
、
目
的
に
到
達
す
る
最
良
の
手
段
の
選
択
は
、

「〔
東
イ
ン
ド
総
督
〕
閣
下
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、
植
民
大
臣
は
、
総

領
事
が
上
記
報
告
で
取
り
上
げ
た
開
港
開
市
延
期
交
渉
の
妥
協
案
と
し
て
賠
償
の
実

行
を
強
く
求
め
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
よ
う
訓
令
し
た
。

五
月
下
旬
オ
ラ
ン
ダ
本
国
が
賠
償
問
題
で
と
っ
た
対
応
は
、
判
断
を
仰
い
だ
側
の

東
イ
ン
ド
政
庁
配
下
の
駐
日
総
領
事
の
判
断
に
委
ね
る
、
と
い
う
も
の
で
、
実
際
幕

府
と
の
交
渉
を
前
進
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
せ
よ
フ

ラ
ン
ス
に
せ
よ
、
オ
ラ
ン
ダ
が
協
調
す
べ
き
対
応
策
を
提
示
し
な
か
っ
た
（
な
い
し

は
南
北
戦
争
を
抱
え
た
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
提
案
し
え
な
い
と
判
断
さ
れ
た
）
か

ら
で
あ
る
。
植
民
大
臣
と
し
て
は
ド
ン
ケ
ル
・
ク
ル
チ
ウ
ス
の
発
案
を
止
め
、
開
港

開
市
交
渉
の
取
引
材
料
と
す
る
可
能
性
を
現
地
で
追
求
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
植
民

大
臣
の
方
針
は
、
大
枠
の
議
論
と
し
て
は
、
開
市
開
港
問
題
を
賠
償
請
求
交
渉
の
取

引
材
料
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
後
の
各
国
の
幕
府
と
の
交
渉
方
向
を
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
実
際
に
こ
の
方
向
に
進
展
さ
せ
る
の
は
ア
メ
リ
カ
の
南
北
戦

争
の
展
開
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

❹
ア
メ
リ
カ
の
提
案
後
の
イ
ギ
リ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
の
反
応

一
、
ス
ワ
ー
ド
の
対
日
共
同
覚
書
提
案

ま
ず
五
月
一
四
日
の
ス
ワ
ー
ド
提
案
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
は
一
六
日
に
受

領
の
返
事
を
し
、
二
一
日
ラ
ッ
セ
ル
外
務
大
臣
宛
に
一
四
日
付
提
案
を
同
封
し
て
公

文
を
送
っ
た
。
公
使
に
よ
れ
ば
、
そ
の
提
案
は
、「
日
本
か
ら
ア
メ
リ
カ
公
使
館
書

記
官
殺
人
事
件
に
対
す
る
賠
償
金
を
要
求
す
る
こ
と
と
、
江
戸
開
市
（
江
戸
に
お
け

る
外
国
人
住
居
に
関
す
る
）
条
約
規
程
の
実
行
を
強
く
求
め
る
こ
と
と
で
共
同
戦
線

を
は
る
よ
う
」
各
国
政
府
に
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
同
公
使
は
、「
自

分
は
日
本
の
事
情
に
詳
し
く
な
い
の
で
、
ス
ワ
ー
ド
提
案
に
何
ら
か
の
意
見
を
表
明

す
る
こ
と
は
注
意
深
く
避
け
る
の
が
よ
い
と
考
え
た
」
と
書
き
添
え
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
公
使
が
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
慎
重
な
対
応
を
見
せ
た
の
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ス
ワ
ー
ド
は
よ
り
積
極
的
に
、
非inform

al

公
式
対
日
協
定
な
い
し
共
同
覚
書
を
次
の
よ

う
に
起
草
し
、
五
月
二
〇
日
同
公
使
に
送
付
し
た
）
37
（

。
こ
の
と
き
イ
ギ
リ
ス
は
既
に
中

立
を
宣
言
し
て
お
り
、
リ
ン
カ
ー
ン
政
権
に
と
っ
て
は
パ
ー
マ
ス
ト
ン
政
権
の
中
立

政
策
の
質
を
試
す
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
の
意
味
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

署
名
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
プ
ロ
シ
ャ
、
ロ
シ
ア
お
よ
び
オ

ラ
ン
ダ
の
公
使
と
し
て
、
合
衆
国
政
府
お
よ
び
国
務
長
官
に
信
任
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
政
府
に
よ
っ
て
正
式
に
権
限
を
与
え
ら
れ
て
、
日
本
政
府
の
署
名
者
の

政
府
に
対
す
る
現
条
約
の
下
で
の
義
務
に
つ
い
て
、
お
よ
び
、
特
に
日
本
政
府
が

延
期
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
当
該
条
文
上
一
八
六
二
年
一
月
一
日
以
降
署
名
者

の
各
国
臣
民
な
い
し
市
民
が
江
戸
に
居
留
し
商
売
を
営
む
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
に

対
し
、
期
限
を
定
め
ず
そ
の
実
施
を
延
期
す
る
と
い
う
処
置
に
つ
い
て
考
慮
す
る

目
的
で
会
合
す
る
。
そ
し
て
、
署
名
者
は
、
上
記
の
意
図
し
た
契
約
に
従
う
こ
と
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は
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
日
本
政
府
の
主
張
す
る
理
由
、
つ
ま
り
、
そ
の
都
市

に
お
け
る
そ
の
生
命
と
財
産
〔
の
安
全
〕
を
享
受
す
る
よ
う
外
国
人
を
守
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
、
か
の
帝
国
の
世
に
認
め
ら
れ
た
実
力
と
驚

く
べ
き
警
察
力
を
見
れ
ば
、
実
際
は
根
拠
の
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
一
致
し
て
考

え
る
。
署
名
者
は
共
同
し
て
も
し
く
は
各
個
に
、
日
本
政
府
は
上
記
の
条
項
に
従

う
こ
と
を
厳
密
に
か
つ
文
字
通
り
に
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
そ
れ
ぞ

れ
各
政
府
を
代
表
し
て
同
意
す
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
署
名
者
は
、
各
個
の

政
府
の
駐
日
外
交
官
も
し
く
は
領
事
官
と
し
て
代
表
部
が
、
こ
の
件
に
関
す
る
そ

れ
ぞ
れ
の
政
府
の
決
意
と
、
上
記
の
各
列
国
の
対
日
条
約
条
文
が
す
べ
て
、
こ
の

覚
書
の
提
示
に
よ
り
忠
実
に
遵
守
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
期
待
と
を
、
は
っ
き
り

さ
せ
た
共
同
覚
書
を
日
本
政
府
に
申
し
入
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
と
示
し
て
約
束
す

る
も
の
で
あ
る
。
各
列
国
は
、
江
戸
湾
に
駐
留
す
る
一
な
い
し
複
数
の
軍
艦
を
代

表
し
て
派
遣
す
る
。
そ
し
て
日
本
政
府
は
回
答
が
某
月
内
に
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
通
知
さ
れ
る
。
軍
艦
は
そ
こ
で
一
旦
撤
退
し
、
回
答
を
知
る
べ
き
時
に
戻
っ

て
く
る
。
も
し
、
回
答
が
好
ま
し
く
な
く
、
ま
た
、
あ
い
ま
い
で
あ
る
よ
う
な
場

合
は
、
外
交
代
表
部
は
撤
退
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
う
し
て
敵
対
行
為
が
開
始
さ

れ
、
海
軍
司
令
官
た
ち
が
自
ら
の
義
務
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
見
做
す
よ
う

な
形
で
遂
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

し
か
も
、
合
衆
国
政
府
は
日
本
政
府
に
対
し
、
江
戸
公
使
館
付
通
訳
官
ヒ
ュ
ー
ス

ケ
ン
氏
暗
殺
に
つ
い
て
特
別
に
深
刻
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
故
〔
米
国
の

こ
の
事
件
で
の
〕
賠
償
請
求
は
本
協
定
の
目
的
と
相
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
合
衆
国
憲
法
が
外
国
と
の
敵
対
行
為
に
は
議
会
の
同
意
を
求
め
て
い
る
こ

と
も
了
解
さ
れ
る
。
本
協
定
は
そ
の
同
意
が
得
ら
れ
る
ま
で
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府

に
と
っ
て
義
務
的
な
も
の
と
は
見
做
さ
れ
な
い
。

ア
メ
リ
カ
と
し
て
は
、
対
日
条
約
締
結
国
が
幕
府
の
言
い
分
を
根
拠
な
し
と
し
て
、

条
約
（
江
戸
開
市
）
の
文
字
通
り
の
実
行
を
求
め
軍
艦
を
派
遣
し
、
幕
府
の
回
答
が

否
定
的
で
あ
っ
た
場
合
は
、
外
交
団
を
引
き
上
げ
戦
闘
を
開
始
す
る
、
と
い
う
協
定

を
締
結
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
賠
償
問
題
で
は
、
こ
れ
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
軍
事
的
に
江
戸
開

市
を
強
制
す
る
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
押
さ
え

て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ハ
リ
ス
の
考
え
方
は
リ
ン
カ
ー
ン
政
権
の
も
と

で
は
却
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
地
と
本
国
と
で
方
針
が
異
な
る
こ
と
で
、

本
国
の
対
日
方
針
全
体
の
有
効
性
を
条
約
締
結
国
の
あ
い
だ
で
疑
問
視
さ
せ
る
こ
と

と
な
り
、
ハ
リ
ス
の
賠
償
を
求
め
な
い
と
い
う
立
場
も
ま
た
本
国
の
支
持
を
得
ら
れ

な
か
っ
た
と
し
て
、
駐
日
外
交
団
の
中
で
は
そ
の
主
張
を
疑
問
視
す
る
こ
と
と
な

る
。考

え
よ
う
に
よ
っ
て
は
ス
ワ
ー
ド
外
交
の
レ
ッ
テ
ル
で
あ
る
対

foreign w
ar panacea

外
戦
万
能
薬
の
発

現
と
も
い
え
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ

な
ど
は
南
北
戦
争
で
は
リ
ン
カ
ー
ン
政
権
と
距
離
を
保
っ
て
い
た
。
他
方
で
同
政
権

側
で
も
翌
二
一
日
に
駐
英
公
使
に
、
当
時
渡
英
し
て
い
た
南
部
使
節
と
の
話
合
い
を

イ
ギ
リ
ス
政
府
が
続
け
る
限
り
は
公
式
な
交
渉
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
訓
令
し
な
が

ら
）
38
（

、
対
日
軍
事
圧
力
で
は
共
同
戦
線
を
関
係
各
国
に
提
案
し
た
。
さ
ら
に
次
項
に
み

る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
や
プ
ロ
シ
ャ
公
使
は
、
共
同
覚
書
草
案
を
本
国
に
は
送

ら
な
い
、
と
発
言
し
つ
つ
、
実
際
に
は
送
致
す
る
な
ど
の
駆
け
引
き
が
行
な
わ
れ
た
。

二
、
オ
ラ
ン
ダ
の
反
応

オ
ラ
ン
ダ
公
使
ル
ー
ス
ト
・
フ
ァ
ン
・
リ
ン
ビ
ュ
ル
フ
は
殺
人
事
件
の
賠
償
請
求

に
関
わ
っ
て
、
国
務
省
と
交
渉
を
持
っ
た
。
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
に
ス
ワ
ー
ド

提
案
と
、
更
に
共
同
覚
書
案
が
オ
ラ
ン
ダ
公
使
に
も
送
付
さ
れ
た
。
ま
ず
一
八
六
一

年
五
月
一
六
日
付
オ
ラ
ン
ダ
外
務
大
臣
宛
駐
米
公
使
公
文
を
掲
げ
る
）
39
（

。

国
務
次
官
補
か
ら
受
け
取
っ
た
要
請
に
従
っ
て
、
昨
日
国
務
長
官
と
会
談
を
も
っ

た
。
閣
下
の
訓
令
に
従
っ
て
、
繰
り
返
さ
れ
る
外
国
人
殺
人
事
件
に
つ
い
て
同
長

官
と
会
談
を
行
っ
た
あ
と
で
、
私
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
最
近
そ
の
公
使
館
書
記

官
に
対
し
て
実
行
さ
れ
た
殺
人
事
件
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
を
知
り
た
い
と
い
う
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私
の
希
望
を
伝
え
た
。
ス
ワ
ー
ド
氏
は
、
そ
こ
で
、
自
ら
起
案
し
た
書
面
の
中
味

を
私
に
伝
え
た
。
こ
れ
は
当
地
に
信
任
さ
れ
て
い
る
日
本
と
条
約
を
締
結
し
た
各

国
公
使
に
宛
て
ら
れ
た
。
そ
れ
に
付
け
加
え
て
私
は
殺
人
事
件
の
書
類
を
受
け
取

る
は
ず
だ
っ
た
。
私
は
そ
れ
）
40
（

を
実
際
昨
夕
受
け
取
り
、
こ
こ
に
同
封
し
て
閣
下
に

送
付
す
る
。

ス
ワ
ー
ド
氏
は
、
彼
が
上
記
の
書
面
に
お
い
て
示
す
と
こ
ろ
は
、
彼
の
考
え
で
は

す
べ
て
の
条
約
締
結
国
が
目
指
す
べ
き
共
通
の
到
達
目
標
に
最
も
叶
う
も
の
で
あ

ろ
う
、
と
主
張
す
る
。

同
氏
は
こ
れ
に
関
す
る
私
の
考
え
を
知
り
た
い
と
い
う
の
で
、
次
の
よ
う
に
答
え

た
。
私
は
個
人
的
に
は
氏
の
考
え
方
に
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
し

て
、
彼
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
書
面
を
本
国
の
外
務
大
臣
閣
下
に
大
至
急
伝
達
す

る
つ
も
り
で
あ
る
、
と
。
最
後
に
同
氏
は
、
そ
こ
で
期
待
ど
お
り
に
な
ら
ず
自
分

の
提
案
に
全
般
的
な
支
持
が
な
か
っ
た
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
日
本
か
ら
獲

得
し
た
権
利
の
た
め
、
ま
た
、
双
方
の
国
民
の
安
全
の
た
め
、〔
オ
ラ
ン
ダ
〕
国

王
政
府
と
相
談
す
る
用
意
は
最
早
な
い
、
と
言
っ
た
。

国
務
長
官
は
、
ハ
リ
ス
氏
の
考
え
に
基
づ
い
て
語
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
考
え

は
、
先
月
二
四
日
付
の
閣
下
の
公
文
か
ら
、
今
朝
初
め
て
私
の
知
る
と
こ
ろ
と

な
っ
た
。
ハ
リ
ス
氏
の
こ
う
し
た
考
え
は
当
地
で
は
支
持
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア

メ
リ
カ
政
府
は
、
絶
対
弱
み
を
見
せ
た
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
ス
ワ
ー
ド
氏
は
、

ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
氏
に
つ
い
て
、
外
国
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ア
メ
リ
カ
公
使
館
書
記

官
に
対
し
て
犯
さ
れ
た
殺
人
事
件
と
し
て
理
解
し
て
い
た
。
国
務
長
官
は
、
オ
ラ

ン
ダ
人
に
対
し
特
別
の
敵
愾
心
が
日
本
人
の
間
に
あ
る
と
仮
定
し
て
い
る
か
と
匂

わ
せ
る
よ
う
な
表
現
は
ま
っ
た
く
用
い
な
か
っ
た
。

ス
ワ
ー
ド
が
ど
の
よ
う
な
口
調
で
、
条
約
締
結
国
に
自
分
の
考
え
を
伝
え
よ
う
と
し

た
か
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
考
え
へ
の
全
面
賛
成
か
共
同
行
動
の
対

象
外
か
と
い
う
選
択
を
迫
る
強
い
調
子
の
文
書
で
あ
る
。
す
で
に
第
一
節
で
み
た
よ

う
に
ア
メ
リ
カ
政
府
は
次
に
軍
事
行
動
へ
の
同
調
を
求
め
る
こ
と
を
用
意
し
て
い
る

の
で
、
個
人
的
見
解
と
断
っ
て
い
る
が
、
完
全
に
一
致
す
る
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
公
使

の
態
度
表
明
は
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
態
度
を
と
る
背
景
に
は
、
賠
償
請
求
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
考
え

を
よ
り
正
確
に
知
る
と
い
う
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
に
対
す
る
妥
協

的
態
度
は
と
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
公
使
館
員
の
暗
殺
事
件
と
し
て
扱
い
、
オ
ラ
ン
ダ
人

で
あ
る
こ
と
は
関
係
な
い
（
オ
ラ
ン
ダ
の
干
渉
を
避
け
る
）
と
い
う
こ
と
を
強
く
ス

ワ
ー
ド
は
示
唆
し
て
い
る
と
、
と
オ
ラ
ン
ダ
公
使
は
受
け
と
め
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
う
け
て
、
外
務
大
臣
は
六
月
五
日
付
で
植
民
大
臣
に
公
文
を
送
り
、
ま
ず
、

ス
ワ
ー
ド
の
考
え
は
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
に
な
さ
れ
た
殺
人
事
件
に
対
し
て
賠
償
を
得

る
た
め
に
、
外
国
人
の
江
戸
滞
在
を
平
和
裡
に
実
現
す
る
目
的
で
、
対
日
条
約
締
結

国
が
ア
メ
リ
カ
政
府
の
下
に
協
力
す
る
提
案
で
あ
る
と
指
摘
し
、
次
い
で
、
そ
れ
が

ハ
リ
ス
の
態
度
か
ら
想
定
さ
れ
る
よ
り
更
に
強
い
対
応
に
出
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

ア
メ
リ
カ
自
体
の
内
戦
が
展
開
し
た
場
合
そ
の
可
能
性
が
低
い
こ
と
を
考
慮
し
、
ド

ン
ケ
ル
・
ク
ル
チ
ウ
ス
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
考
え
方
（
多
国
間
協
調
）
に
一
目
お
く

こ
と
を
提
案
し
た
）
41
（

。
外
務
大
臣
は
駐
米
公
使
の
対
応
に
釘
を
さ
し
た
も
の
で
、
リ
ン

カ
ー
ン
政
権
の
対
日
政
策
に
は
慎
重
に
対
応
す
る
の
が
オ
ラ
ン
ダ
本
国
の
方
針
で

あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
ス
ワ
ー
ド
の
共
同
覚
書
提
案
を
五
月
二
一
日
に
受
け
取
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
公
使

は
、
先
日
の
対
応
の
行
き
す
ぎ
に
気
づ
き
、
翌
二
二
日
直
ち
に
事
態
の
緊
急
性
を
次

の
よ
う
に
報
告
し
た
）
42
（

。

日
本
問
題
に
関
す
る
私
の
今
月
一
六
日
付
第
六
号
公
文
以
降
、
同
封
し
た
通
知
）
43
（

を

受
け
取
っ
た
昨
日
の
朝
ま
で
、
そ
の
後
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
私
は
何
も
聞
い
て

い
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
と
プ
ロ
シ
ャ
の
公
使
は
、
昨
日
夕
方
会
っ
た
と
こ
ろ
、

自
分
た
ち
は
こ
の
文
書
を
本
国
政
府
に
送
ら
な
い
と
言
っ
て
い
た
。

私
に
は
、
ス
ワ
ー
ド
氏
の
考
え
方
は
ほ
と
ん
ど
訳
の
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
何
故
、
当
地
で
こ
の
よ
う
な
会
合
が
開
催
さ
れ
る
の
か
？
そ
れ
は
合

衆
国
に
お
い
て
、
他
の
政
府
は
あ
ま
り
関
心
が
な
い
日
本
に
関
す
る
眼
識
が
あ
る
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種
の
権
威
や
尊
敬
が
与
え
ら
れ
る
か
ら
な
の
か
。
何
故
、
彼
の
提
示
し
た
協
約
が

調
印
さ
れ
、
そ
し
て
他
の
諸
国
が
そ
れ
に
同
意
し
た
後
で
も
な
お
、
国
務
長
官
が

議
会
の
承
認
を
必
要
す
る
よ
う
な
当
地
で
、
こ
の
よ
う
な
会
合
が
正
当
な
も
の
な

の
か
？
悲
惨
な
状
況
下
に
あ
る
当
地
で
議
会
が
何
を
欲
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、

政
府
が
何
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
、
誰
が
判
っ
て
い
る
の
か
？
ワ
シ
ン
ト
ン
の

政
権
の
よ
う
な
、
外
交
も
政
治
も
経
験
が
無
い
政
権
に
、
重
要
案
件
の
主
導
権
を

与
え
る
の
は
何
故
な
の
か
？
こ
の
政
権
は
、
日
本
政
府
の
よ
く
知
ら
れ
た
実
力
や

そ
の
国
の
賞
歎
す
る
に
足
る
警
察
力
に
つ
い
て
話
題
に
し
た
の
で
は
？

私
の
考
え
で
は
、
同
じ
条
件
で
関
係
す
る
諸
国
が
開
催
す
る
会
合
と
い
う
考
え
で

い
け
ば
、
長
い
間
オ
ラ
ン
ダ
と
日
本
と
の
間
に
存
在
し
た
外
交
関
係
と
い
う
だ
け

で
、
多
く
の
点
で
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ
る
ハ
ー
グ
で
行
う
こ
と
は
受
け
容

れ
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
ろ
う
。（
中
略
）
当
地
で
開
催
す
る
と
い
う
会
合
は
、〔
外

務
大
臣
〕
閣
下
の
よ
り
は
っ
き
り
し
た
判
断
に
従
っ
て
、
好
ま
し
く
な
く
、
当
地

で
立
ち
消
え
と
な
る
べ
き
と
見
做
す
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
の
間
、
私
は
覚
書
を
受
領
さ
せ
た
こ
と
を
断
乎
非
難
し
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

を
国
王
政
府
に
遅
滞
な
く
送
付
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
、
付
け
加
え
た
。

オ
ラ
ン
ダ
公
使
は
、
先
便
で
伝
え
た
ア
メ
リ
カ
寄
り
の
態
度
表
明
が
リ
ン
カ
ー
ン
政

権
の
対
日
強
硬
を
見
誤
っ
た
と
し
、
ス
ワ
ー
ド
の
共
同
覚
書
提
案
が
ま
っ
た
く
現
実

性
の
な
い
提
案
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
提
案
自
体

に
抗
議
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
参
加
す
る
意
志
の
な
い
こ
と
を
本
国
へ
伝
え
た
。

た
だ
し
公
使
は
協
定
締
結
に
向
け
た
そ
う
し
た
会
合
自
体
に
は
否
定
的
で
は
な
く
、

む
し
ろ
ハ
ー
グ
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
表
沙
汰
に
せ
ず
、
ワ
シ

ン
ト
ン
で
の
協
定
締
結
に
は
与
し
な
い
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
こ
と
を
復
命
し
た
。

こ
れ
を
受
け
た
オ
ラ
ン
ダ
外
務
大
臣
は
、
六
月
一
二
日
付
で
再
び
植
民
大
臣
に
次

の
公
文
）
44
（

を
送
っ
た
。

〔
駐
米
〕
公
使
の
反
論
に
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
、
と
私
は
考
え
る
。

私
自
身
も
、
求
め
ら
れ
て
い
る
ワ
シ
ン
ト
ン
で
の
会
合
に
参
加
す
る
こ
と
に
異
論

を
唱
え
る
つ
も
り
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
氏
の
件
は
オ
ラ
ン
ダ
人
全
部
に
関
わ

る
も
の
で
は
な
く
、
北
ア
メ
リ
カ
共
和
国
の
不
確
定
な
状
況
で
は
、
他
の
締
結
諸

国
が
合
衆
国
の
案
件
の
面
倒
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
つ
も
り
に
な
り
え

る
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
そ
の
場
合
日
本
に
敵
対
す
る
意
識
的
な
計
画
の
実
施
に
加
わ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
望
ま
し
い
こ
と
か
？
オ
ラ
ン
ダ
人
船
長
に
対
す
る
殺
害
事
件
が
行
わ

れ
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
哀
れ
む
に
価
す
る
に
せ
よ
、
残
さ
れ
た
関
係
者
に
と
っ
て
賠

償
金
を
得
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
計
算
で
き
な
い
結
果

を
も
た
ら
す
敵
対
行
為
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
か
？
（
中
略
）

私
の
考
え
で
は
、
ル
ー
ス
ト
公
使
は
他
の
諸
国
の
態
度
が
ど
う
な
る
か
を
見
守
る

と
い
う
当
面
消
極
的
対
応
に
留
ま
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
〔
関
係
〕
各
国
の
全
体

と
し
て
の
協
力
体
制
が
完
全
に
保
証
さ
れ
る
以
前
に
、
ど
こ
か
と
盟
約
し
て
は
な

ら
な
い
。

外
務
大
臣
は
駐
米
公
使
よ
り
は
よ
り
明
確
に
、
米
国
主
導
の
対
日
実
力
行
使
に
は
否

定
的
で
、
条
約
締
結
国
全
体
の
合
意
が
な
い
限
り
、
個
別
の
対
応
を
同
公
使
に
禁
じ

た
。こ

れ
に
対
す
る
植
民
大
臣
の
回
答
）
45
（

は
か
な
り
時
間
が
か
か
り
、
一
ヶ
月
以
上
経
っ

た
七
月
二
二
日
付
で
あ
る
。
極
め
て
長
文
で
適
宜
抄
訳
す
る
。
ま
ず
ス
ワ
ー
ド
の
共

同
覚
書
提
案
の
背
景
を
整
理
し
、
ハ
リ
ス
の
よ
う
な
対
日
宥
和
路
線
で
ア
メ
リ
カ
政

府
が
納
得
す
る
こ
と
は
な
く
、
賠
償
請
求
は
不
可
避
で
あ
り
、
同
時
に
江
戸
開
市
を

遵
守
さ
せ
る
た
め
に
強
硬
策
を
辞
さ
な
い
、
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
軍
事
的
強
硬
策

に
は
、
そ
の
国
内
状
況
を
見
れ
ば
、
自
ら
の
元
気
づ
け
以
上
の
意
味
は
な
い
と
、
否

定
的
態
度
を
示
す
。
一
方
で
、
オ
ラ
ン
ダ
単
独
の
判
断
で
対
日
問
題
に
指
示
を
与
え

る
こ
と
も
困
難
と
し
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
後
の
日
本
情
勢
の
分
析
に
至
る
。
す
な

わ
ち
、

日
本
の
事
態
は
双
方
か
ら
み
て
様
子
が
変
化
し
た
。
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
氏
が
犠
牲
に
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な
っ
た
犯
罪
の
知
ら
せ
が
こ
の
地
に
届
い
た
と
き
、
日
本
の
す
べ
て
が
深
刻
な
危

機
を
予
感
さ
せ
た
。
そ
れ
は
日
本
に
居
留
す
る
同
胞
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
っ

た
。（
中
略
）
合
衆
国
の
外
交
代
表
が
、
事
件
の
な
か
で
冷
め
て
い
る
唯
一
の
人

物
と
な
ろ
う
と
は
、
そ
の
と
き
は
そ
う
見
え
な
か
っ
た
。
北
ア
メ
リ
カ
人
が
大
い

な
る
特
徴
と
し
て
い
る
闘
志
に
よ
り
、
逆
に
、
ハ
リ
ス
氏
は
迅
速
に
効
果
的
手
段

を
採
用
す
る
は
ず
と
期
待
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
場
合
は
、
我
が
国
家
の
名
誉
は
、

わ
れ
わ
れ
が
合
衆
国
政
府
に
比
し
て
、
昨
年
二
月
横
浜
で
殺
さ
れ
た
船
長
の
フ
ォ

ス
と
デ
ッ
カ
ー
の
遺
族
に
対
す
る
そ
の
要
求
に
関
し
て
遅
れ
を
と
る
と
い
う
こ
と

を
許
さ
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。

事
案
は
以
来
ま
っ
た
く
想
定
し
て
い
な
い
転
回
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
。
イ
ギ
リ

ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
外
交
代
表
部
は
、
本
気
で
江
戸
を
退
去
し
、

直
ち
に
横
浜
に
駐
在
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
間
も
な
く
、
オ
ラ
ン
ダ

総
領
事
は
長
崎
に
帰
還
し
た
。
日
本
政
府
は
そ
の
後
残
っ
た
二
人
の
外
交
代
表
と

交
渉
に
入
っ
た
。
彼
ら
を
再
び
江
戸
に
戻
す
た
め
で
あ
る
。
彼
ら
が
出
し
た
条
件

は
そ
の
時
す
べ
て
合
意
さ
れ
、
彼
ら
は
首
府
へ
帰
還
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
総
領
事
も

そ
の
表
現
に
従
え
ば
事
案
は
こ
れ
で
も
っ
て
終
わ
っ
た
も
の
と
考
え
、
最
新
の
知

ら
せ
で
は
、
直
ち
に
再
び
江
戸
に
行
く
と
い
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
や

フ
ラ
ン
ス
の
公
使
が
獲
得
し
た
調
整
の
実
施
を
、
自
ら
に
対
し
て
も
要
求
す
る
た

め
で
あ
る
（
今
年
三
月
二
六
日
付
第
一
九
／
一
〇
六
号
総
督
宛
同
人
書
翰
写
）
46
（

、
お

よ
び
今
年
三
月
月
例
報
告
）
47
（

参
照
。
こ
れ
ら
は
合
わ
せ
て
同
封
し
閣
下
に
お
知
ら

せ
ま
で
に
送
る
）。

当
面
は
、
そ
れ
故
、
と
り
あ
え
ず
よ
り
よ
い
見
通
し
を
え
た
。
満
足
す
べ
き
理
由

が
、
現
在
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
に
は
存
在
す
る
。
彼
ら
は
し
か
る
べ
き
機
会
に

要
求
し
た
も
の
す
べ
て
を
獲
得
し
、
ま
た
そ
の
代
表
部
の
平
和
志
向
の
表
明
が
良

い
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
、
彼
ら
は
よ
り
早
く
紛
争
を
回
避
す
る
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
ジ
ョ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル
卿
と
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
と
の
間

の
往
復
書
翰
）
48
（

、
お
よ
び
今
年
四
月
の
パ
リ
駐
在
公
使
が
ト
ゥ
ブ
ネ
ル
氏
と
こ
の
案

件
で
持
っ
た
会
談
）
49
（

か
ら
明
ら
か
な
様
に
、
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
相
当
以
前
か
ら

こ
の
両
国
政
府
の
望
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
日
本
で
は
確
固
と
し
た
し

か
し
中
庸
な
態
度
が
望
ま
し
い
。
こ
れ
ら
の
国
々
に
と
っ
て
、
ハ
リ
ス
氏
が
そ
の

書
記
官
の
殺
人
事
件
で
示
し
た
よ
う
な
行
き
す
ぎ
た
消
極
的
対
応
か
ら
、
合
衆
国

政
府
が
今
回
提
案
し
た
よ
う
な
脅
迫
と
乱
暴
な
手
段
へ
と
移
行
す
る
こ
と
は
あ
り

え
な
い
。

ま
た
い
く
つ
か
の
港
の
開
港
の
延
期
を
求
め
る
日
本
政
府
の
要
求
は
、
公
平
性
と

い
う
点
で
、
そ
の
延
期
に
何
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
の
政
府

が
、
予
め
ま
っ
た
く
独
断
的
に
、
そ
れ
ら
の
港
を
決
め
ら
れ
た
期
限
に
は
開
港
し

な
い
と
い
う
意
図
を
知
ら
せ
た
と
し
た
ら
、〔
対
応
は
〕
別
の
形
に
な
る
は
ず
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
単
な
る
要
望
に
留
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
、
も
し
〔
外
国
か
ら
〕

拒
否
的
な
回
答
が
そ
れ
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
場
合
は
、
条
約
の
関
係
規
程
を
実
施

し
な
い
と
堅
く
決
心
し
て
い
る
、
と
ま
で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
何
度

も
登
場
し
て
い
る
我
総
領
事
の
今
年
三
月
月
例
報
告
か
ら
明
ら
か
な
様
に
、
推
測

す
る
に
日
本
政
府
は
こ
の
状
況
に
関
連
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
使
節
を
派
遣
す
る
考

え
さ
え
も
っ
て
い
る
。

か
か
る
状
況
で
は
、
最
後
通
告
を
直
ち
に
設
定
す
る
こ
と
も
、
ま
た
、
し
か
る
べ

き
期
間
内
に
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
実
力
行
使
で
脅
す
こ
と
も
、
公
平
性
と

一
致
す
る
も
の
に
は
見
え
な
い
。

北
ア
メ
リ
カ
政
府
が
厄
介
に
も
誇
張
を
も
っ
て
日
本
に
対
す
る
強
力
な
手
段
を
合

意
の
上
で
行
使
す
る
よ
う
督
促
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
駐
日
北
ア
メ

リ
カ
代
表
が
採
用
し
た
態
度
、
そ
し
て
そ
の
他
の
外
交
代
表
部
の
態
度
が
そ
こ
か

ら
離
反
す
る
な
か
で
彼
の
採
っ
た
方
針
を
再
考
し
て
み
る
と
、
驚
き
を
禁
じ
得
な

い
。

不
本
意
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
連
邦
政
府
が
か
な
り
熟
慮
し
た
上
で
抱
く
、
日
本

に
お
け
る
現
状
の
立
場
に
対
す
る
不
満
、
し
か
も
相
当
の
不
満
に
つ
い
て
、
考
え

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
国
〔
日
本
〕
に
関
し
て
新
し
い
局
面
を
進
展
す
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る
こ
と
に
よ
り
、
同
政
府
が
そ
こ
で
主
導
権
を
握
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
失
わ
れ
た

地
歩
を
自
ら
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
状
況
に
よ
れ
ば
と

に
か
く
、
つ
ぎ
の
こ
と
は
疑
っ
て
よ
い
。
江
戸
開
市
期
限
の
延
期
は
、
条
約
締
結

国
の
利
害
か
ら
し
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
考
え
て
い
る
よ
う
な
特
に
反
対
す
る
べ
き

こ
と
な
の
か
ど
う
か
、
と
。

少
な
く
と
も
、
次
の
危
惧
は
必
要
で
あ
る
。
今
や
、
最
近
の
で
き
ご
と
に
お
け
る

イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
外
交
代
表
部
の
態
度
は
、
安
寧
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
日
本
政
府
に
明
確
に
与
え
た
、
す
な
わ
ち
延
期
に
関
す

る
同
政
府
の
要
望
を
好
意
的
に
考
慮
す
る
と
い
う
他
の
条
約
締
結
国
を
妨
害
し
な

い
と
い
う
印
象
を
与
え
た
の
で
、
日
本
政
府
は
、
江
戸
条
約
で
自
分
た
ち
に
固
定

さ
れ
た
地
位
を
、
も
は
や
進
ん
で
維
持
す
る
つ
も
り
も
維
持
す
る
立
場
で
も
な
い

と
い
う
安
易
な
考
え
に
陥
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
お
そ
れ
で
あ
る
、

更
な
る
開
港
や
特
に
江
戸
開
市
の
延
期
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
れ
ば
、
と
て

も
良
い
防
衛
策
と
な
る
。
最
近
江
戸
を
舞
台
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
台
詞
や
、
外

国
の
外
交
代
表
部
が
こ
れ
ま
で
何
度
も
特
に
江
戸
で
味
わ
っ
た
あ
ま
り
あ
り
が
た

く
な
い
処
遇
は
、
市
中
の
人
び
と
は
外
国
人
と
の
接
触
に
ま
だ
経
験
が
乏
し
い
と

考
え
て
い
る
彼
等
の
考
え
方
を
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

実
際
、
次
の
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
町
は
、
武
装
し
た
ご
ろ
つ
き
が
一

杯
で
、
そ
の
大
部
分
は
大
名
の
従
者
で
、
西
洋
の
考
え
方
の
影
響
力
を
相
当
に
危

惧
す
べ
き
と
す
る
日
本
社
会
の
政
治
身

sta
n
d分

で
あ
り
、
外
国
人
に
ふ
さ
わ
し
い
滞
在

地
を
多
く
は
提
供
し
て
い
な
い
。
外
国
外
交
代
表
部
は
こ
の
こ
と
を
自
分
の
不
利

益
と
し
て
既
に
経
験
し
て
い
た
が
、
迅
速
で
十
分
な
支
援
を
得
る
と
見
通
し
て
、

江
戸
に
居
留
す
る
気
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
別
の
〔
考
え
を
す
る
〕
外
国
人
は
ど

れ
だ
け
い
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
う
い
う
の
は
い
つ
で
も
居
る
。

他
の
土
地
で
の
経
験
は
、
自
ら
の
手
段
の
選
択
に
お
け
る
思
慮
の
欠
如
と
狭
隘
な

度
量
が
、
敵
意
を
生
む
こ
と
を
十
分
教
え
て
い
た
。

事
案
は
こ
の
よ
う
な
状
態
な
の
で
、
日
本
政
府
の
要
望
に
反
す
る
江
戸
開
市
の
無

理
強
い
は
、
延
期
を
め
ぐ
る
同
政
府
の
要
望
の
承
諾
が
ワ
シ
ン
ト
ン
で
期
待
さ
れ

る
結
果
〔
軍
事
行
動
〕
と
な
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
国
内
的
な
政

治
情
勢
が
ど
う
な
の
か
、
我
々
が
ま
だ
よ
く
判
っ
て
い
な
い
日
本
に
お
い
て
は
、

そ
れ
故
、
こ
う
し
た
や
り
方
が
結
果
を
得
る
の
か
、
あ
る
い
は
結
果
を
得
る
こ
と

な
ど
な
い
の
か
、
を
予
見
す
る
こ
と
は
い
ず
れ
に
せ
よ
難
し
い
。
提
案
さ
れ
た
示

威
が
、
外
国
人
を
狙
っ
た
一
味
を
よ
り
一
層
憤
激
さ
せ
、
発
憤
さ
せ
る
こ
と
が
あ

り
得
る
し
、
そ
し
て
、
衝
突
は
避
け
が
た
い
も
の
と
な
ろ
う
。
彼
ら
の
〔
外
国
人
〕

排
除
に
向
け
た
圧
力
は
斯
く
し
て
増
大
し
、
中
央
政
府
は
そ
れ
に
抗
す
る
こ
と
が

難
し
く
な
ろ
う
し
、
外
国
人
た
ち
の
安
全
の
た
め
に
よ
り
果
敢
な
手
段
を
取
る
こ

と
は
減
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
や
り
方
こ
そ
、
日
本
で
の
相
当
の
努
力
に
よ
っ
て
獲

得
さ
れ
た
結
果
を
否
定
す
る
こ
と
へ
導
く
大
逆
転
を
起
こ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
う
え
江
戸
開
市
に
関
し
て
、
通
商
交
通
に
大
き
な
利
益
を
期
待
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
し
く
み
え
る
。

開
港
さ
れ
る
港
の
数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
よ
り
重
要
な
の
は
、
既
開
港
地
で
の
外

国
人
の
立
場
の
改
善
や
保
証
を
行
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
求
め
ら
れ
た

延
期
の
承
諾
は
そ
れ
に
裨
益
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
求
め
ら
れ
た
延
期
を
許
す
こ
と

に
よ
り
、
日
本
政
府
か
ら
こ
れ
ら
の
港
で
よ
り
し
っ
か
り
し
た
協
力
や
外
国
人
通

商
へ
の
保
護
を
も
と
め
る
よ
り
多
く
の
権
利
を
条
約
締
結
国
に
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

こ
こ
で
次
の
こ
と
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
日
本
政
府
が
条
約
履

行
を
不
本
意
と
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
同
政
府
は
疑
い
も
な
く

困
難
な
課
題
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
日
本
政
府
の
裁
量
下

に
あ
る
力
は
、
同
政
府
が
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
害
に
対
し
て
十
分
で
は

な
い
と
、
外
国
の
駐
日
外
交
代
表
部
で
さ
え
判
断
す
る
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
そ

れ
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
弁（
マ
マ
）理

公
使
の
、
今
年
一
月
一
九
日
に
江
戸
で
開
か
れ

た
会
議
）
50
（

で
の
発
言
を
み
よ
（
同
封
し
て
返
却
す
る
、
印
刷
版
イ
ギ
リ
ス
往
復
書
翰

〔
註
（
48
）BPP
を
指
す
〕
の
15
ペ
ー
ジ
）。
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本
政
府
の
要
望
を
無
条
件
に
拒
否
す
る
こ
と
は
、
こ
の
状
況
の
も
と
で
望
ま
し

い
の
か
、
政
治
的
に
優
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
平
さ
に
合
致
し
た
も
の
よ

り
過
大
な
こ
と
を
日
本
政
府
か
ら
求
め
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
異
議
に
曝
さ
れ

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
う
す
る
こ
と
で
結
果
に
対
す
る
責
任
を
一
部
負

う
こ
と
は
な
い
の
か
？

北
ア
メ
リ
カ
の
提
案
は
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
が
日
本
で
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
利
害
に

つ
い
て
よ
り
深
く
考
慮
す
る
と
、
最
終
的
に
は
あ
ま
り
よ
い
と
は
勧
め
ら
れ
な

い
。

さ
ら
に
、
今
起
こ
っ
て
い
る
事
態
を
活
か
し
、
ひ
と
つ
か
ふ
た
つ
で
も
日
本
と
の

問
題
に
望
ま
し
い
解
決
を
で
き
る
限
り
も
た
ら
す
べ
く
、
我
々
の
満
足
の
い
く
決

着
を
通
じ
て
〔
延
期
〕
条
件
を
提
示
す
る
こ
と
、
そ
う
す
れ
ば
我
々
は
自
ず
か
ら

望
ま
れ
た
寛
容
さ
を
見
せ
る
用
意
が
あ
る
と
な
ろ
う
が
、
そ
れ
と
比
べ
て
、
そ
の

〔
開
港
開
市
〕
条
項
を
ま
だ
我
々
は
享
受
し
て
い
な
い
の
で
、〔
そ
の
〕
条
項
を
遵

守
す
る
よ
う
日
本
政
府
を
強
制
す
る
努
力
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
満

足
で
き
な
い
結
果
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。（
中
略
）

次
の
こ
と
は
注
意
に
価
す
る
。
北
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
一
方
で
オ
ラ
ン
ダ
の
協
力

も
促
し
て
い
る
、
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
要
求
で
あ
る
賠
償
を
日
本
か
ら
獲
得
す
る

た
め
で
あ
る
。
こ
の
特
定
の
要
求
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
か
ら
我
々
の
側
の
〔
共
同

行
動
参
加
の
〕
理
由
が
ど
の
よ
う
に
正
し
く
導
か
れ
る
の
か
を
、
日
本
に
関
す
る

ア
メ
リ
カ
の
考
え
に
従
っ
て
そ
の
提
案
に
お
い
て
理
解
で
き
る
形
で
は
、
北
ア
メ

リ
カ
政
府
は
全
体
と
し
て
何
も
語
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
我
々
の
利
益
が
、
万
一
の
示
威
行
動
に
際
し
て
我
々
の
要
求
が
突
出
し
た

位
置
に
お
か
れ
て
こ
の
提
案
に
結
び
付
く
こ
と
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
私
は
ワ

シ
ン
ト
ン
政
府
の
提
案
へ
の
参
加
を
考
慮
す
る
の
を
躊
躇
す
る
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
私
は
か
つ
て
、
私
の
考
え
と
し
て
次
の
こ
と
を
知
ら
せ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
北
ア
メ
リ
カ
と
日
本
と
の
激
し
い
〔
敵
対
〕
行
動
に
際
し
て
、
わ
が
国

家
の
名
誉
は
、
こ
れ
ら
の
諸
国
に
背
を
向
け
て
い
る
こ
と
を
許
さ
な
い
で
あ
ろ

う
、
と
。
そ
し
て
、
私
は
い
ま
ま
で
常
に
次
の
考
え
を
付
け
加
え
て
い
た
。
オ
ラ

ン
ダ
政
府
は
、
上
記
の
〔
賠
償
〕
要
求
が
政
府
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
、
政
府
に

よ
り
決
し
て
撤
回
さ
れ
ず
、
日
本
政
府
に
よ
り
放
置
さ
れ
る
だ
け
に
な
る
こ
と
を

許
せ
な
い
、
と
。
私
は
、
し
か
し
こ
の
点
で
我
々
の
〔
賠
償
〕
要
求
を
満
た
す
こ

と
が
、
前
に
北
ア
メ
リ
カ
の
提
案
に
抗
し
て
展
開
し
た
難
点
〔
問
題
点
〕
に
釣
り

合
う
か
ど
う
か
、
疑
問
に
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
で
、
こ
れ
に
加
え
、
日
本

案
件
は
既
に
私
が
述
べ
た
よ
う
に
よ
り
好
ま
し
い
様
相
を
帯
び
て
き
て
お
り
、
わ

れ
わ
れ
が
自
分
た
ち
の
要
求
を
和
平
的
な
道
筋
で
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
機

会
が
よ
り
多
く
存
在
し
て
い
る
。

多
く
の
点
で
、
こ
こ
で
は
わ
が
駐
日
総
領
事
の
政
策
）
51
（

に
依
っ
て
い
る
。
私
の
見
る

と
こ
ろ
、
そ
こ
に
と
も
か
く
信
頼
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

私
の
考
え
で
は
、
も
し
連
邦
政
府
自
身
の
考
え
と
公
衆
の
意
見
が
連
邦
政
府
を
強

力
な
手
段
へ
移
行
す
る
事
態
へ
導
く
と
す
れ
ば
、
同
地
で
再
び
仲
介
的
活
動
を
す

る
こ
と
、
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
氏
暗
殺
に
対
し
合
衆
国
へ
の
賠
償
を
拒
否
す
る

こ
と
が
、
副
作
用
を
も
た
ら
す
危
険
な
結
果
と
な
る
と
日
本
政
府
に
気
付
か
せ
る

こ
と
は
考
慮
に
値
す
る
。
そ
の
際
我
々
自
身
に
と
っ
て
も
、
自
分
た
ち
の
要
求
が

話
題
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
日
本
政
府
に
関
し
て
は
、
再
度
冷
静
な
が
ら
も
強
力

な
や
り
方
で
、
暗
殺
に
対
す
る
迅
速
な
賠
償
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ

う
し
た
交
渉
の
や
り
方
は
、
そ
の
う
え
次
の
よ
う
な
政
策
に
完
全
に
一
致
す
る
も

の
と
な
ろ
う
。
日
本
の
開
国
の
た
め
オ
ラ
ン
ダ
が
こ
の
国
に
関
し
て
取
っ
た
政
策

で
あ
り
、
ま
た
、
日
本
政
府
に
お
け
る
我
々
の
威
厳
の
た
め
、
他
な
ら
ぬ
有
益
な

結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
政
策
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
閣
下
お
よ
び
ル
ー
ス
ト
・
フ
ァ
ン
・
リ
ン
ビ
ュ
ル
フ
氏
が
ワ
シ
ン
ト

ン
で
の
会
合
の
開
催
に
対
し
て
列
挙
し
た
す
べ
て
の
難
点
〔
問
題
点
〕
に
私
は
同

意
す
る
。
も
し
後
に
会
合
が
必
要
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
ワ
シ
ン
ト
ン
駐
在
代
表

部
が
示
唆
す
る
考
え
方
に
従
っ
て
、
ハ
ー
グ
が
会
合
〔
開
催
地
〕
に
選
択
さ
れ
た

場
合
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
恐
ら
く
望
ま
し
い
も
の
と
な
ろ
う
。



209

［南北戦争と東アジア］……横山伊徳

以
上
す
べ
て
を
ふ
ま
え
、
私
は
次
の
結
論
に
至
る
。
そ
の
提
案
が
そ
の
ま
ま
で
あ

れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
が
北
ア
メ
リ
カ
政
府
に
与
す
る
こ
と
は
、
何
れ
の
場
合
も

好
ま
し
く
な
い
も
の
と
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
た
し
は
、
そ
れ
に
つ
い
て

ル
ー
ス
ト
・
フ
ァ
ン
・
リ
ン
ビ
ュ
ル
フ
氏
が
、
他
の
条
約
締
結
国
が
立
場
を
明
ら

か
に
す
る
ま
で
待
ち
の
態
度
を
と
り
、
こ
の
代
表
部
に
よ
り
当
面
な
ん
ら
決
定
的

な
回
答
を
ワ
シ
ン
ト
ン
の
政
権
に
対
し
て
与
え
な
い
、
と
考
慮
す
る
の
が
望
ま
し

い
と
す
る
、
閣
下
の
考
え
に
全
く
同
意
で
あ
る
。

こ
の
結
論
に
至
る
過
程
で
、
幕
府
の
求
め
る
江
戸
開
市
延
期
を
容
認
す
る
議
論
が
有

力
に
な
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
容
認
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
幕
府
と
の
交

渉
（
賠
償
請
求
も
含
む
）
を
有
利
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
逆
に
ア
メ
リ
カ
の
強
硬
策
に
は
同
一
歩
調
を
取
ら
な
い
と
い
う
方
針
の
確
立
を

意
味
し
、
実
際
英
仏
も
そ
う
し
た
強
硬
策
を
取
る
意
向
を
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う

判
断
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
総
領
事
の
現
場
で
の
判
断
（
幕
府
と
の

直
接
交
渉
）
に
依
拠
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
結
論
で
き
る
。

オ
ラ
ン
ダ
外
務
省
は
、
八
月
三
日
ワ
シ
ン
ト
ン
駐
在
公
使
に
指
令
）
52
（

し
、
七
月
二
二

日
付
東
イ
ン
ド
総
督
宛
植
民
大
臣
書
翰
の
抜
粋
を
同
封
し
て
、
ス
ワ
ー
ド
提
案
の
共

同
覚
書
に
つ
い
て
の
ハ
ー
グ
の
判
断
と
し
て
位
置
付
け
た
。
そ
し
て
、
リ
ン
カ
ー
ン

政
権
に
明
確
な
回
答
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
米
国
以
外
の
関
係
諸
国
の
反
応

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
一
方
で
、
植
民
大
臣
は
東
イ
ン
ド
総
督
に
、
そ

の
七
月
二
二
日
付
書
翰
に
追
加
す
る
と
し
て
、
八
月
八
日
に
駐
日
総
領
事
に
対
す
る

措
置
事
項
を
命
じ
た
）
53
（

。
具
体
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
対
日
共
同
覚
書
提
案
に
い
た

る
関
係
書
類
、
事
態
に
対
応
す
る
の
に
必
要
な
、
幕
府
に
対
す
る
仲
介
は
（
軍
事
的

対
応
で
は
な
く
）
友
好
的
な
勧
告
で
あ
る
べ
し
と
の
訓
令
、
英
国
議
会
文
書
（
こ
れ

は
ロ
ン
ド
ン
駐
在
総
領
事
か
ら
総
督
・
総
領
事
宛
に
送
る
）、
な
ど
で
あ
る
。
し
か

し
結
果
と
し
て
、
日
米
間
の
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
賠
償
請
求
問
題
が
解
決
し
て
か
ら
、
こ

れ
ら
は
駐
日
総
領
事
の
下
に
届
く
こ
と
に
な
る
。

三
、
イ
ギ
リ
ス
の
反
応

オ
ラ
ン
ダ
外
務
大
臣
が
ス
ワ
ー
ド
の
共
同
覚
書
提
案
に
否
定
的
結
論
を
同
植
民
大

臣
に
伝
え
た
の
と
同
じ
こ
ろ
、
六
月
一
〇
日
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
オ
ー
ル
コ
ッ
ク

に
新
し
い
情
報
）
54
（

を
伝
え
た
。
七
二
号
は
、
そ
れ
ま
で
の
英
米
間
の
日
本
問
題
の
往
復

書
翰
の
写
を
同
封
し
、
ス
ワ
ー
ド
の
共
同
覚
書
提
案
を
以
て
、
江
戸
開
市
の
条
約
通

り
の
実
行
を
求
め
る
ア
メ
リ
カ
の
意
向
を
伝
え
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方

七
三
号
は
、
外
務
大
臣
の
関
係
大
臣
宛
（
六
月
一
日
）
の
印
刷
廻
状
の
鑑
で
あ
り
、

日
本
の
領
事
館
へ
む
け
て
特
別
に
布
達
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

七
二
号
付
属
文
書
は
、

Sew
ard to Lyons, W

ashington, M
ay 14, 1861

、
ス
ワ
ー
ド
覚
書

Lyons to Sew
ard, W

ashington, M
ay 16, 1861

、
ス
ワ
ー
ド
覚
書
返
信

D
ept. of State to Lyons, W

ashington, M
ay 20, 1861

、
共
同
覚
書
提
案
原
案

Lyons to D
ept. of State, W

ashington, M
ay 21, 1861

、
ス
ワ
ー
ド
宛
返
信

Lyons to Russel, W
ashington, M

ay 21, 1861

、
ス
ワ
ー
ド
覚
書
等
送
付

を
添
付
し
て
お
り
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
江
戸
の
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
、
ス
ワ
ー
ド
の
対
日

策
の
全
容
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
判
る
。
七
二
号
に
は
、
直
接
的
に
イ
ギ
リ
ス
外
務

省
の
ス
ワ
ー
ド
の
共
同
覚
書
提
案
へ
の
反
応
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
述
す
る

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
復
命
）
55
（

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
東
洋
政
策
は
実
力
が
伴

わ
な
い
ま
ま
一
方
的
に
イ
ギ
リ
ス
が
頼
ら
れ
る
ま
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
と
の
共
同
行
動

は
有
利
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
理
解
が
前
提
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、
本
国
政
府
か
ら
の
参
考
情
報
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
意
向

と
し
て
了
解
す
べ
き
も
の
と
し
て
付
属
書
類
を
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
七
三
号
の
各
駐
日
領
事
に
布
達
せ
よ
と
い
う
六
月
一
日
付
外
務
大
臣
公

文
は
、
五
月
の
中
立
宣
言
（
外
国
入
隊
法
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
外

務
省
か
ら
海
軍
省
、
植
民
省
、
戦
争
省
、
イ
ン
ド
省
に
、
南
北
両
軍
の
武
装
商
船
や

私
掠
船
）
56
（

が
イ
ギ
リ
ス
領
港
湾
に
拿
捕
艦
船
を
連
行
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
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と
を
連
絡
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
ギ
リ
ス
領
港
湾
と
は
、
本
国
の
ほ
か
植Colonies民地

と
属

Possessions領
と
さ
れ
る
の
で
、
最
寄
の
香
港
の
事
態
を
想
定
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

中
立
宣
言
を
し
な
い
と
そ
う
し
た
拿
捕
艦
船
の
問
題
が
ど
こ
で
も
起
こ
る
こ
と
を
示

唆
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
か
。
江
戸
開
市
の
強
制
ば
か
り
で
は
な
く
、
拿
捕
船
を
連

行
し
て
寄
港
す
る
可
能
性
の
あ
る
私
掠
船
取
扱
を
め
ぐ
っ
て
も
、
内
戦
中
の
ア
メ
リ

カ
政
府
の
動
向
如
何
が
日
本
に
と
っ
て
問
題
を
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
の

が
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
観
測
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
北
軍
は
世
界
各
地

の
軍
艦
を
本
国
に
集
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
に
実
際
に
拿
捕

船
を
連
行
し
た
私
掠
船
が
出
没
す
る
確
率
は
低
い
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
は
、
こ
の
約

一
ヶ
月
後
東
禅
寺
事
件
が
お
こ
り
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
こ
の
事
後
処
理
の
な
か
こ
れ

ら
の
訓
令
を
受
領
す
る
こ
と
に
な
る
。

❺
リ
ン
カ
ー
ン
親
書

一
、
リ
ン
カ
ー
ン
親
書
と
ハ
リ
ス
宛
ス
ワ
ー
ド
訓
令

こ
う
し
た
形
で
リ
ン
カ
ー
ン
政
権
か
ら
対
日
条
約
締
結
国
に
投
げ
ら
れ
た
対
日
政

策
構
想
は
、
各
国
の
判
断
を
経
て
再
び
ワ
シ
ン
ト
ン
に
返
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
。
一

方
で
、
将
軍
書
翰
（
文
久
元
年
三
月
二
十
三
日
、
一
八
六
一
年
五
月
二
日
）
が
ハ
リ

ス
公
文
と
と
も
に
七
月
二
二
日
ワ
シ
ン
ト
ン
に
到
着
し
た
）
57
（

。
そ
し
て
、
八
月
一
日
リ

ン
カ
ー
ン
は
次
の
よ
う
な
返
事
を
親
書
と
し
て
認
め
た
）
58
（

。
ま
た
、
将
軍
書
翰
に
添
え

ら
れ
た
老
中
書
翰
に
た
い
す
る
国
務
長
官
ス
ワ
ー
ド
の
返
翰
も
ま
た
、
こ
の
と
き
作

成
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
特
定
の
港
湾
と
都
市
の
開
放
に
対
す
る
条
約
に
定
め
ら
れ
た
期
限
の
延
長

要
請
の
問
題
に
つ
い
て
…
…
合
衆
国
の
利
害
は
、
正
当
な
重
要
性
を
持
つ
べ
き
も

の
で
あ
る
。
陛
下
の
側
に
い
る
弁
理
公
使
タ
ウ
ン
セ
ン
ト
・
ハ
リ
ス
は
、
政
府
の

見
解
に
関
し
て
完
全
な
訓
令
を
受
け
、
詳
細
に
陛
下
に
こ
れ
ら
の
見
解
を
知
ら
せ

る
こ
と
に
な
る
。
私
は
こ
れ
ら
の
見
解
が
陛
下
の
賛
同
を
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
疑
っ
て
い
な
い
。

リ
ン
カ
ー
ン
自
身
は
将
軍
の
要
請
に
対
し
て
直
接
応
え
ず
、
ハ
リ
ス
に
指
示
し
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
次
の
、
ハ
リ
ス
に
指
示
す
る
ス
ワ
ー
ド
の
同
日
付
訓

令
）
59
（

が
具
体
的
な
中
身
を
示
し
て
い
る
。

大
統
領
は
こ
の
〔
日
本
政
府
に
原
則
論
的
に
臨
む
と
い
う
〕
理
由
か
ら
江
戸
開
市

の
延
期
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
意
見
だ
っ
た
。
一
方
大
統
領
は
、
江
戸
の
居
留

区
を
安
全
に
す
る
示
威
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
、
相
談
し
た
他
国
も
そ
う
し
た
示
威

に
協
力
す
る
こ
と
に
恐
ら
く
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
代
表
部

も
我
が
国
の
代
表
部
と
共
に
同
地
で
同
じ
目
に
逢
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
大
統
領
は
、
各
国
が
我
が
政
府
と
、
一
つ
は
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
の
処
罰

を
確
実
に
実
行
す
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
条
約
に
従
っ
て
来
る
一
月
に
開
市
し
た

後
で
江
戸
に
居
留
す
る
外
国
人
に
対
し
て
侮
辱
や
傷
害
が
な
さ
れ
た
場
合
は
っ
き

り
と
強
力
に
要
求
す
る
こ
と
に
、
共
同
し
て
協
力
す
る
や
る
気
が
あ
り
そ
の
目
的

を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
日
本
政
府
に
告
知
す
る
べ
き
と
提
案
し
た
。（
中
略
）
こ

れ
ら
の
経
緯
を
経
て
、
相
談
し
た
政
府
か
ら
は
ま
だ
何
の
回
答
も
な
い
う
ち
に
、

一
八
六
一
年
五
月
八
日
付
の
貴
下
の
公
文
二
〇
号
が
、
大
君
陛
下
か
ら
合
衆
国
大

統
領
に
宛
て
ら
れ
た
書
翰
と
日
本
の
外
国
掛
老
中
か
ら
私
に
宛
て
ら
れ
た
書
翰
）
60
（

も

添
え
て
、
受
領
さ
れ
た
。

日
本
政
府
が
、
将
来
い
つ
の
日
に
か
現
実
の
も
の
と
な
る
利
益
を
示
す
目
的
で
、

ま
た
、
あ
る
程
度
更
に
長
期
に
わ
た
り
現
在
の
不
安
状
態
を
甘
受
す
る
よ
う
そ
の

臣
民
を
仕
向
け
る
目
的
で
、
権
力
や
権
威
を
行
使
す
る
こ
と
は
非
常
な
難
題
で
あ

る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
さ
れ
た
。
第
二
〇
号
の
主
題
を
見
る
に
、
江
戸
開

市
の
延
期
に
同
意
す
る
こ
と
が
得
策
で
あ
る
と
い
う
自
ら
の
見
解
を
変
更
す
る
理

由
は
何
も
な
か
っ
た
と
、
貴
下
は
認
め
て
い
る
。（
中
略
）

全
体
と
し
て
、
関
心
を
持
つ
他
国
の
公
使
た
ち
と
協
調
し
て
、
米
日
の
安
寧
に

と
っ
て
も
っ
と
も
望
ま
し
い
よ
う
に
行
動
す
る
自
由
な
権
限
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
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と
貴
下
は
提
案
し
て
い
る
。
政
治
体
制
が
わ
れ
わ
れ
の
そ
れ
と
相
当
異
な
る
政
府

を
取
り
扱
う
き
わ
め
て
多
大
な
面
倒
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
気
付
い
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
臣
民
は
非
常
に
特
殊
な
感
情
や
習
慣
を
定
着
さ
せ
て
き
て
い
る
。

更
に
わ
れ
わ
れ
は
貴
下
の
能
力
と
裁
量
を
最
大
限
信
用
し
て
い
る
が
、
一
方
で
、

貴
下
が
そ
の
場
で
必
要
と
す
る
も
の
か
ら
、
こ
れ
だ
け
遠
い
と
こ
ろ
で
採
用
さ
れ

た
わ
れ
わ
れ
自
身
の
政
策
へ
と
変
更
す
る
こ
と
は
、
既
に
保
証
さ
れ
た
す
べ
て
の

利
益
を
害
す
る
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
も
判
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
大
統
領
は
貴
下
の
請
求
す
る
自
由
裁
量
を
貴
下
に
付
与
す
る
こ
と
と

し
た
。

貴
下
が
や
り
や
す
い
よ
う
に
、
こ
の
決
定
は
以
前
協
議
し
た
当
地
の
公
使
た
ち
と

の
事
前
協
議
な
し
で
は
、
採
用
さ
れ
ず
に
き
た
。
各
公
使
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
国
政
府
と
協
議
の
結
果
を
通
達
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
や
り
方
に
よ
り
、
現
在
の
時
点
で
、
以
前
合
衆
国
政
府
が
提
案
し
た
海
軍
力
示

威
構
想
は
撤
回
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

し
か
し
私
は
、
非
常
に
必
要
と
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
現
在
の
条
約
の
如
何
な

る
条
項
の
〔
発
効
〕
延
期
に
貴
下
は
同
意
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
強
く
求
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
合
衆
国
の
外
交
業
務
中
の
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
氏
暗
殺
と
い
う
、
重

大
な
刑
事
事
件
に
対
す
る
賠
償
金
が
際
立
っ
た
か
た
ち
で
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
ま

ず
必
要
で
あ
る
。
そ
の
賠
償
の
形
式
や
や
り
方
は
貴
下
の
裁
量
に
委
ね
る
。
可
能

で
あ
れ
ば
、
暗
殺
犯
の
処
罰
を
確
実
に
実
行
す
る
の
が
最
良
で
あ
る
べ
き
で
あ

る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
に
は
判
ら
な
い
事
情
が
問
題
と
な
り
、
貴
下
の
行
動
を

変
更
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
は
と
て
も
重
要
で
あ
り
、

放
棄
で
き
な
い
も
の
と
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
。

ス
ワ
ー
ド
の
共
同
覚
書
提
案
へ
の
返
答
が
ど
の
国
か
ら
も
到
着
し
な
い
う
ち
に
、
将

軍
家
茂
と
外
国
掛
老
中
か
ら
の
書
翰
が
到
着
し
、
そ
れ
に
対
す
る
実
質
的
返
答
が
ス

ワ
ー
ド
か
ら
ハ
リ
ス
に
訓
令
さ
れ
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
八
月
に
な
っ
て
も
対

日
条
約
締
結
国
か
ら
は
正
式
の
反
応
が
な
か
っ
た
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い

（
現
在
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
八
月
三
日
付
駐
米
公
使
宛
指
令
を

待
た
ね
ば
な
ら
な
い
）。
そ
の
結
果
、
第
二
に
、
ス
ワ
ー
ド
の
共
同
覚
書
提
案
が
撤

回
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
ハ
リ
ス
の
提
案
し
た
対
日
宥
和
策
を
（
繰
り
返

し
に
な
る
が
、
ハ
リ
ス
自
身
は
対
日
外
交
団
内
で
の
協
調
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
な

状
況
を
述
べ
て
い
た
）
容
れ
る
一
方
で
、
リ
ン
カ
ー
ン
政
権
は
〔
条
約
維
持
の
〕
原

則
は
重too im

p
ortan

t to b
e ab

an
d
on

ed

要
な
の
で
放
棄
で
き
な
い
と
し
て
、
一
貫
し
て
開
市
延
期
に
は
否
定
的
で
あ

る
。
第
四
に
、
一
方
で
延
期
交
渉
に
応
じ
る
に
は
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
へ
の
償
い
が

不
可
欠
の
前
提
で
、
具
体
的
に
は
殺
人
犯
の
処
刑
か
相
当
の
賠
償
で
あ
る
、
と
し
た
。

既
に
、
共
同
覚
書
が
提
案
さ
れ
た
と
き
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
駐
在
公
使
た
ち
は
消
極

的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
国
の
反
応
を
待
た
ず
、
リ
ン
カ
ー
ン
政
権
は
軍
事

行
動
を
撤
回
し
た
。
南
北
戦
争
史
に
お
い
て
は
、
こ
の
十
日
前
の
ブ
ル
ラ
ン
の
戦
い

で
北
軍
は
大
敗
を
喫
し
、
戦
争
の
早
期
終
結
を
楽
観
視
し
て
い
た
リ
ン
カ
ー
ン
政
権

は
窮
地
に
陥
り
、
南
軍
の
ワ
シ
ン
ト
ン
攻
略
に
怯
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
）
61
（

。
日

本
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
オ

ラ
ン
ダ
か
ら
す
れ
ば
、
対
日
政
策
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
と
の
距
離
が
縮
ま
っ
た
こ
と

を
意
味
し
、
そ
の
賠
償
重
視
に
は
有
利
に
働
く
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
従
来
の
研
究
で
は
、
米
国
内
の
一
連
の
動
き
を
ほ
と
ん
ど
見
な
い
ま
ま
、

六
一
年
一
一
月
頃
の
ハ
リ
ス
の
行
動
か
ら
、
ハ
リ
ス
の
前
年
か
ら
の
一
貫
し
た
宥
和

的
態
度
に
よ
り
「
開
港
開
市
延
期
問
題
は
他
国
と
離
れ
て
ま
っ
さ
き
に
米
国
と
の
間

に
解
決
さ
れ
た
」
か
の
よ
う
だ
、
と
推
定
さ
れ
て
き
た
（
石
井
前
掲
書
）。
こ
れ
は
、

次
章
で
述
べ
る
九
月
中
旬
の
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
判
断
か
ら
す
れ
ば
、
条
約
締
結
各
国

は
ス
ワ
ー
ド
の
共
同
覚
書
提
案
に
よ
っ
て
開
市
延
期
交
渉
の
判
断
が
で
き
な
く
な

り
、
ア
メ
リ
カ
が
ハ
リ
ス
単
独
の
無
賠
償
路
線
を
否
定
し
て
、
賠
償
請
求
と
同
交
渉

を
取
引
材
料
と
す
る
選
択
肢
を
設
定
し
た
の
で
、
事
態
が
動
き
は
じ
め
た
と
み
る
べ

き
で
あ
る
。

｠
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二
、
駐
米
オ
ラ
ン
ダ
公
使
の
復
命
と
大
西
洋
に
お
け
る
南
北
戦
争

前
章
に
み
た
よ
う
に
八
月
三
日
オ
ラ
ン
ダ
外
務
省
は
ワ
シ
ン
ト
ン
駐
在
公
使
に
向

け
、
ス
ワ
ー
ド
の
共
同
覚
書
提
案
に
応
じ
ら
れ
な
い
旨
の
訓
令
を
発
し
た
。
こ
れ
は

通
常
二
〇
日
ほ
ど
で
（
す
な
わ
ち
、
八
月
末
に
は
）
ワ
シ
ン
ト
ン
に
到
着
し
た
と
思

わ
れ
る
。
同
公
使
は
ナ
イ
ア
ガ
ラ
・
フ
ォ
ー
ル
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
）
に
あ
っ
た
が
、

訓
令
を
受
け
、
同
じ
く
ナ
イ
ア
ガ
ラ
・
フ
ォ
ー
ル
に
滞
在
し
て
い
た
ブ
レ
ー
メ
ン
公

使
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
情
勢
の
展
開
を
急
遽
知
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
ワ
ー
ド
は
将
軍

宛
大
統
領
書
翰
を
発
す
る
直
前
の
七
月
三
一
日
に
オ
ラ
ン
ダ
（
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
を

除
く
対
日
条
約
締
結
国
公
使
を
招
き
、
各
国
か
ら
の
反
応
が
未
着
で
あ
る
こ
と
を
承

知
の
上
で
、
将
軍
書
翰
と
老
中
書
翰
を
受
け
て
対
日
方
針
を
変
更
し
た
こ
と
を
言
明

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
公
使
は
そ
の
よ
う
な
不
公
平
な
扱
い
に
抗
議
の
用

意
を
し
た
。
そ
の
経
緯
を
九
月
七
日
付
外
務
大
臣
宛
公
文
）
62
（

で
次
の
よ
う
に
返
信
し
た
。

前
記
の
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
プ
ロ
シ
ャ
と
ロ
シ
ア
の
公
使
の
、
自
分
た
ち
は

何
の
訓
令
も
受
け
て
い
な
い
と
い
う
発
言
で
、
国
務
長
官
は
、
か
つ
て
提
案
さ
れ

た
日
本
に
対
す
る
共
同
行
動
は
放
棄
し
、〔
江
戸
開
市
〕
延
期
に
同
意
す
る
こ
と

が
、
自
分
に
と
っ
て
い
ま
や
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
と
言
明
し
た
。
彼
は
そ
の

後
前
記
の
公
使
た
ち
に
、
大
統
領
が
大
君
に
、
国
務
長
官
が
外
国
掛
老
中
に
行
っ

た
回
答
内
容
を
伝
え
た
。
大
統
領
の
書
翰
は
た
だ
表
敬
す
る
も
の
で
、
大
統
領
は

国
務
長
官
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
案
件
に
つ
い
て
外
国
掛
老
中
に
書
面
を
認
め

る
こ
と
を
課
し
た
と
書
か
れ
て
い
た
。
国
務
長
官
の
書
翰
は
、
問
題
の
条
約
規
程

の
合
意
す
べ
き
当
面
の
〔
発
効
〕
停
止
に
関
す
る
訓
令
を
ハ
リ
ス
氏
が
受
け
取
る

こ
と
と
な
る
こ
と
を
含
ん
で
お
り
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
に
対
し
て
求
め
る
べ
き

賠
償
に
関
係
し
て
い
た
。
ハ
リ
ス
氏
へ
の
訓
令
は
、
公
使
た
ち
に
は
伝
え
ら
れ
な

か
っ
た
。

私
は
現
在
国
務
長
官
に
若
干
の
機
密
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
く
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
前
記
の
会
合
の
出
席
に
何
の
招
待
も
受
け
取
ら
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

私
は
同
長
官
に
次
の
よ
う
な
状
況
を
無
視
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
閣
下
か
ら
機
密
の
連
絡
以
来
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
現
在
合
衆
国
が
受

け
容
れ
た
見
解
に
か
な
り
対
応
し
た
も
の
を
私
が
受
け
取
っ
た
と
い
う
状
況
、
実

際
そ
の
見
解
の
中
に
は
、
必
要
な
ら
ば
合
意
す
べ
き
江
戸
開
市
の
期
限
延
期
を
、

日
本
の
他
の
所
で
居
留
を
許
さ
れ
た
条
約
締
結
国
臣
民
の
一
層
の
身
の
安
全
を
求

め
る
た
め
に
利
用
し
た
い
と
い
う
要
望
が
明
ら
か
に
な
っ
た
状
況
を
、
無
視
さ
せ

た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
公
使
は
ハ
リ
ス
宛
の
訓
令
〔
註
（
59
）〕
の
書
面
は
入
手
で
き
な
か
っ
た

の
で
、
実
際
の
訓
令
の
条
約
遵
守
を
強
調
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
知
り
得
な
か
っ
た

が
、
同
公
使
は
、
締
約
国
公
使
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
行
動
は
挫
折
し
、
同
国

の
狙
い
が
江
戸
開
市
の
延
期
や
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
賠
償
問
題
に
移
っ
た
と
了
解
し
た
。

そ
し
て
そ
の
狙
い
は
、
同
公
使
が
ハ
ー
グ
か
ら
受
け
て
い
た
訓
令
と
軌
を
一
に
す
る

も
の
で
あ
り
、
居
留
民
の
安
全
強
化
に
資
す
る
も
の
と
い
う
確
信
を
得
て
、
国
務
長

官
ス
ワ
ー
ド
に
申
し
入
れ
を
行
っ
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
ハ
リ
ス
宛
訓
令
と
右
に

み
ら
れ
る
各
国
公
使
へ
の
説
明
は
微
妙
に
温
度
差
が
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
公
使
が
報
告

す
る
ほ
ど
リ
ン
カ
ー
ン
政
権
が
開
市
条
項
停
止
に
つ
い
て
前
向
き
と
と
る
べ
き
か
に

つ
い
て
は
、
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
公
文
は
九
月
二
六
日
に
本
国
外
務
省
に
届
い
た
。
そ
し
て
、
外
務
省
は
植
民

省
へ
、
ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
が
日
本
問
題
に
つ
い
て
条
約
締
結
国
公
使
を
招
き
条
約

規
程
の
江
戸
開
市
に
関
す
る
停
止
提
案
に
対
す
る
回
答
を
行
っ
た
、
と
の
み
淡
々
と

伝
達
し
た
）
63
（

。

か
く
し
て
対
日
条
約
締
結
国
間
の
共
通
課
題
は
、
対
日
軍
事
行
動
如
何
か
ら
、
両

都
両
港
開
市
開
港
問
題
（
条
約
遵
守
）
と
外
国
人
殺
傷
事
件
に
対
す
る
幕
府
の
賠
償

責
任
問
題
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
は
互
に
そ
の
解
決（
妥
協
）

を
前
提
に
交
渉
を
進
展
さ
せ
る
と
い
う
構
造
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
幕
府
は
江
戸
開

市
延
期
を
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
賠
償
交
渉
を
進
展
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
立
場
へ

と
追
い
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
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❻
南
北
戦
争
と
幕
府

一
、
幕
府
が
知
る
南
北
戦
争
と
戦
時
中
立

六
月
上
旬
に
ロ
ン
ド
ン
を
発
し
た
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
宛
訓
令
は
、
三
ヶ
月
近
く
を
経

て
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
許
に
届
い
た
。
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
早
速
九
月
五
日
（
文
久
元

年
八
月
朔
日
）
南
北
戦
争
に
伴
う
英
国
の
中
立
宣
言
を
幕
府
に
通
告
し
た
）
64
（

。

我
政
府
の
令
に
随
ひ
、
現
今
米
里
堅
合
衆
国
之
内
に
起
り
し
戦
争
の
事
に
就
き
、

台
下
に
報
告
す
、
ハ
ー
レ
・
マ
エ
ス
テ
ィ
イ
ト
女
王
ハ
全
ブ
リ
タ
ニ
ヤ
国
民
に
、

彼
戦
争
の
間
ハ
厳
ニ
中
立
双
方
江
荷
担
せ

さ
る
を
云
ふ

を
守
る
可
き
を
命
し
、
左
の
制
禁
の
ケ
条

を
布
告
せ
り
①
〇
其
争
乱
に
就
て
ハ
何
事
た
る
と
も
荷
担
す
る
事
〇
士
官
兵
卒
或

ハ
水
夫
に
も
せ
よ
、
海
陸
の
差
別
な
く
、
何
如
様
の
勤
向
た
り
と
も
、
彼
此
の
論

な
く
、
両
不
和
国
の
内
へ
勤
を
為
す
事
〇
船
舶
を
艤
装
し
或
ハ
武
器
を
備
へ
、
両

不
和
国
彼
此
の
内
へ
軍
船
・
カ
ー
プ
ル
船
〔
私
掠
船
、kaper

〕
敵
国
の
物
を
掠
略　
　

す
る
為
め
用
る
船
を
云

或
は
運
送
船
の
用
に
供
す
る
事
〇
両
不
和
国
彼
此
の
内
に
て
、
其
須
要
の
為
め
正

し
く
定
め
た
る
鎖
閉
を
破
り
、
或
ハ
之
を
破
ら
ん
と
す
る
事
〇
士
官
・
兵
卒
・
書

札
・
武
器
・
軍
資
・
建
築
の
材
・
或
ハ
方
今
諸
人
民
の
間
に
て
戦
争
の
間
ハ
禁
し

た
る
品
、
又
ハ
禁
す
可
し
と
思
は
る
ゝ
品
を
、
彼
此
両
不
和
国
の
内
江
輸
送
す
る

事
〇
若
し
此
禁
条
を
犯
す
者
あ
ら
ハ
、
則
ち
罪
人
に
し
て
過
料
又
ハ
禁
錮
の
罰
を

下
す
べ
し

②
英
国
政
府
に
て
猶
厳
に
中
立
を
守
ら
ん
か
為
め
、
両
不
和
国
の
武
備
を
装
し
た

る
船
カ
ー
ペ
ル
船
を
合
一
王
国
即
ち
ブ
リ　

タ
ニ
ヤ
を
云
并
に
其
海
外
所
領
の
地
に
あ
る
諸
港
及

ひ
碇
泊
処
即
ち
河
海
の
内
へ
入
る
事
を
禁
し
た
り

③
又
我
政
府
よ
り
合
衆
国
在
留
ミ
ニ
ス
ト
ル
〔
ラ
イ
ア
ン
ズ
〕
へ
送
れ
る
信
据
す

可
き
公
書
あ
り
て
、
余
よ
り
台
下
に
告
知
す
可
き
旨
を
命
せ
ら
れ
た
り
、
然
れ
と

も
是
ハ
只
会
合
の
時
に
述
へ
し

右
の
第
一
段
落
①
は
、
五
月
の
中
立
宣
言
、
就
中
外
国
入
隊
法
の
規
定
を
述
べ
た
も

の
でFO

46/10/56

・57

に
当
り
、
第
二
段
落
②
は
六
月
の
外
務
省
公
文
、
私
掠
船

の
英
領
入
港
禁
止
を
述
べ
た
も
の
でFO

46/10/73

に
当
た
る
。
そ
し
て
、
③
最
後

に
老
中
と
の
対
話
に
お
い
て
中
立
宣
言
に
関
す
る
英
国
公
使
へ
の
公
文
（
写
）
の
内

容
を
告
知
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
訳
文
草
案
お
よ
び
評
議
稟
議
書
、
返
翰
案
が
史
料
編
纂
所
外
務
省
引
継
史
料

に
あ
る
）
65
（

。
箕
作
秋
坪
の
訳
に
な
り
、
修
飾
節
を
訳
し
上
げ
る
か
、
訳
し
下
げ
る
か
の

他
に
訳
語
選
定
な
ど
比
較
的
多
く
の
推
敲
が
施
さ
れ
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
内
容
や
概

念
に
理
解
し
づ
ら
い
部
分
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
反
映
し
て
か
、

外
国
奉
行
の
評
議
書
は
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
書
翰
を
受
け
と
め
た
あ
る
種
の
困
惑
が
語
ら

れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
返
翰
に
つ
い
て
も
大
き
な
改
変
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
以
下

に
示
す
。

外
国
奉
行
評
議

英
国
公
使
よ
り
亜
米
利
加
国
内
戦
争
之
儀
ニ
付
申
立
候
書
翰
被
成
御
下
、
熟
覧
勘

弁
仕
候
処
、
勘
弁
仕
候
処
同
国
於
て
は
、
右
戦
争
中
又
双
方
何
れ
之
方
江
も
荷
担

不
致
、
且
兵
卒
人
は
勿
論
、
軍
用
相
成
候
器
械
等
不
差
送
様
、
国
内
人
民
江
右

「
布
（
朱
書
）」

告
致
し
候
趣
ニ
有
之
、
①
一
体
此
度
戦
争
之
儀
は
合
衆
国
内
南
部
之
人
民

共
、
大
統
領
之
指
揮
命
令
に
服
従
不
致
候
よ
り
差
起
り
候
由
、
新
聞
紙
其
外
等
ニ

も
発
揮
と
掲
け
有
之
候
儀
ニ
候
得
は
、
其
南
北
於
て
②
戦
争
相
成
候
原
由
之
是
非

は
兎
も
角
、
条
約
取
結
候
上
は
、
其
国
平
安
之
為
メ
政
府
江
対
し
輔
助
之
品
「（
朱
書
）

所
」

置
有
之
可
然
筋
合
ニ
も
有
之
哉
ニ
被
存
候
処
、
③
英
国
公
使
申
立
之
趣
、
更
ニ
其

政
府
江
対
し
懇
親
之
訳
と
も
不
相
見
、
尤
右
は
同
国
限
り
子
細
有
之
候
訳
ニ
御
座

候
処
、
左
候
ハ
ヽ
白
「
自
（
朱
書
）」

己
国
中
江
触
れ
示
し
候
趣
等
、
別
段
此
方
江
申
立
候

訳
合
は
有
之
間
敷
、
其
是
参
考
仕
候
処
、
右
戦
争
之
儀
彼
我
御
懇
親
御
取
結
相
成

候
上
は
、
い
つ
れ
ニ
も
空
敷
傍
看
座
視
致
し
候
儀
ニ
も
無
之
、
聢
と
右
原
由
始
末

御
聞
糺
有
之
度
儀
之
処
、
④
英
国
公
使
よ
り
申
立
候
は
幸
之
儀
ニ
付
、
同
国
於
て

中
立
相
守
候
と
之
子
細
は
勿
論
、
同
国
於
て
戦
争
等
差
起
候
節
、
条
約
済
国
々
於
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て
取
扱
方
万
国
一
般
普
通
之
方
法
等
、
各
国
公
使
等
江
御
問
合
之
上
、
其
次
第
に

寄
、
何
と
か
御
所
置
無
之
候
而
は
、
条
約
御
取
結
相
成
候
国
柄
之
儀
ニ
付
、
後
来

如
何
様
御
不
都
合
之
儀
無
之
と
も
難
申
、
就
而
は
右
等
之
趣
、
早
々
各
国
公
使
江

御
談
判
被
為
在
、
御
聞
糺
御
座
候
様
仕
度
、
私
共
評
議
仕
、
此
段
申
上
候
、
以
上

　

酉
八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
国
御
用
立
合
役
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外

国

奉

行

〔
老
中
書
取
〕

書
面
之
趣
は
何
れ
も
之
内
罷
越
、
条
約
済
国
之
戦
争
差
起
候
節
、
万
国
普
通
之
取

扱
方
承
合
被
申
聞
候
様
可
被
致
候
事

｠

百
八
拾
弐
番

酉
八
月
十
三
日
大〔
久
世
広
周
〕

和
守
殿
江　

を
以
上
ル
、
即
日
下
ル
、
野〔
奥
右
筆
〕

々
邨
喜
八
郎
を
以
達

す
（
稟
議
部
分
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貌
利
太
泥
亜
格
外
全
権
ミ
ニ
ス
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

エ
キ
セ
ル
レ
ン
シ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ル
ー
セ
ル
ホ
ー
ル
ト
・
ア
ー
ル
コ
ッ
ク

貴
国
九
月
五
日
付
第
七
十
一
号
之
書
簡
落
手
、
今
般
亜
米
利
加
合
衆
国
領
内
ヘ
差

起
り
し
一
揆
之
儀
ニ
付
、
貴
国
ニ
は
何
方
ニ
も
荷
担
不
被
致
中
立
を
被
守
候
趣

を
、
其
女
王
殿
下
ゟ
触
書
之
大
意
被
申
越
委
細
「
致
（
加
筆
）」

承
知
候
、
〇
一
体
同
与
国

之
内
右
様
之
事
有
之
時
は
「
可（
加
筆
）

成
丈
」
其
政
府
を
輔
助
し
無
事
を
計
　

ら
る
　ゝ

「
る（
加
筆
）へ

き
」
こ
と
ゝ
被
存
「
居（
加
筆
）し

」
候
処
　

来
書
之
如
く
　

中
立
を
被
守
　

候
と
　

は

「
定（
加
筆
）て

」　同
与
の
甲
斐
無
之
様
ニ
候
得
共
、　
西
洋
各
国
之
風
習
も
　

如
右
も
の
に
候

哉
　「
可（
加
筆
）有之

と
被
存
候
間
」
此
段
承
置
度
所
難
心
得
存
候
「
承（
加
筆
）置

度
所
」、
尤
〇

右
ニ
付
其
国
政
府
よ
り
合
衆
国
在
留
ミ
ニ
ス
ト
ル
江
被
差
送
候
公
書
も
有
之
、
面

会
之
節
其
次
第
可
被
申
聞
旨
ニ
も
候
得
は
、
猶
「
い（
加
筆
）

さ
ゐ
は
」
其
節
を
期
し
　

て
委

細
可
承
候
得
共
　「
先（
加
筆
）ツ

」
返
書
旁
「
迄
（
加
筆
）」

此
段
申
入
候
、
拝
具
謹
言

　

年　

月　

日 
 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
両
名

ま
ず
外
国
奉
行
評
議
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
傍
線
①
に
つ
い
て
は
、『
官
板　

中
外

新
報
』
第
十
二
号
（
幕
府
が
コ
ピ
ー
し
て
出
版
し
た
寧
波
版Chinese and For-

eign Gazette

）
に
、「
黒
奴
」
を
め
ぐ
っ
て
北
人
と
南
人
が
対
立
し
、
林

Lincoln

が
「
不

喜
買
黒
奴
」
な
の
で
、「
南
人
欲
与
北
人
分
国
」
と
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
66
（

（「
新

聞
紙
其
外
等
ニ
も
発
揮
と
掲
け
」）。
恐
ら
く
こ
う
し
た
情
報
か
ら
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク

の
通
報
を
再
確
認
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ス
ワ
ー
ド
の
共
同
覚
書
提
案
を
受
け
取
っ

た
外
交
官
た
ち
は
、
リ
ン
カ
ー
ン
政
権
が
奴
隷
解
放
問
題
よ
り
も
内
戦
を
早
く
鎮
圧

す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
と
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
国
際
世
論
は
黒
人

奴
隷
売
買
の
禁
止
と
容
認
と
で
内
戦
が
勃
発
し
た
こ
と
に
着
目
し
て
い
た
と
理
解
し

う
る
。
幕
府
が
中
国
で
流
通
し
て
い
た
国
際
情
報
を
入
手
し
て
、
情
勢
判
断
の
材
料

に
使
っ
て
い
た
実
例
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

傍
線
②
か
ら
は
、
幕
府
の
外
交
ス
タ
ッ
フ
は
、
内
戦
の
原
因
は
と
も
か
く
も
、
修

好
条
約
の
締
結
関
係
が
あ
る
以
上
、
締
結
の
相
手
側
で
あ
る
正
統
政
府
を
支
援
す
る

と
い
う
の
が
筋
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
と
言
え
る
。
内
戦
の
交
戦
団
体
承
認
や
そ

の
後
の
政
府
樹
立
承
認
に
関
わ
る
議
論
は
国
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
、
大
き
く
正
統

主
義
（
法
秩
序
と
し
て
の
正
統
性
を
重
視
す
る
）
と
事
実
主
義
（
実
際
に
交
戦
団
体

と
し
て
実
体
を
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
重
視
す
る
）
と
に
分
か
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス

は
伝
統
的
に
後
者
を
採
っ
た
と
い
う
）
67
（

。
幕
府
ス
タ
ッ
フ
の
議
論
は
素
朴
・
自
然
に
正

統
主
義
に
た
っ
た
も
の
と
言
え
る
。

傍
線
③
に
つ
い
て
は
、
幕
府
の
発
想
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
中
立
宣
言
は
旧

来
か
ら
通
交
し
て
い
た
正
統
政
府
を
謂
わ
ば
相
対
化
す
る
利
敵
行
為
と
し
て
奇
異
に

映
っ
た
ら
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
外
国
奉
行
が
考
え
る
よ
う
に
、
中
立
宣
言
や
外
国
入

隊
法
の
徹
底
だ
け
で
あ
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
国
内
問
題
と
い
う
判
断
も
あ
り
得
る
。
し
か

し
、
戦
争
へ
の
対
応
を
明
示
し
な
い
と
南
北
両
軍
か
ら
の
介
入
行
為
に
対
応
で
き
な

い
危
惧
は
一
般
的
に
日
本
に
も
想
定
さ
れ
る
し
、
何
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
日

本
へ
の
軍
事
行
動
の
可
能
性
を
察
知
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
本
来
な
ら
そ
の

こ
と
自
体
を
通
告
し
、
対
応
を
勧
告
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
た
と
言
え
よ
う
。
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し
か
し
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
そ
の
こ
と
は
敢
え
て
回
避
し
た
の
で
あ
る
。

傍
線
④
は
、
逆
に
幕
府
の
側
か
ら
条
約
締
結
国
に
お
い
て
戦
争
が
起
こ
っ
た
時

の
、「
万
国
一
般
普
通
之
方
法
」
に
即
し
た
日
本
の
対
応
の
仕
方
を
踏
ま
え
て
お
く

べ
き
と
い
う
議
論
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
う
し
た
疑
問
を
オ
ー
ル
コ
ッ
ク

ら
に
談
判
し
よ
う
と
す
る
提
案
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
老
中
は
、
書
取
で
、
そ
う

し
た
国
際
法
（「
万
国
普
通
之
取
扱
」）
を
踏
ま
え
た
戦
争
時
の
対
応
を
問
合
せ
る
よ

う
に
命
じ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
そ
の
部
分
は
一
八
六
一
年
九
月
一
七
日

〔
文
久
元
年
八
月
十
三
日
〕
付
老
中
返
翰
に
は
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
ラ
イ
ア
ン
ズ

駐
米
公
使
の
情
報
も
含
め
実
際
ど
の
よ
う
な
扱
い
と
な
っ
た
か
は
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク

の
ラ
ッ
セ
ル
宛
復
命
に
見
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
八
月
一
五
日
付
で
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
リ
ン
カ
ー
ン

親
書
を
含
め
、
共
同
覚
書
の
撤
回
の
報
を
日
本
へ
伝
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
後
述
の

よ
う
に
、
こ
れ
が
日
本
に
到
着
し
た
と
き
に
は
別
の
動
き
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
軍

事
行
動
へ
の
警
戒
自
体
が
過
去
の
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

二
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
復
命

老
中
か
ら
返
翰
を
受
け
取
っ
た
九
月
一
七
日
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
直
ち
に
本
国
へ

次
の
よ
う
に
復
命
し
た
）
68
（

。

合
衆
国
の
東
洋
に
お
け
る
通
例
の
政
策
や
行
動
を
見
る
に
、
最
終
的
に
強
権
手
段

の
採
用
に
至
る
行
動
方
針
に
加
わ
る
べ
し
と
い
う
合
衆
国
の
提
案
は
、
い
ず
れ
に

せ
よ
と
て
も
疑
わ
し
い
条
件
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
、 

ス
ワ
ー
ド
長
官
の
提
案
自

体
が
き
っ
と
貴
卿
の
考
え
に
も
示
唆
し
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
中
国
や
日
本
の
沿

海
で
自
分
た
ち
自
身
の
利
害
を
守
る
た
め
の
ま
と
も
な
軍
事
力
を
合
衆
国
は
全
く

保
持
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
必
要
な
場
合
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
単
独
負
担
に
よ
る
、

国
際
法
上
の
権
利
を
尊
重
さ
せ
る
た
め
の
、
イ
ギ
リ
ス
配
下
の
強
大
な
手
段
を
伴

う
周
知
の
用
心
や
警
戒
を
あ
か
ら
さ
ま
に
あ
て
に
し
て
、
合
衆
国
は
こ
れ
ま
で
行

動
の
全
負
担
と
責
任
を
わ
れ
わ
れ
に
放
っ
た
ま
ま
で
き
た
。
そ
の
結
果
、
合
衆
国

は
す
べ
て
の
利
益
を
代
価
無
し
で
獲
得
し
て
き
て
い
る
。

私
は
、
も
し
日
本
で
連
合
し
た
行
動
に
参
加
し
た
と
し
て
も
、
結
果
は
大
し
て
変

わ
ら
な
い
と
思
う
。
利
益
な
く
、
多
大
な
面
倒
が
伴
う
だ
け
と
思
わ
れ
る
同
盟
に

巻
き
こ
ま
れ
る
に
違
い
な
い
。
日
本
で
は
、
私
は
特
に
、
わ
れ
わ
れ
の
側
に
行
動

の
完
全
な
自
由
を
保
持
す
る
、
そ
し
て
、
他
の
条
約
締
結
国
が
そ
う
す
る
の
が
い

い
あ
る
い
は
な
に
も
し
な
い
の
が
い
い
と
思
う
と
し
て
も
、
何
事
に
も
揺
ら
が
ず

に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
政
策
を
決
定
す
る
権
利
を
保
持
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
信
じ

て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
少
な
く
と
も
、
わ
れ
わ
れ
が
上
手
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
な
い
人
び
と
の
行
動
に
よ
っ
て
、
妥
協
さ
せ
ら
れ
た
り
危
う
く
さ
せ
ら
れ
た

り
す
る
責
任
、
大
災
難
を
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ス
ワ
ー
ド
氏
は
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
氏
殺
人
事
件
の
結
果
賠
償
請
求
を
行
う
こ
と
に

つ
い
て
自
分
た
ち
の
行
動
の
自
由
を
留
保
す
る
と
明
言
し
て
い
る
。
思
う
に
、
ハ

リ
ス
氏
の
や
り
方
は
そ
う
し
た
や
り
方
を
困
難
に
し
、
今
や
疑
わ
し
い
方
便
と
し

た
と
私
は
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
一
般
的
な
政
策
と
外
交
行

為
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
人
と
一
緒
に
さ
れ
る
な
ら
、
あ
れ
こ
れ
の
事
案
で
ア
メ
リ

カ
の
や
り
方
と
は
別
に
無
関
係
の
立
場
に
い
る
と
、
日
本
人
の
頭
の
中
に
印
象
づ

け
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
ろ
う
。

江
戸
開
市
に
関
し
て
は
、
合
衆
国
政
府
は
、
駐
日
外
交
代
表
部
の
宣
言
し
た
意
見

に
反
し
て
、
日
本
政
府
に
は
現
実
に
生
命
を
守
り
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
氏
を
苦
し
め

た
連
中
に
よ
る
よ
う
な
攻
撃
を
防
ぐ
能
力
が
し
っ
か
り
あ
る
と
主
張
す
る
つ
も
り

で
、
こ
れ
に
基
づ
き
江
戸
開
市
を
延
期
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
を
根
拠
づ
け

て
い
る
。

自
分
た
ち
が
い
ま
だ
被
っ
た
こ
と
の
な
い
そ
の
完
全
な
防
禦
を
提
供
す
る
は
ず
の

現
実
の
日
本
政
府
の
権
力
を
、
ア
メ
リ
カ
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
如
何
に
疑
わ

し
い
と
私
が
お
も
っ
て
い
る
か
を
、
女
王
陛
下
の
政
府
に
示
唆
す
る
も
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
本
国
に
お
い
て
も
極
東
に
お
い
て
も
、
自
分
た
ち
の
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力
に
便
乗
し
て
ア
メ
リ
カ
は
利
を
得
て
い
る
と
い
う
共
通
認
識
が
基
底
に
あ
り
、
ス

ワ
ー
ド
の
共
同
覚
書
提
案
も
そ
の
延
長
で
受
け
と
め
て
、
こ
れ
に
は
参
加
し
な
い
、

と
い
う
の
が
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
判
断
だ
っ
た
。
し
か
も
、
共
同
軍
事
行
動
の
内
容
自

体
も
イ
ギ
リ
ス
が
主
体
的
に
動
く
余
地
は
な
い
と
み
な
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
既

に
み
た
よ
う
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
駐
在
公
使
も
ロ
ン
ド
ン
も
同
様
の
考
え
方
で
あ
っ

た
。オ

ー
ル
コ
ッ
ク
の
独
自
の
観
測
は
、
ア
メ
リ
カ
本
国
が
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
賠
償
請
求

に
積
極
的
で
あ
り
、
ハ
リ
ス
と
対
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
条
約
締
結
国

全
体
と
し
て
は
こ
う
し
た
殺
傷
事
件
に
は
幕
府
に
賠
償
請
求
す
る
と
い
う
方
向
性
で

合
意
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

江
戸
開
市
期
限
に
つ
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
本
国
が
考
え
て
い
る
ほ
ど
幕
府
は
強
力

で
は
な
く
、
開
市
延
期
を
拒
否
し
て
い
る
前
提
認
識
が
疑
わ
し
い
、
と
い
う
の
が（
リ

ン
カ
ー
ン
親
書
を
知
る
以
前
の
）
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
親
書

（FO
262/23/100

一
八
六
一
年
八
月
三
一
日
付
同
人
宛
公
文
付
属
書
類
所
収
）
を

知
る
の
が
約
二
ヶ
月
余
後（
文
久
元
年
十
月
中
旬
）と
す
る
と
、
ハ
リ
ス
の
リ
ン
カ
ー

ン
親
書
捧
呈
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
六
二（
文
久
二
）年
に
な
り
オ
ー

ル
コ
ッ
ク
の
対
日
基
本
政
策
は
、
江
戸
開
市
延
期
交
渉
の
前
提
と
し
て
東
禅
寺
事
件

の
賠
償
問
題
を
掲
げ
、
更
に
幕
府
の
置
か
れ
た
窮
状
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
も
の

に
な
る
）
69
（

と
い
わ
れ
る
。
そ
の
対
日
交
渉
の
原
型
を
開
港
開
市
延
期
と
賠
償
問
題
の
懸

引
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
共
同
覚
書
案
と
中
立
宣
言
を
念
頭
に
老
中
と
対
話

し
た
、
六
一
年
九
月
時
点
で
形
成
さ
れ
て
く
る
。

三
、
リ
ン
カ
ー
ン
親
書
捧
呈

ア
メ
リ
カ
弁
理
公
使
ハ
リ
ス
は
、
一
一
月
二
三
日
（
文
久
元
年
十
月
二
十
一
日
）、

同
大
統
領
リ
ン
カ
ー
ン
親
書
（
八
月
一
日
付
）
と
ス
ワ
ー
ド
訓
令
の
受
領
を
返
信
し

た
）
70
（

。
こ
の
中
で
ハ
リ
ス
は
親
書
に
お
い
て
自
分
の
意
見
が
取
入
れ
ら
れ
て
、
国
務
長

官
ス
ワ
ー
ド
の
共
同
覚
書
提
案
の
方
針
が
撤
回
さ
れ
、
改
め
て
各
国
公
使
と
の
協
調

の
上
に
対
日
行
動
を
と
る
訓
令
を
了
解
し
た
と
し
、
そ
の
上
で
開
市
延
期
は
賠
償
抜

き
で
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
具
体
的
な
形
態
と
し
て
①
殺
人
犯
の
逮
捕

と
処
罰
、
②
国
旗
へ
の
敬
礼
、
③
賠
償
金
の
支
払
い
を
掲
げ
た
。
そ
し
て
是
迄
の
経

緯
か
ら
①
は
困
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
幕
府
も
努
力
し
て
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
本
人

に
過
失
も
あ
る
、
②
国
旗
へ
の
礼
砲
と
い
っ
て
も
、
現
実
に
そ
れ
を
行
う
米
国
軍
艦

は
い
な
い
の
で
、
表
敬
の
あ
り
方
と
し
て
は
芳
し
く
な
い
、
③
賠
償
金
は
ヒ
ュ
ー
ス

ケ
ン
の
血
を
売
る
こ
と
に
な
る
し
、
条
約
条
項
の
延
期
に
際
し
て
〔
金
銭
で
条
約
未

履
行
を
認
め
る
〕
先
例
と
な
る
、
と
指
摘
し
、
賠
償
を
絡
ま
せ
な
い
と
す
る
自
説
の

優
位
性
を
逆
に
示
唆
す
る
こ
と
で
ス
ワ
ー
ド
に
釘
を
指
し
た
格
好
に
な
っ
た
。
そ
し

て
既
に
日
程
の
決
ま
っ
て
い
た
一
一
月
二
六
日
の
外
国
掛
老
中
久
世
・
安
藤
と
の
対

話
の
席
に
お
い
て
、
老
中
に
対
し
て
、
米
国
大
統
領
リ
ン
カ
ー
ン
親
書
を
将
軍
に
捧

呈
す
る
謁
見
を
要
求
し
た
）
71
（

。
そ
の
場
で
ハ
リ
ス
は
開
港
開
市
交
渉
の
権
限
を
大
統
領

か
ら
受
け
た
旨
最
初
に
宣
言
す
る
と
共
に
、
厳
命
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ス
ケ

ン
賠
償
問
題
の
解
決
が
す
べ
て
の
交
渉
の
前
提
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
た
。
そ
の
賠

償
問
題
の
解
決
の
最
良
の
も
の
は
、
犯
人
の
逮
捕
と
処
罰
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え

た
。
更
に
老
中
た
ち
に
次
の
よ
う
に
そ
の
困
難
を
告
白
さ
せ
、
実
質
賠
償
金
を
引
き

出
さ
せ
た
。

〔
老
中
〕
こ
れ
ら
の
犯
人
は
逮
捕
さ
れ
、
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
一
ヶ
月
後
か
、
あ
る
い
は
一
年
後
か
に
実
行
さ
れ
る
か
は
、
予
想
を
超
え

る
も
の
で
あ
る
。
殺
人
犯
の
逮
捕
を
請
け
合
う
た
め
に
幕
府
が
ど
ん
な
こ
と
を

や
っ
て
き
た
か
（
中
略
）。
更
に
、
大
老
の
例
で
は
、
同
人
の
暗
殺
者
を
捕
ま
え

ら
れ
な
い
で
い
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
不
首
尾
が
例
外
で
は
な
い
こ
と

の
証
拠
で
あ
る
。
犯
人
を
処
罰
ま
で
至
ら
し
め
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
努
力
が
不

足
し
て
い
た
は
ず
が
な
い
と
保
証
す
る
が
、
こ
の
保
証
で
は
十
分
で
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
貴
下
が
更
に
求
め
る
こ
と
を
自
分
に
述
べ
て
欲
し
い
と
思
う
。

〔
ハ
リ
ス
〕
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
は
寡
婦
で
あ
る
母
の
一
人
息
子
で
あ
り
、
同
人
が
死

ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
彼
女
は
一
人
で
生
活
を
支
え
る
術
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
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そ
れ
故
、
日
本
側
が
彼
女
が
生
活
を
支
え
て
い
く
に
十
分
な
金
額
を
彼
女
に
支
払

う
こ
と
を
提
案
す
る
。（
中
略
）

老
中
は
私
に
対
し
て
、
総
額
一
万
ド
ル
の
支
払
い
を
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
夫
人
の
た
め

に
行
う
こ
と
に
同
意
し
た
。

こ
う
し
た
下
交
渉
の
あ
と
で
、
翌
二
七
日
（
文
久
元
年
十
月
二
十
五
日
）
捧
呈
を

求
め
る
書
翰
を
認
め
た
。
そ
の
際
ス
ワ
ー
ド
の
老
中
宛
返
翰
（
オ
ラ
ン
ダ
）
訳
文
も

同
封
さ
れ
て
い
た
）
72
（

。
実
際
に
将
軍
謁
見
が
行
わ
れ
る
の
は
、
一
二
月
六
日
（
文
久
元

年
十
一
月
五
日
）
で
あ
る
。
同
封
さ
れ
た
ス
ワ
ー
ド
返
翰
の
趣
旨
は
次
の
通
り
で
あ

る
。此

事
件〔
開
市
延
期
）は
益
々
難
事
た
り
、
其
故
は
我
か
使
臣
館
の
書
記
官
ヒ
ュ
ー

ス
ケ
ン
君
殺
害
に
罹
り
し
に
未
だ
其
罪
を
正
す
こ
と
な
く
、
亦
其
事
に
就
て
落
意

す
べ
き
廉
も
あ
ら
さ
れ
バ
な
り
◯
世
上
親
睦
の
基
は
其
両
国
の
交
際
を
処
置
す
へ

き
任
あ
る
人
を
安
全
な
ら
し
む
る
に
在
る
こ
と
は
、
台
下
の
明
に
知
る
所
な
り
◯

我
政
府
（
中
略
）
今
日
本
に
差
遣
せ
る
使
臣
等
を
ハ
日
本
政
府
に
て
保
護
す
へ
き

様
に
要
求
せ
ざ
る
を
得
ず
◯
余
は
西
洋
諸
国
も
尽
く
右
同
様
の
意
あ
る
こ
と
を
知

れ
り

ま
ず
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
殺
害
に
つ
い
て
未
だ
に
其
罪
を
問
わ
な
い
ま
ま
に
放
置
さ

れ
、
外
交
官
の
安
全
と
い
う
自
明
を
考
え
れ
ば
、
幕
府
は
外
交
官
を
保
護
す
る
義
務

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
西
洋
諸
国
の
共
通
理
解
で
あ
る
。「〔
米
日
の
交
際
を
〕
両
国

の
幸
福
の
基
源
な
ら
し
む
べ
き
様
」
ハ
リ
ス
と
商
議
さ
れ
た
い
、
と
い
う
。
先
に
紹

介
し
た
ハ
リ
ス
宛
訓
令
と
比
較
す
れ
ば
、
江
戸
開
市
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
言

及
す
る
こ
と
な
く
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
事
件
の
対
応
と
外
交
官
保
護
の
解
決
が
交

渉
の
出
発
点
で
あ
る
こ
と
の
み
を
強
調
し
て
い
る
。
形
式
的
に
は
、
こ
れ
が
開
港
開

市
交
渉
を
求
め
た
将
軍
書
翰
を
補
足
し
た
老
中
書
翰
へ
の
回
答
で
あ
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
ハ
リ
ス
の
思
い
と
は
別
に
、
将
軍
書
翰
に
対
し
て
は
、（
交
渉
術
的
に
は
）

ア
メ
リ
カ
側
が
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
賠
償
問
題
を
交
渉
の
土
台
に
載
せ
や
す
い
論
理
と

な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
老
中
は
賠
償
金
支
払
が
幕
府
の
犯
人
処
罰
の

義
務
を
免
除
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
約
束
さ
せ
ら
れ
た
）
73
（

。

か
く
し
て
老
中
は
一
一
月
二
六
日
の
ハ
リ
ス
と
の
対
話
と
ス
ワ
ー
ド
返
翰
か
ら

ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
賠
償
問
題
に
備
え
る
べ
き
と
の
判
断
を
し
、
同
月
三
〇
日
（
文
久
元

年
十
月
二
十
八
日
）
外
国
奉
行
と
勘
定
奉
行
に
「
下
田
以
来
久
々
滞
留
通
弁
其
外
骨

折
」
手
当
と
し
て
四
〇
〇
〇
ド
ル
、
お
よ
び
老
母
扶
助
費
と
し
て
六
〇
〇
〇
ド
ル
、

合
わ
せ
て
一
万
ド
ル
の
支
払
を
命
じ
る
書
取
を
出
し
た
）
74
（

こ
と
も
注
目
し
て
お
き
た

い
。
こ
れ
は
、
公
使
館
建
設
同
意
を
渋
る
オ
ラ
ン
ダ
総
領
事
に
対
し
て
、
賠
償
を
全

面
に
立
て
ず
、
実
質
的
に
遺
族
扶
助
料
と
い
う
形
で
合
意
す
る
こ
と
で
、
総
領
事
か

ら
妥
協
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
前
例
）
75
（

に
、
幕
府
が
倣
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
本
国
の
判
断
は
、
そ
れ
ま
で
の
ハ
リ
ス
の
対
幕
府
方
針
（
賠

償
を
求
め
な
い
し
、
開
港
開
市
交
渉
を
受
け
容
れ
る
）
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
直
前
か
ら
ハ
リ
ス
は
、
退
任
を
ほ
の
め
か
し
て
い
た
。
久
世
と
脇
坂
は
一
二
月

五
日
（
謁
見
の
前
日
）
ス
ワ
ー
ド
に
書
翰
を
寄
せ
、
ハ
リ
ス
の
留
任
を
要
請
し
た
）
76
（

。

し
か
し
な
が
ら
ハ
リ
ス
は
ス
ワ
ー
ド
の
訓
令
を
受
け
た
時
点
で
、
自
己
の
対
日
方
針

が
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
明
確
に
自
覚
し
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
一
一
月
二
七
日
の
時
点
で
ハ
リ
ス
は
、
開
市
開
港
延
期
交
渉
の
権
限
が
本

国
か
ら
信
任
さ
れ
た
こ
と
と
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
賠
償
金
が
一
万
ド
ル
支
払
わ
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
打
診
す
べ
く
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
、
ベ
ル
ク
ー
ル
、
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
ら
に

通
牒
を
発
し
た
。
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
直
ち
に
返
信
し
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
の
で
、

同
僚
の
在
日
外
交
団
の
反
応
、
本
国
の
訓
令
、
外
国
掛
老
中
と
の
交
渉
な
ど
を
踏
ま

え
る
ま
で
は
本
格
的
に
立
ち
入
ら
な
い
、
と
い
う
立
場
を
述
べ
、
ベ
ル
ク
ー
ル
は
関

係
諸
国
が
協
調
し
て
対
応
で
き
れ
ば
喜
ば
し
い
、
と
い
う
一
般
的
な
返
答
に
留
ま
っ

た
）
77
（

。
ハ
リ
ス
は
こ
れ
ら
を
総
括
し
て
「〔
各
国
は
〕
本
国
の
指
示
待
ち
」
と
評
価
し

た
が
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
ス
ワ
ー
ド
共
同
覚
書
案
と
リ
ン
カ
ー
ン
親
書
・
老
中
宛
ス

ワ
ー
ド
書
翰
（
ロ
ン
ド
ン
経
由
で
既
着
）
に
つ
い
て
は
少
な
く
も
了
解
し
て
い
た
）
78
（

の

で
、
ア
メ
リ
カ
の
方
針
転
換
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
一
方
的
に
実
力
行
使

に
傾
い
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
こ
れ
ま
た
一
方
的
な
方
針
転
換
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
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は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、「
兵
庫
お
よ
ひ
新
潟
の
港
を
開
き
、
ま
た
江
戸
・
大
坂
の
市
町
に
て

外
国
の
人
も
の
商
ふ
業
を
営
む
へ
き
条
は
…
…
暫
く
開
く
へ
き
期
を
延
む
と
す
」
と

い
う
リ
ン
カ
ー
ン
宛
将
軍
書
翰
は
、
実
質
的
に
は
「
現
在
の
条
約
の
如
何
な
る
条
項

の
〔
発
効
〕
延
期
に
貴
下
は
同
意
し
て
は
な
ら
な
い
…
…
合
衆
国
の
外
交
業
務
中
の

ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
氏
暗
殺
と
い
う
、
重
大
な
刑
事
事
件
に
対
す
る
賠
償
金
が
際
立
っ
た

か
た
ち
で
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
」
と
い
う
ス
ワ
ー
ド
訓
令
を
う
け
た
ハ
リ

ス
が
、
国
交
の
前
提
と
し
て
外
交
官
の
保
護
義
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た
幕
府
に
賠
償

を
請
求
し
、
幕
府
が
こ
れ
を
受
諾
す
る
こ
と
で
一
応
結
末
を
み
た
。
そ
の
過
程
で
、

ス
ワ
ー
ド
の
共
同
覚
書
提
案
と
、
そ
れ
を
撤
回
し
た
リ
ン
カ
ー
ン
親
書
と
い
う
、
南

北
戦
争
の
展
開
が
必
然
と
し
た
二
回
の
転
回
点
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
転
回
は
、
開

港
開
市
延
期
を
企
図
し
た
将
軍
書
翰
と
そ
れ
に
対
す
る
大
統
領
親
書
）
79
（

と
い
う
外
交
過

程
が
、
南
北
戦
争
勃
発
と
そ
の
国
際
的
展
開
（
中
立
宣
言
）
と
い
う
国
際
政
治
の
中

で
生
じ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
に
つ
い
て
み
る
と
、
九
月
初
め
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
親
書
の
情

報
入
手
以
降
、
ア
メ
リ
カ
が
賠
償
請
求
の
方
向
へ
動
い
た
の
で
、
二
船
長
に
つ
い
て

の
賠
償
請
求
へ
と
動
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
で
は
一
一
月
九
日

に
漸
く
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
を
め
ぐ
る
各
国
の
や
り
取
り
を
纏
め
て
総
領
事
に

送
っ
た
（
一
二
月
二
四
日
披
見
）
80
（

）。
そ
の
う
ち
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、

〔
八
月
八
日
付
東
イ
ン
ド
総
督
宛
植
民
大
臣
公
文
の
趣
旨
に
従
っ
て
〕
フ
ォ
ス
、

デ
ッ
カ
ー
両
船
長
と
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
氏
に
対
す
る
死
亡
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
賠
償
に
つ
い
て
の
交
渉
が
未
決
着
の
ま
ま
で
あ
り
、
貴
下
は
、
可
能
な
限
り

他
国
の
代
表
部
と
協
調
し
た
連
絡
を
拡
げ
る
。
と
も
か
く
も
そ
う
し
た
〔
協
調
と

い
う
〕
こ
と
が
貴
下
の
仲
介
に
障
碍
と
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
貴
下
に
と
っ

て
そ
の
〔
賠
償
と
い
う
〕
目
的
の
た
め
に
な
る
。

と
指
令
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
は
再
び
二
船
長
へ
の
賠
償
額
均
霑
の

獲
得
に
成
功
し
、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
東
禅
寺
事
件
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
旗
番
事
件
で
も

相
次
い
で
賠
償
が
支
払
わ
れ
る
）
81
（

。
文
久
元
年
の
将
軍
書
翰
は
リ
ン
カ
ー
ン
親
書
を
経

て
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
賠
償
を
も
っ
て
、
外
国
人
殺
傷
に
対
し
て
幕
府
が
賠
償
に
応
じ

る
こ
と
で
決
着
し
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
両
都
両
港
開
市
開
港
延
期

の
交
渉
成
立
の
前
提
が
成
立
し
た
（
イ
ギ
リ
ス
と
の
協
定
締
結
は
、
文
久
二
年
五
月

二
日
、
一
八
六
二
年
五
月
三
〇
日
）。
巨
視
的
に
み
れ
ば
、
南
北
戦
争
に
よ
る
国
際

政
治
の
変
動
は
、
対
日
軍
事
行
動
圧
力
か
ら
賠
償
を
選
択
肢
と
し
た
条
約
遵
守
確
約

へ
と
、
リ
ン
カ
ー
ン
政
権
の
日
本
に
対
す
る
交
渉
姿
勢
が
変
化
す
る
こ
と
を
生
み
出

し
た
。
し
か
し
そ
の
変
化
は
、
幕
府
が
当
初
外
交
交
渉
に
臨
ん
で
賠
償
は
慮
外
と
し

て
い
た
の
に
対
し
、
条
約
変
更
に
対
す
る
代
償
と
し
て
賠
償
を
受
諾
す
る
の
を
余
儀

な
く
さ
せ
、
そ
う
し
た
賠
償
が
い
わ
ば
定
着
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
よ
り
厳
し
い
条

件
で
の
外
交
交
渉
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
）
82
（

。

お
わ
り
に

プ
ロ
シ
ャ
と
の
条
約
締
結
と
絡
ま
る
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
（
一
八
六
一
年
一
月
、

万
延
元
年
十
二
月
）
は
、
同
条
約
締
結
が
攘
夷
派
の
幕
府
攻
撃
の
口
実
と
な
り
結
果

と
し
て
孝
明
天
皇
の
反
発
を
招
い
た
の
で
、
幕
府
は
同
条
約
締
結
の
便
法
の
一
つ
で

あ
っ
た
江
戸
な
ど
の
開
市
開
港
延
期
を
他
の
条
約
締
結
国
に
働
き
か
け
る
た
め
、
将

軍
書
翰
を
各
国
に
送
付
し
た
。
一
方
で
外
交
官
暗
殺
と
い
う
事
態
を
め
ぐ
っ
て
は
駐

日
外
交
団
の
合
意
は
形
成
で
き
ず
、
当
該
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
出
方
は
オ
ラ
ン
ダ

な
ど
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
は
南
北
戦
争
勃
発
に
よ
る

国
際
政
治
の
中
に
こ
の
問
題
を
投
げ
込
み
、
日
本
に
対
す
る
各
国
連
合
の
海
軍
力
行

使
を
提
案
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
南
北
戦
争
の
動
向
を
各
国
が
ど
の
よ
う
に
判
断
す

る
か
と
い
う
問
題
に
直
結
し
、
南
部
優
勢
下
で
各
国
は
反
応
で
き
な
い
ま
ま
、
ア
メ

リ
カ
自
体
が
こ
の
提
案
を
撤
回
す
る
と
こ
ろ
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
た
。
大
統
領
親
書

と
国
務
長
官
訓
令
は
、
江
戸
開
市
交
渉
の
前
提
に
賠
償
（
と
犯
人
処
罰
）
を
求
め
る

も
の
と
な
り
、
こ
れ
を
容
れ
た
幕
府
は
、
以
後
外
国
人
殺
傷
事
件
が
起
こ
る
と
賠
償
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問
題
を
抱
え
る
外
交
が
常
態
化
し
、
戦
争
の
危
機
を
迎
え
る
と
い
う
負
の
ス
パ
イ
ラ

ル
に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
南
北
戦
争
勃
発
に
伴
な
い
環
大
西
洋
情
勢
と
東
ア
ジ
ア
の
政
治
・

外
交
と
が
相
互
に
関
わ
る
時
代
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
五
八
年
か
ら
ス

ペ
イ
ン
と
と
も
に
ベ
ト
ナ
ム
に
干
渉
を
断
続
的
に
繰
り
返
し
て
い
た
。
六
一
年
後
半

か
ら
一
気
に
攻
勢
を
か
け
た
）
83
（

。
同
時
期
に
フ
ラ
ン
ス
は
綿
花
収
穫
の
秋
を
控
え
南
北

停
戦
を
画
策
し
、
メ
キ
シ
コ
外
債
超
過
の
処
理
を
イ
ギ
リ
ス
・
ス
ペ
イ
ン
と
相
談
し

て
、
同
じ
債
権
を
抱
え
る
ア
メ
リ
カ
に
メ
キ
シ
コ
干
渉
へ
の
同
調
を
働
き
か
け
た
。

し
か
し
同
調
せ
ず
）
84
（

、
欧
州
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
干
渉
に
与
し
な
い
筋
を
通
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
後
こ
の
三
カ
国
は
六
一
年
末
か
ら
負
債
返
済
を
口
実
に
メ
キ
シ
コ
に
軍
隊

を
派
遣
し
た
。
メ
キ
シ
コ
政
府
の
返
済
計
画
を
了
承
し
た
イ
ギ
リ
ス
と
ス
ペ
イ
ン
は

年
明
け
早
々
に
撤
兵
す
る
。

ス
ペ
イ
ン
は
ベ
ト
ナ
ム
侵
攻
か
ら
も
得
る
と
こ
ろ
が
な
く
疲
弊
し
て
い
た
。
こ
の

メ
キ
シ
コ
干
渉
で
、
ス
ペ
イ
ン
は
大
西
洋
と
太
平
洋
の
戦
線
を
抱
え
た
。
そ
の
た
め
、

同
年
一
〇
月
に
幕
府
に
条
約
締
結
の
意
向
を
示
す
が
実
行
で
き
な
か
っ
た
。

一
方
残
留
し
た
フ
ラ
ン
ス
軍
は
六
二
年
五
月
に
は
メ
キ
シ
コ
側
か
ら
猛
反
撃
を
受

け
、
援
軍
を
欲
し
て
い
た
。
同
年
六
月
の
サ
イ
ゴ
ン
条
約
が
フ
ラ
ン
ス
に
余
力
を
与

え
、
六
三
年
フ
ラ
ン
ス
は
メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
を
占
領
し
、
傀
儡
政
権
を
樹
立
す
る
。

環
大
西
洋
に
お
け
る
南
北
戦
争
は
、
メ
キ
シ
コ
干
渉
戦
争
と
の
複
合
戦
と
い
う
性
格

を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

ス
ワ
ー
ド
外
交
（
一
八
六
九
年
迄
国
務
長
官
）
は
南
北
戦
争
と
そ
の
後
ア
メ
リ
カ

外
交
が
モ
ン
ロ
ー
主
義
に
み
ら
れ
る
拡
張
主
義
を
広
く
太
平
洋
へ
展
開
す
る
こ
と
を

基
礎
づ
け
た
と
さ
れ
る
）
85
（

。
フ
ラ
ン
ス
に
メ
キ
シ
コ
干
渉
戦
争
か
ら
手
を
引
か
せ
、
カ

リ
ブ
海
に
強
い
影
響
力
を
持
ち
な
が
ら
、
ロ
シ
ア
と
交
渉
し
て
ア
ラ
ス
カ
を
購
入
し

た
。
以
後
、
ハ
ワ
イ
を
併
合
し
、
米
西
戦
争
で
キ
ュ
ー
バ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
支
配
下

に
収
め
る
ま
で
、
米
国
の
太
平
洋
拡
張
主
義
は
彼
に
起
源
を
も
つ
と
い
う
。
そ
の
端

緒
が
日
本
へ
の
海
軍
力
示
威
工
作
と
賠
償
請
求
に
現
れ
て
い
た
事
実
を
前
提
に
、
文

久
期
幕
府
外
交
の
展
開
（
対
外
戦
の
危
機
）
を
再
評
価
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

本
稿
成
稿
に
あ
た
っ
て
、
シ
ャ
ム
・
英
関
係
に
つ
い
て
、
共
同
研
究
者
の
小
泉
順
子

氏
か
ら
多
く
の
ご
教
示
を
え
た
。
ま
た
、
京
都
大
学
地
域
研
究
科
図
書
室
に
は

FO
69

の
閲
覧
に
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
。
本
共
同
研
究
の
他
、
科
学
研
究
費

補
助
金
基
盤
研
究
Ｓ
「
マ
ル
チ
ア
ー
カ
イ
ヴ
ァ
ル
的
手
法
に
よ
る
在
外
日
本
関
係
史

料
の
調
査
と
研
究
資
源
化
の
研
究
」
お
よ
び
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ａ
「
在

外
日
本
関
係
史
料
の
調
査
と
貴
重
史
料
の
研
究
資
源
化
に
よ
る
維
新
史
料
研
究
国
際

ハ
ブ
拠
点
の
形
成
」（
と
も
に
保
谷
徹
研
究
代
表
者
）、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
「
維
新
史
料
研
究
の
国
際
ハ
ブ
拠
点
形
成
」
の
関
係
者
に
支
援
し
て
い
た

だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

略
号
一
覧
（
順
不
同
）

N
L-H

aN
A

　

オ
ラ
ン
ダ
国
立
公
文
書
館
（
ハ
ー
グ
館
）
所
蔵
史
料

N
A
RA

　

米
国
国
立
公
文
書
館

RG59　

米
国
国
立
公
文
書
館
記
録
群
、
国
務
省
文
書

FRU
S　

Foreign Relations of the U
nited States

T
N
A

　

英
国
国
立
公
文
書
館

FO
46　

英
国
国
立
公
文
書
館
蔵
外
務
省
本
省
文
書
（
日
本
）

FO
69　

英
国
国
立
公
文
書
館
蔵
外
務
省
本
省
文
書
（
シ
ャ
ム
）

FO
262　

英
国
国
立
公
文
書
館
蔵
外
務
省
在
外
公
館
文
書
（
日
本
）

BPP　

英
国
議
会
文
書

BGK
M

　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
文
書　

幕
末
外
国
関
係
文
書
』

H
IM

F　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
在
外
日
本
関
係
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

JJN
I5　

日
蘭
学
会
会
誌
（
欧
文
版
）、vol. 5
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（
1
）　

延
期
提
議
が
外
交
課
題
を
超
え
て
政
治
課
題
と
位
置
付
け
ら
れ
た
の
は
、
延
期
実
現
が
皇
妹

和
宮
の
将
軍
家
茂
と
の
婚
儀
実
現
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
状
以

上
の
対
外
関
係
の
拡
大
を
行
わ
な
い
こ
と
が
、
朝
廷
側
の
「
和
宮
婚
儀
」
容
認
の
必
要
条
件
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
幕
府
に
と
っ
て
延
期
実
現
は
、
通
商
上
・
治
安
上
の
必
要
と
と
も
に
、
将

軍
体
制
の
政
治
的
安
定
の
根
幹
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。　

（
2
）　

福
岡
万
里
子
『
プ
ロ
イ
セ
ン
東
ア
ジ
ア
遠
征
と
幕
末
外
交
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三

年
）、
第
四
章
。
研
究
史
上
の
諸
文
献
は
同
書
、
一
八
三
頁
以
下
参
照
。　

（
3
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『
大
日
本
古
文
書　

幕
末
外
国
関
係
文
書
』
巻
之
五
十
二
、
第
四
一

号
。
以
下BGK

M
52-41

と
略
す
。

（
4
）　

開
市
開
港
延
期
提
議
に
つ
い
て
の
在
日
外
交
団
の
動
向
は
、
石
井
孝
『
増
訂
明
治
維
新
の
国

際
的
環
境
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）、
第
一
章
第
一
節
〜
第
六
節
が
詳
し
い
。
特
に
断

ら
な
い
か
ぎ
り
、
同
書
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
は
一
々
註
記
し
な
い
。

（
5
）　

横
山
伊
徳
「
調
査
研
究
活
動
報
告　

米
国
国
立
公
文
書
館
所
蔵
万
延
元
年
遣
米
使
節
関
係
文

書
に
つ
い
て
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
報
告
』
第
二
二
八
集
（
二
〇
二
一
年
）、

一
六
七
―
一
八
七
頁
。N

A
RA

, RG59, N
otes from

 Japan regarding the T
reaty of 

Y
edo, ID

 6883703. 

　
　

https://catalog.archives.gov/id/6883703

（
6
）　BGK

M
48‒

補1

、49-65

。
た
だ
し
、
原
案
は
奥
右
筆
に
係
る
。

（
7
）　

ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
事
件
に
つ
い
て
は
、
R
・
H
・
ヘ
ス
リ
ン
ク「
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
事
件
」

『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
六
（
一
九
九
六
年
）、『
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
日
本
日
記
』（
岩

波
書
店
、
一
九
八
九
年
）、
三
一
一
―
三
二
〇
頁
。
国
務
長
官
宛
ハ
リ
ス
書
翰
は
、BGK

M
45-

77

、78

、46-24

、47-63

、48-38

。
こ
れ
ら
の
報
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
接
す
る
の
は
、
宛
先
の
カ

ス
で
は
な
く
、
政
権
交
代
後
の
新
国
務
長
官
ス
ワ
ー
ド
と
な
る
。
ま
た
、M

cM
aster, 

A
lcock and H

arris. F
oreign D

iplom
acy in B

akum
atsu Japan, M

onum
enta 

N
ipponica, vol. 22, no. 3/4 (1967)

が
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
暗
殺
事
件
を
め
ぐ
る
ハ
リ
ス
、
オ
ー

ル
コ
ッ
ク
、
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
、
ス
ワ
ー
ド
の
書
翰
に
言
及
し
て
い
る
、347-360
。
た
だ
し
、

同
氏
は
、
八
月
一
日
付
ハ
リ
ス
宛
ス
ワ
ー
ド
訓
令
で
言
及 (p.357, footnote 275) 

を
終
え
て

お
り
、
米
英
蘭
の
多
国
間
交
渉
や
将
軍
書
翰
お
よ
び
大
統
領
親
書
と
そ
の
捧
呈
を
位
置
付
け
る

論
と
な
っ
て
い
な
い
。

（
8
）　BGK

M
50-41

。T
N
A
, FO

46/12/29, A
lcock to Russell, A

pril 1, 1861.

東
京
大
学
史

料
編
纂
所
蔵
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム6951-3-6

。
以
下
、
イ
ギ
リ
ス
外
務

省
文
書H

IM
F6951-3-6

の
よ
う
に
表
記
す
る
。

（
9
）　BGK

M
52-85

註

（
10
）　Sew

ard

の
カ
ナ
転
写
は
、
貴
堂
嘉
之
『
南
北
戦
争
の
時
代
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）

に
従
う
。
ス
ワ
ー
ド
外
交
に
関
す
る
邦
文
献
は
、
山
田
義
信
『
ア
メ
リ
カ
南
北
戦
争
時
の
外
交
』

（
東
京
図
書
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
英
語
圏
で
の
研
究
は
、
山
田
前
掲
書

の
依
拠
す
るD

. P. Crook, The North, the South and the Pow
ers, 1861-1865 (Sydney, 

1974)

とDiplom
acy during the A

m
erican Civil W

ar (N
ew

 Y
ork, 1975)

の
他
、N

. B. 
Ferris, Desperate Diplom

acy W
illiam

 H, Sew
ard's Foreign Policy, 1861(K

noxville, 
1976)

を
参
照
し
た
。
伝
記
と
し
て
は
、F. W

. Sew
ard, Sew

ard at W
ashington, as Senator 

and Secretary of State (N
ew

 Y
ork, 1890)

を
参
照
し
た
。

（
11
）　Secretary Sew

ard's Bid for Pow
er - M

em
orandum

 from
 Secretary Sew

ard, A
pril 1 , 

1861, THE PA
PERS A

ND W
RITINGS OF A

BRA
HA

M
 LINCOLN

, Constitutional 
Edition. vol. 5. 

こ
こ
で
は
、

　
　

https://w
w
w
.gutenberg.org/files/3253/3253-h/3253-h.htm

#Elink2H
_4_0001

を
利

用
。 F. W

. Sew
ard, 535.

（
12
）　Crook

（1975

）, 22-25.

こ
う
し
た
政
策
に
は
対
外
戦
万
能
薬
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ

た
。
ス
ペ
イ
ン
は
、
奴
隷
制
を
め
ぐ
る
米
国
内
対
立
の
虚
に
乗
じ
、
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
（
ド

ミ
ニ
カ
共
和
国
）
を
併
合
し
た
が
（
一
八
六
一
年
三
月
一
八
日
）、
フ
ラ
ン
ス
は
ハ
イ
チ
に
干

渉
の
動
き
を
見
せ
て
い
る
と
さ
れ
て
同
様
の
扱
い
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
仏
西
両

国
は
ベ
ト
ナ
ム
侵
攻
で
も
連
合
し
て
い
た
。
後
掲
註
（
83
）
参
照
。
ス
ワ
ー
ド
は
イ
ギ
リ
ス
と

の
軋
轢
の
極
小
化
を
常
に
図
っ
て
い
た
。
一
方
、Ferris, 12

は
、
ス
ワ
ー
ド
のA

pril 1 
Program

は
リ
ン
カ
ー
ン
に
対
す
る
圧
力
と
理
解
す
べ
き
で
、
政
府
と
し
て
決
め
た
こ
と
は

実
行
す
る
と
い
う
意
志
力
を
求
め
た
も
の
と
す
る
。　

（
13
）　Stuart A

nderson, 1861: Blockade vs. Closing T
he Confederate Ports, M

ilitary 
A
ffairs, vol.41, no.4, 1977

は
、
ス
ワ
ー
ド
の
建
言
を
容
れ
た
リ
ン
カ
ー
ン
の
海
上
封
鎖
宣

言
は
、
既
に
あ
る
戦
争
状
態
を
戦
争
状
態
と
し
て
認
め
、
そ
の
中
で
も
っ
と
も
イ
ギ
リ
ス
の
受

け
容
れ
や
す
い
戦
略
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
た
、
と
評
価
す
る
。

（
14
）　

和
仁
健
太
郎
『
伝
統
的
中
立
制
度
の
法
的
性
格
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）、
六
・

一
一
・
六
六
頁
。
た
だ
し
、
パ
リ
宣
言
自
体
は
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
戦
勝
側
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス

に
と
っ
て
正
当
な
（
有
利
な
）
合
意
と
は
見
做
さ
れ
ず
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
権
は
議
会
の
批

准
を
求
め
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
マ
ル
ク
ス
「
ワ
シ
ン
ト
ン
の
内
閣
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
列
強
」

『
マ
ル
ク
ス
＝
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
一
五
巻
四
〇
七
頁
。
マ
ル
ク
ス
は
、
パ
リ
宣
言
は
「
既

成
事
実
と
し
て
黙
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
」
と
表
現
し
た
。

（
15
）　

こ
の
中
立
宣
言
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
外
国
入
隊
法
の
遵
守
を
求
め
る
（
外
国
な
ど
の
軍
事
行

動
に
関
与
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
）
と
い
う
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
外
国
入
隊
法
は
、

主
権
国
家
間
で
は
な
い
戦
争
（
す
な
わ
ち
内
戦
）
に
も
適
用
さ
れ
た
。
和
仁
前
掲
書
、
八
〇
頁

以
下
お
よ
び
一
一
一
頁
。
マ
ル
ク
ス
は
前
掲
論
文
で
「
私
掠
を
禁
止
す
れ
ば
、
南
部
分
離
…
…

の
見
込
み
が
め
っ
ぽ
う
少
な
く
な
る
だ
ろ
う
…
…
そ
こ
で
南
部
連
合
は
大
急
ぎ
で
交
戦
当
事
者
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と
し
て
承
認
さ
れ
た
…
…
一
方
の
交
戦
当
事
者
の
提
案
を
他
方
の
交
戦
当
事
者
を
拘
束
す
る
法

律
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
当
然
出
来
な
い
…
…
と
ワ
シ
ン
ト
ン
の
内
閣
に
回
答
す
る
た
め
で

あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。

（
16
）　N

A
RA

, RG59, D
espatch from

 Japan, 1861, no.3, received. 11 M
ay. BGK

M
45-

77.

ア
メ
リ
カ
国
務
省
文
書H

IM
F6961-10-3

。

（
17
）　BGK

M
53-36

。
訳
文
は
概
ね
こ
れ
に
従
う
。
ア
メ
リ
カ
で
は
国
務
省
編
纂FRU

S, 1862, 
(D

ocum
ent 448), 547-548

に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
対
日
条
約
締
結
各
国
の
外
務
省

文
書
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
公
使
リ
ン
ビ
ュ
ル
フ
宛
の
も
の
は
、
六
月
五
日
披
見

第
二
六
号
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
外
務
省
本
省
文
書
に
、
ス
ワ
ー
ド
署
名
入
り
の
現
物
が
存
在
す

る
。N

L-H
aN

A
, 2.05.01, Buitenlandse Zaken, 1813-1870, inv. nr. [?], 

オ
ラ
ン
ダ
外
務

省
文
書H

IM
F6998-6-2

。
オ
ラ
ン
ダ
に
関
し
て
は
、
同
文
写
が
ハ
ー
グ
駐
在
公
使
パ
イ
ク

Pike

（
新
任
公
使
だ
っ
た
）
宛
公
文
に
同
封
し
て
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
公
文
で

ス
ワ
ー
ド
は
、
オ
ラ
ン
ダ
は
日
本
の
同
盟
国ally

で
あ
る
と
見
做
し
て
い
る
が
、
米
蘭
の
古

い
関
係
を
踏
ま
え
オ
ラ
ン
ダ
政
府
に
働
き
か
け
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。FRU

S,　

1861,　

(D
ocum

ent 231)

。
な
お
、
こ
こ
で
は
、https://history.state.gov/historicaldocum

ents/
lincoln

を
利
用
し
た
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
外
務
省
本
省
文
書H

IM
F

は
、2.05.01

を
構
成
す

る
複
数
の
サ
ブ
フ
ォ
ン
ド
か
ら
日
本
関
係
文
書
を
綴(om

slag)

単
位
で
日
付
順
に
抜
き
撮
り

し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
労
力
は
多
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
目
録
番
号

inventaris num
ero

が
す
べ
て
の
文
書
に
つ
い
て
メ
モ
さ
れ
て
撮
影
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
本
稿
に
お
い
てinv. nr.

が
空
欄[?]

で
注
記
さ
れ
て
い
る
文
書
は
、
そ
の
出
所
を
示

す
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
か
つ
て
オ
ラ
ン
ダ
中
央
文
書
館
が
国
際
学
士
院
連
合
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
呼
応
し
て
同
国
外
務
省
文
書
の
日
本
関
係
文
書
を
撮
影
し
た
際
に
は
、
す
く
な
く
と
も
当

該
史
料
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
サ
ブ
フ
ォ
ン
ド
日

付
順
文
書Chronologisch Geordende Stukken/ Ingekom

en en m
inuten van uitgaande 

stukken

や
同
主
題
別
文
書O

p O
nderw

erp Geordende Stukken/Ingekom
en en m

inuten 
van uitgaande brieven over het sluiten van een handelstraktaat m

et Japan en over 
andere aangelegenheden betreffende dat rijk. 1852-1870

に
該
当
文
書
が
多
い
と
推
測

す
る
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
日
本
関
係
在
外
史
料
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
目
録
』
3

（N
ederland III)

お
よ
びN

L-H
aN

A
, 2.05.01

の
目
録
を
参
照
。
ま
た
、
開
国
期
か
ら
対
日

問
題
は
、
植
民
省
の
主
導
の
も
と
外
務
省
と
の
共
同
管
轄
下
に
あ
っ
た
（
一
八
六
三
年
ま
で
）。

横
山
伊
徳
「「
日
本
の
開
港
と
オ
ラ
ン
ダ
の
外
交
」『
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
史
2　

外
交
と
戦
争
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。

（
18
）　Ferris, 13

は
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
が
、
ス
ワ
ー
ド
は
外
国
と
の
戦
争
こ
そ
が
南
北
を
再
結
合
す

る
と
い
う
と
ん
で
も
な
い
妄
想
に
囚
わ
れ
て
い
る
、
と
公
言
し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
ス
ワ
ー
ド
の
対
日
言
動
に
つ
い
て
は
、
古
く
大
塚
武
松
「
文
久
元
年
米
国
政
府
の
我

国
に
対
す
る
示
威
行
動
提
議
の
意
義
」『
斎
藤
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
』（
刀
江
書
院
、

一
九
三
七
年
）
が
、Treat, Payson J., Japan and the United States 1853-1921 (H

oughton 
M

iffl
in Com

pany, 1921)

に
見
ら
れ
る
、
日
本
を
口
実
に
し
た
北
部
ア
メ
リ
カ
の
欧
州
列
国

に
対
す
る
南
北
戦
争
主
導
権
構
築
工
作
と
い
う
評
価
に
反
論
を
加
え
て
い
る
。
本
論
は
、
ス

ワ
ー
ド
外
交
の
評
価
と
し
て
はT

reat

に
近
く
、
ス
ワ
ー
ド
対
日
外
交
を
幕
府
の
対
外
政
策

を
教
導
す
る
国
際
共
同
の
形
成
と
す
る
大
塚
の
見
解
は
当
た
ら
な
い
、
と
考
え
る
。
大
塚
が
こ

う
し
た
考
え
に
至
っ
た
背
景
に
、
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
が
リ
ン
カ
ー
ン
親
書
（
と
ス
ワ
ー
ド

返
翰
）
に
つ
い
て
十
分
な
史
料
的
検
討
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
外
務
省
蔵
『
続
通

信
全
覧
』
所
収
の
リ
ン
カ
ー
ン
親
書
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
情
を
推
測
す
る
。

な
お
、
米
国
は
開
国
以
前
か
ら
各
国
に
対
日
制
裁
を
呼
び
か
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
横
山
伊
徳

『
開
国
前
夜
の
世
界
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）、
三
四
七
頁
。　

（
19
）　

註
（
17
）
参
照
。

（
20
）　T

N
A
, FO

262/21, N
o.56 M

ay 16, 1861 &
 N

o.57 M
ay 23 (circular)  Proclam

ation of 
the Q

ueen. Richard Park, M
ay 13, 1861 [p. m

.].　

イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書H

IM
F6951-4-6

。

但
し
、
発
信
側
のFO

46/10

にN
o.56

は
現
状
で
は
そ
の
控
え
は
収
め
ら
れ
て
居
ら
ず
（
つ

ま
り
欠
番
）、
同H

IM
F6951-3-5

を
見
る
限
り
裁
断
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。FO

262

駐
日
公

使
館
受
信
文
書
の
方
にN

o.56

は
現
物
が
残
っ
て
い
る
。

　
　

な
おFO

69(Siam
)/23(T

o R. Schom
burgk 〔Consul General, Bangkok

〕, 1861

）に
も
、

当
該
文
書
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
受
信
側
のFO

628

を
見
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
の
で

断
言
は
で
き
な
い
が
、
日
本
と
同
じ
く
何
ら
か
の
理
由
に
よ
る
削
除
は
想
定
可
能
で
あ
る
。

（
21
）　

註
（
14
）
参
照
。

（
22
）　

福
岡
万
里
子
『
プ
ロ
イ
セ
ン
東
ア
ジ
ア
遠
征
と
幕
末
外
交
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三

年
）
第
三
章
、
第
四
章
、
第
五
章
。

（
23
）　

横
山
伊
徳
「
日
蘭
和
親
条
約
副
章
に
つ
い
て
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
二
二
号
、

一
九
八
七
年
。

（
24
）　BGK

M
46-42. N

L-H
aN

A
, Consulaat Y

okoham
a 1860-1870, 2.05.15.18. inv. nr. 20. 

一
八
六
一
年
一
月
三
〇
日
、
万
延
元
年
十
二
月
二
十
日
。

（
25
）　BGK

M
49-21. M

aandelijk verslag over februarij 1861, N
L-H

aN
A
, K

olonien 1850-
1900, 2.10.02, O

penbaar, 1067. 

オ
ラ
ン
ダ
語
テ
キ
ス
ト
は
、D

utch-Japanese Relations 
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（
以
下
、JJN

I 5

と
表
記
す
る
）pp.112‒

に
収
録
さ
れ

て
い
る
。
以
下
、
月
例
報
告
は
、
翻
訳
をBGK

M

か
ら
（
本
稿
対
象
期
以
外
は
、
横
山
伊
徳

訳
「
オ
ラ
ン
ダ
総
領
事
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
月
例
報
告
一
八
六
〇
年
―
一
八
六
三
年
（
一
）（
二
）（
三
、

完
）」『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
紀
要
』
二
七
〜
二
九
号
、
二
〇
一
七
年
―
二
〇
一
九
年
に
訳
出

さ
れ
て
い
る
）、
オ
ラ
ン
ダ
語
をJJN

I5

か
ら
引
用
す
る
。
二
船
長
暗
殺
事
件
に
つ
い
て
は
、

宮
永
孝
『
幕
末
維
新
オ
ラ
ン
ダ
異
聞
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
二
年
）
二
一
三
頁
、
横
山
伊

徳
「
幕
末
・
維
新
の
国
際
情
勢
」『
シ
リ
ー
ズ
日
本
近
現
代
史　

構
造
と
変
動
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
三
年
）
八
五
―
九
〇
頁
。

（
26
）　Loudon aan van Zuylen van N

ijevelt, 6 A
pril 1861, La. A

A
Z 42. 

註（
17
）

Buitenlandse Zaken 1813-1870

に
同
じ
。

（
27
）　BGK

M
35-96

、
一
八
六
〇
年
三
月
四
日
、
万
延
元
年
二
月
十
二
日
。BGK

M
38-19

、

一
八
六
〇
年
四
月
一
三
日
、
万
延
元
年
三
月
二
十
三
日
。

（
28
）　

横
山
伊
徳
註
（
25
）
前
掲
（
一
九
九
三
年
）
論
文
、
九
五
頁
。

（
29
）　

小
暮
実
徳
『
幕
末
期
の
オ
ラ
ン
ダ
対
日
外
交
政
策
：「
国
家
的
名
声
と
実
益
」へ
の
挑
戦
』（
彩

流
社
、
二
〇
一
五
年
）。
小
暮
は
国
家
の
名
誉
（「
国
家
的
名
声
」）
を
オ
ラ
ン
ダ
外
交
の
動
機

と
し
て
高
く
評
価
す
る
先
駆
的
業
績
で
あ
る
（
同
書
、
二
九
―
三
八
頁
）。
た
だ
し
、
小
暮
の

小
国
主
義
理
解
に
は
納
得
し
て
い
な
い
。
当
該
期
の
オ
ラ
ン
ダ
対
外
政
策
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
自

立
的
政
策
と
い
う
よ
り
、
欧
米
諸
国
の
枠
組
み
の
中
で
機
能
す
る
と
考
え
る
。
だ
か
ら
、
イ
ギ

リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
が
ど
う
い
う
対
応
を
す
る
か
、
が
オ
ラ
ン
ダ
外
交
の
ク
リ
テ
ィ

カ
ル
な
関
心
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
た
対
日
政
策
判
断
が
常
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
本

稿
で
取
り
上
げ
る
植
民
大
臣
の
諸
決
定
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
小
暮
が
批
判
す
る
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
国
際
政
治
に
お
け
る
小
国
と
ア
ジ
ア
に
お
け
る
植
民
地
大
国
と
い
う
二
重
規
定
が
実
態

に
即
し
て
い
る
。
小
国
主
義
と
主
権
国
家
間
の
対
等
（
対
峙
）
論
は
相
補
的
概
念
で
は
な
か
ろ

う
か
。

（
30
）　V

an Zuylen van N
ijevelt aan Loudon en van Lim

burg, 19 A
pril 1861, N

.30. 
N
L-H

aN
A
, Buitenlandse Zaken 1813-1870, 2.05.01, inv. nr. 2378.

（
31
）　

註
（
24
）。
抜
粋
そ
の
も
の
は
、
註
（
32
）
に
は
控
え
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
オ
ラ
ン
ダ

外
務
省
文
書
に
は
、
二
船
長
の
関
係
者
の
請
願
関
係
の
や
り
取
り
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、
例
え

ば
五
月
三
日
付
外
務
大
臣
宛
植
民
大
臣
公
文
（N

L-H
aN

A
, Buitenlandse Zaken 1813-

1870, 2.05.01, inv.nr. [?]

、
二
船
長
賠
償
関
係
の
現
状
を
説
明
し
た
も
の
）
の
付
属
書
類
と
し

て
一
月
三
〇
日
駐
日
総
領
事
公
文
の
英
語
版
抜
粋
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
国
内
関
係

者
間
の
や
り
取
り
で
英
訳
す
る
必
要
性
を
考
え
る
と
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
追
加
送
付
し
た
駐
日
総

領
事
公
文
（
註
32
）
の
抜
粋
を
流
用
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
32
）　V

an Zuylen van N
ijevelt aan van Lim

burg, 22 A
pril 1861, N

.17, 

註（
17
） 

Buitenlandse Zaken 1813-1870

に
同
じ
。

（
33
）　V

an Lim
burg aan van Zuylen van N

ijevelt, 6 M
ei 1861, N

.57. 

註（
17
） 

Buitenlandse Zaken 1813-1870

に
同
じ
。

（
34
）　

Ligtenvelt à van Zuylen van N
ijevelt, 30 A

vril 1861, N
. 139. 

註（
17
） 

Buitenlandse Zaken 1813-1870

に
同
じ
。

（
35
）　Loudon aan van Zuylen van N

ijevelt, 23 M
ei 1861, La. A

A
Z. N

.33. 

註（
17
） 
Buitenlandse Zaken 1813-1870

に
同
じ
。

（
36
）　BGK

M
46-30, 

万
延
元
年
十
二
月
十
七
日
、
一
八
六
一
年
一
月
二
七
日
、
付
属
書
類
。N

L-
H
aN

A
, K

olonien 1850-1900, 2.05.2, inv. nr. 1060. JJN
I 5, 101-111.

（
37
）　

イ
ギ
リ
ス
外
務
次
官
ハ
モ
ン
ド
は
、
六
月
一
〇
日
付
で
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
指
令
し
、
五
月

一
四
日
以
降
の
英
米
間
の
対
日
問
題
処
理
に
つ
い
て
の
往
復
書
翰
写
を
添
付
し
た
。T

N
A
, 

FO
262/22/72, June 10, 1861 &

 inclosures. 

イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書H

IM
F6851-4-6.

本

節
一
の
こ
こ
ま
で
の
記
述
は
本
史
料
に
よ
る
。
本
節
三
も
参
照
。
な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
公
使
も
共

同
覚
書
提
案
を
受
け
た
が
、
こ
の
公
使
の
順
序
が
、（
同
格
な
ら
）
先
任
順
と
い
う
当
然
の
プ

ロ
ト
コ
ル
を
踏
ま
え
て
い
な
い
、
と
反
発
し
て
い
る
。
意
図
的
で
な
い
と
す
れ
ば
、
初
期
ス

ワ
ー
ド
外
交
の
質
を
考
え
る
上
で
興
味
ぶ
か
い
事
実
で
あ
る
。

（
38
）　Ferris, 50-51.

（
39
）　V

an Lim
burg aan van Zuylen van N

ijevelt,16 M
ei 1861, 

註（
17
） Buitenlandse 

Zaken 1813-1870

に
同
じ
。
オ
ラ
ン
ダ
植
民
省
は
そ
の
都
度
一
括
し
て
賠
償
交
渉
関
係
書
類

を
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
送
付
し
た
。
し
か
し
蘭
米
交
渉
開
始
以
後
の
総
督
宛
関
連
公
文
に
対
し
て

は
、
東
イ
ン
ド
政
庁
は
様
子
見
で
日
本
に
転
送
し
な
か
っ
た
。
同
政
庁
は
、
こ
れ
ら
未
転
送
分

の
写
に
、
一
八
六
一
年
一
一
月
九
日
付
第
一
総
督
府
官
房
名
の
公
文
を
付
し
、
駐
日
総
領
事
に

あ
て
ま
と
め
て
転
送
し
た
。D

e 1
ste Gouvernem

ents Secretaris aan de W
it, Batavia 

den 9
e N

ov. 1861, N
o.533, Zeer Geheim

 La. P
5a, Exh. 24 D

ec. 1861, N
L-H

aN
A
, 

Consulaat Y
okoham

a 1860-1870, 2.05.15.18. inv. nr.4. 

（
40
）　

現
在
の
と
こ
ろ
オ
ラ
ン
ダ
外
務
省
本
省
文
書
お
よ
び
横
浜
総
領
事
館
文
書
に
は
見
え
な
い
。

ハ
リ
ス
か
ら
の
公
文
と
す
れ
ば
、BGK

M
45-77,78

で
あ
る
。
前
註
（
7
）
参
照
。

（
41
）　V

an Zuylen van N
ijevelt aan Loudon, 5 Junij 1861. 

註（
39
） C

onsulaat 
Y
okoham

a

に
あ
り
。

（
42
）　

註
（
39
）
に
同
じ
。

（
43
）　

ス
ワ
ー
ド
の
共
同
覚
書
提
案
を
指
す
。

（
44
）　

註
（
39
）
に
同
じ
。

（
45
）　Loudon aan van Zuylen van N

ijevelt, 22 Julij 1861, Exh. 27 Julij 1861 no.11, 

註（
17
） Buitenlandse Zaken 1813-1870

に
同
じ
。
註（
39
） Consulaat Y

okoham
a

に

は
総
督
宛
同
公
文
写
を
出
島
で
受
信
し
た
も
の
が
あ
る
。

（
46
）　BGK

M
50-8

。N
L-H

aN
A
, Consulaat Y

okoham
a 1860-1870, 2.05.15.18. inv. nr.3. 

オ
ラ
ン
ダ
外
務
省
横
浜
領
事
館
文
書H

IM
F6951-2-3.
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（
47
）　BGK

M
50-84

。JJN
I5,126-131.

（
48
）　Correspondence respecting A

ffairs in Japan, Presented to both H
ouses of 

Parliam
ent by com

m
and of H

er M
ajesty. BPP, Japan, 1861

（
49
）　

註
（
34
）
に
同
じ
。

（
50
）　BGK

M
45-74.

現
物
は
、
註
（
12
）
に
同
じ
。

（
51
）　Y

O
K
O
Y
A
M

A
, Y

oshinori, D
utch-Japanese Relations during the Bakum

atsu 
Period, JJN

I5. 1-35.

（
52
）　V

an Zuylen van N
ijevelt aan van Lim

burg, 3 A
ug. 1861 no.20, 

註（
17
） 

Buitenlandse Zaken 1813-1870

に
同
じ
。

（
53
）　

註
（
39
）
に
同
じ
。

（
54
）　

註
（
37
）
に
同
じ
。
同
日
付
指
令
は
七
二
・
七
三
号
で
あ
る
が
、T

N
A
, FO

46/10/56 &
 

57, FO
262/21/N

o.56 M
ay 16, 1861 &

 N
o.57 M

ay 23 (circular)  Proclam
ation of 

the Q
ueen. Richard Park, M

ay 13, 1861 [p. m
.] 

イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書H

IM
F6851-

4-6

と
同
じ
く
、FO

46

の
フ
ァ
イ
ル
に
は
七
二
・
七
三
号
は
存
在
せ
ず
、
日
本
で
の
受
信
文
書

で
あ
るFO

262

の
方
に
の
み
、
公
文
が
存
在
す
る
。
な
お
、FO

63

（Siam
)

に
も
印
刷
廻
状

は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

（
55
）　T

N
A
, FO

46/14/73, Sept. 17, 1861. 
英
国
外
務
省
文
書H

IM
F6851-4-6.

な
おFO

262

に
草
稿
あ
り
。

（
56
）　

パ
リ
宣
言
は
私
掠
船
の
廃
止
を
規
定
し
て
い
る
。
パ
リ
宣
言
承
諾
を
め
ぐ
る
米
英
の
交
渉
は

私
掠
船
の
扱
い
で
難
航
し
て
い
た
。Ferris, 77-78.

（
57
）　N

A
RA

, RG59, D
espatches from

 U
. S. M

inisters to Japan, vol.3, 1861, no.20.

ア

メ
リ
カ
国
務
省
文
書H

IM
F6951-10-3.

ハ
リ
ス
公
文
は
、BGK

M
52-85

。「
同
僚
と
協
調
し

て
職
務
を
遂
行
す
る
」と
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
実
際
は
こ
の
協
調
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。

（
58
）　Collected W

orks of A
braham

 Lincoln. V
olum

e 4, p.468. https://quod.lib.um
ich.

edu/l/lincoln/lincoln4/1:818?rgn=div1;view
=fulltext

（
59
）　N

A
RA

, RG59, Instructions, vol.1 (1855-1872), 1861, no. 18. 

ア
メ
リ
カ
国
務
省
文
書

H
IM

F6951-7-1

。
石
井
前
掲
書
、
一
〇
三
―
一
〇
五
頁
。　

（
60
）　BGK

M
52-41, 42

、
註
（
3
）。

（
61
）　

貴
堂
前
掲
書
八
二
―
三
頁
。

（
62
）　V

an Lim
burg aan van Zuylen van N

ijevelt, 7 Sept. 1861, Exh. 26 Sept. 1861 
no.20. 

註（
17
） Buitenlandse Zaken 1813-1870

に
同
じ
。
な
お
、
福
岡
万
里
子
氏
の
ご
教

示
に
よ
れ
ば
、T

N
A
, FO

5/764/403

に
は
、
八
月
五
日
付
英
国
公
使
の
本
省
宛
公
文
が
収
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
公
文
の
情
報
は
ス
ワ
ー
ド
の
招
請
状
な
ど
と
と
も
に
、

FO
262/22/93

八
月
一
五
日
付
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
宛
公
文
で
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
。
ま
た
、

FO
262/23/100

八
月
三
一
日
付
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
宛
公
文
で
リ
ン
カ
ー
ン
親
書
が
伝
え
ら
れ

た
。
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ムH

IM
F6951-4-6

。

（
63
）　V

an Zuylen van N
ijevelt aan Louden, 26 Sept. 1861, 

註（
17
） Buitenlandse 

Zaken 1813-1870

に
同
じ
。

（
64
）　
『
続
通
信
全
覧
』
編
年
之
部
、
文
久
元
年
、
英
国
往
復
書
翰
十
。「
米
国
ニ
戦
争
起
リ
シ
ニ
由

リ
中
立
ヲ
守
ル
ヲ
以
テ
其
款
条
報
知
ノ
来
翰
」

（
65
）　
『
亜
米
利
加
国
内
戦
争
中
ニ
付
英
国
は
局
外
中
立
ヲ
守
ル
ベ
キ
布
告
ノ
概
略
ヲ
英
国
公
使
ヨ

リ
通
知
一
件
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
外
務
省
引
継
書
類890

）

（
66
）　
『
日
本
初
期
新
聞
集
成
』
第
一
巻
所
収
、
国
文
学
研
究
資
料
館
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
、
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
も
確
認
で
き
る
。

　
　

U
RI:http://192.244.20.150/biblio/100303995/view

er/132

　
　

U
RL: https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9366504/14

　
　

な
お
、
幕
府
の
そ
の
後
の
南
北
戦
争
分
析
と
し
て
注
目
し
て
お
く
べ
き
は
、
洋
書
調
所
『
官
板

海
外
新
聞　

別
集　

三
』（
文
久
二
年
八
月
印
刷
、
十
月
刊
）
で
あ
る
。『
官
板
海
外
新
聞
』
は

図　ウィリアムスバーグの戦い図
　　（『官板海外新聞　別編三』より）

本
来
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
ジ
ャ
ワ
官
報Javasche 

Courant

の
記
事
を
集
成
し
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
別
集
三
は
、
所
収
す
る
左

図
「
ウ
井
リ
ア
ム
ス
ビ
ュ
グ
戦
場
の
事
」
を

見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
。
同
年
西
暦
五
月
六

日
の
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
で
の
戦
闘
で
の
戦
闘
記

事
を
載
せ
る
。
同
紙
は
『
紐
育
新
聞
』
一
〇
三

号
（
五
月
二
四
日
刊
）〔
原
文
は
、W

ar 
Supplem

ent. Frank Leslie’s Illustrated  
N
ew

spaper, N
ew

 Y
ork, M

ay 24, 1862. 
p.103

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
〕
を
引
用
し

て
、「
我
兵
の
損
失
も
又
す
く
な
か
ら
ず
、

殆
ど
敵
と
同
様
な
り
」
と
い
う
記
事
を
載
せ

て
い
る
。
こ
の
一
年
間
の
幕
府
に
お
け
る
対

米
情
報
量
の
変
化
は
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。

（
67
）　

清
水
良
三
「
国
家
の
承
認
と
政
府
の
承
認
」『
国
士
館
大
学
政
経
論
叢
』（
二
五
、
一
九
七
九

年
）
三
四
九
―
三
五
〇
頁
。
イ
ギ
リ
ス
の
「
事
実
主
義
」
指
向
の
伝
統
に
つ
い
て
は
、
長
谷
卓

巳
「
英
米
の
承
認
政
策
の
変
更
に
つ
い
て
」『
法
政
論
叢
』（
二
二
、
一
九
八
六
年
）
七
九
頁
。

（
68
）　T

N
A
,FO

46/14/73, A
lcock to Russell, Sept. 17. 1861. 

イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書H

IM
F6951-

3-5　

（
69
）　

石
井
前
掲
書
、
第
一
章
、
第
七
節
、
一
お
よ
び
二
、
一
〇
五
―
一
一
四
頁
。

（
70
）　N

A
RA

, RG59, D
espatch from

 M
inister to Japan, 1861, no.49

．N
ovem

ber 23, 
1861. 

ア
メ
リ
カ
国
務
省
文
書H

IM
F

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム6951-10-3

。
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（
71
）　Ibid., no.50. N

ovem
ber 27, 1861. Papers relating to Foreign A

ffairs, 1862 
(Japan), p.806.

（
72
）　
『
続
通
信
全
覧
』
編
年
之
部
、
文
久
元
年
、
米
国
往
復
書
翰
三
。「
国
書
進
呈
ノ
為
謁
見
ヲ
請

ヒ
日
本
国
外
国
事
務
宰
相
ニ
書
翰
ヲ
送
レ
ル
来
翰
」

（
73
）　

註
（
71
）
に
同
じ
。

（
74
）　

註
（
72
）
前
掲
四
。「
公
使
陳
述
ノ
副
本
ヲ
落
手
大
樹
ノ
答
辞
ヲ
立
ス
ル
ノ
書
翰
」
所
収
文

久
元
年
十
月
二
十
八
日
外
国
奉
行
・
勘
定
奉
行
宛
老
中
書
取
。『
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
日
本
日
記
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）、
三
一
九
―
三
二
〇
頁
所
収
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
発
T
・
F
・

ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
・
ス
ミ
ッ
ト
夫
人
書
翰
参
照
。

（
75
）　JJN

I5, 157-171.

一
八
六
一
年
八
月
・
九
月
・
十
月
月
例
報
告
。「
オ
ラ
ン
ダ
総
領
事
デ
・

ウ
ィ
ッ
ト
月
例
報
告
一
八
六
〇
年
―
一
八
六
三
年
」（
二
）『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』

第
二
八
号
（
二
〇
一
八
年
）、
四
八
―
五
四
頁
。
日
本
側
史
料
と
し
て
は
、『
続
通
信
全
覧　

類

輯
之
部　

暴
行
門　

殺
傷　

横
浜
に
於
て
蘭
人
二
名
遭
害
扶
助
金
附
与
一
件
』
参
看
。

（
76
）　

註
（
74
）
同
四
。「
公
使
ハ
ル
リ
ス
ガ
交
替
ノ
期
ヲ
抑
留
シ
重
職
ヲ
依
頼
ス
ル
ノ
書
翰
」。
同
、

外
国
掛
諸
有
司
申
稟
。
六
一
年
一
二
月
一
日
（
文
久
元
年
十
月
二
十
九
日
）
外
国
奉
行
上
申
書

に
よ
れ
ば
、
英
米
仏
三
カ
国
公
使
が
来
春
同
時
に
交
代
を
ほ
の
め
か
し
て
お
り
、
一
度
に
三
カ

国
交
代
で
は
差
し
支
え
る
の
で
、
在
留
も
長
く
事
情
も
心
得
て
い
る
ハ
リ
ス
の
重
任
を
国
務
長

官
に
働
き
か
け
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
な
お
、
ハ
リ
ス
は
既
に
六
一
年
七
月
一
〇
日
付
で
ス

ワ
ー
ド
に
辞
意
を
表
明
し
（
ワ
シ
ン
ト
ン
着
は
一
〇
月
一
二
日
で
、
リ
ン
カ
ー
ン
親
書
は
と
う

に
発
信
済
で
あ
る
）、
幕
府
が
重
任
を
要
請
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
既
に

後
任
プ
ラ
ィ
ン
を
決
定
し
て
い
た
（
一
〇
月
一
八
日
受
領
、N

A
RA

, RG59, D
espatch 

from
 M

inister to Japan, 1861, no.42, 

ア
メ
リ
カ
国
務
省
文
書H

IM
F6951-10-3

。
一
一

月
一
四
日
発
令
）。

（
77
）　Ibid., no.52. D

ecem
ber 2, 1861 &

 enclosures. Papers relating to Foreign A
ffairs, 

1862 (Japan), pp.806‒810.

（
78
）　

共
同
覚
書
案
の
送
付
は
、T

N
A
, FO

46/14/73. 

リ
ン
カ
ー
ン
親
書
等
は
、
一
八
六
一
年
八

月
三
一
日
付
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
宛
訓
令FO

262/23/100

、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
文
書H

IM
F6951-

4-6

。
一
〇
一
号
が
一
一
月
一
六
日
に
は
到
着
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
79
）　

リ
ン
カ
ー
ン
親
書
捧
呈
の
報
告
は
、N

A
RA

, RG59, D
espatches from

 M
inisters to 

Japan, 1861, no. 115.

ア
メ
リ
カ
国
務
省
文
書H

IM
F6951-10-3

。

（
80
）　D

e 1
ste Gouvernem

ents Secretaris aan de W
it, 9 N

ov. 1861, N
o.533. 

註（
39
）

Consulaat Y
okoham

a

に
あ
り
。

（
81
）　JJN

I5, pp.193-195.

一
八
六
二
年
三
月
月
例
報
告
。「
オ
ラ
ン
ダ
総
領
事
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
月

例
報
告
一
八
六
〇
年
―
一
八
六
三
年
」（
三
・
完
）『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
第

二
九
号
、
七
五
ー
七
六
頁
。
石
井
前
掲
書
、
一
〇
六
頁
。
こ
の
と
き
、
オ
ラ
ン
ダ
二
船
長
に
も

ほ
ぼ
一
・
五
倍
と
な
る
追
給
が
お
こ
な
わ
れ
た
（
総
計
約
三
千
両
）。

（
82
）　

一
八
六
一
年
九
月
三
〇
日
、
ロ
ン
ド
ン
駐
在
オ
ラ
ン
ダ
公
使
は
ハ
ー
グ
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
の

新
聞
報
道
を
め
ぐ
っ
て
駐
英
公
使
団
の
一
人
か
ら
得
た
二
つ
の
情
報
を
通
報
し
た
。
一
つ
は
、

最
後
に
触
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
メ
キ
シ
コ
政
策
で
あ
り
、
一
つ
は
東
禅
寺
事
件
で
あ
る
。
後
者
は
、

「
テ
ロ
行
為
の
動
機
は
分
か
っ
て
い
る
。
日
本
政
府
が
英
国
女
王
陛
下
の
公
使
に
支
払
う
べ
き

賠
償
金
を
渡
す
つ
も
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
政
府
が
厳
罰
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

必
然
的
に
、
こ
の
〔
水
戸
〕
藩
主
に
対
し
て
と
な
ろ
う
」
と
い
う
情
勢
で
あ
り
、
公
使
団
で
は

賠
償
要
求
と
水
戸
藩
処
分
請
求
が
必
然
化
す
る
と
い
う
観
測
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
告
げ

る
。
賠
償
が
リ
ン
カ
ー
ン
親
書
以
降
自
明
の
要
求
と
駐
日
外
交
団
で
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
こ
と
を
物
語
る
か
。Bentick à Zuylen de N

ijevelt, le 30 septem
bre 1861, 

N
A
-H

aN
L, Buitenlandse Zaken, 1813-1870, 2.05.01, inv. nr. 2804. 

オ
ラ
ン
ダ
外
務
省

本
省
文
書H

IM
F6998-6-2

。

（
83
）　

坪
井
善
明
『
近
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
治
社
会
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）
四
一
頁
。

中
山
裕
史
『
幕
末
維
新
期
の
フ
ラ
ン
ス
外
交
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
二
一
年
）、
三
六
六

頁
。
六
一
年
七
月
一
六
日
付
バ
ン
コ
ク
駐
在
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
報
告T

N
A
, FO

69/24/25

に

よ
れ
ば
、
カ
ン
ポ
ッ
ト
（
カ
ン
ボ
ジ
ア
）
南
部
の
ハ
テ
ィ
エ
ン
（
?
）
に
フ
ラ
ン
ス
軍
艦
が
集

結
し
、
タ
イ
王
朝
が
危
機
感
を
懐
い
て
い
る
こ
と
、
一
八
ヶ
月
間
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
が
来
航
し
て

い
な
い
の
で
商
船
が
バ
ン
コ
ク
に
近
付
く
の
を
た
め
ら
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
伝
え
て
い
る
。

六
二
年
初
頭
に
ス
ペ
イ
ン
は
対
日
条
約
締
結
使
節
派
遣
を
幕
府
に
通
告
す
る
が
、
遂
に
使
節
を

派
遣
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
ま
と
な
っ
た
。

（
84
）　Ferris, 161

は
、
同
趣
旨
の
米
国
政
府
の
考
え
を
伝
え
る
一
八
六
一
年
九
月
二
四
日
付
ラ
ッ

セ
ル
宛
パ
ー
マ
ス
ト
ン
書
翰
を
引
用
す
る
。

（
85
）　A

lbert Bushnell H
art, Pacific and A

siatic D
octrines A

kin to the M
onroe 

D
octrine, T

he A
m
erican Journal of International Law

, V
ol. 9, N

o. 4 (1915)

（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
二
一
年
三
月
一
六
日
受
付
、
二
〇
二
二
年
五
月
二
三
日
審
査
終
了
）
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East Asia and the Civil War in 1861: International Relations around the 
Sovereigns’ Letters Exchanged between Shōgun and Lincoln

YOKOYAMA Yoshinori 

It is a prevailing view that the preparation of the marriage of the Shōgun Tokugawa Iémochi and 

Kazunomiya, the younger sister of the Emperor Kōmei, was promoted under the Cabinet of Prime  

Minister Kuze Hirochika and Foreign Minister Andō Nobumasa during 1861. In the previous year, 

the Cabinet of Ii Naosuke, the Regent later assassinated, began to plan this marriage and thereafter 

the Bakufu was forced to embrace the anti-foreign policy of the Emperor, and in 1861, Iémochi wrote 

his letter to the sovereigns of treaty powers in order to request postponement of the execution of the 

3rd article on the treaty ports’ and cities’ opening. In the United States, President Lincoln replied to 

the letter by himself. To this President’s letter, few attention has been paid in Japan as well as in the 

U.S, and consequently, the domestic and international backgrounds of the letter and its effect on the 

foreign policy of the Bakufu have been overlooked or underestimated in the historiography. This 

article aims to explicate the hardline policy against Japan of the Administration of President Lincoln 

and the Secretary of State Seward from its beginning, which was caused by the assassination of Henry 

Heusken, the interpreter of the U.S. Legation in Japan, and the policy changing process to the sending 

of Lincoln’s letter to Shōgun Iémochi. The analysis will be based on the diplomatic records of the 

Netherlands, Great  Britain, and the United States. It will be pointed out that those sources reflect 

the European governments’ evaluations on the ability of the Lincoln administration right after the 

outbreak of the Civil War. The U.S. administration finally withdrew its plan of military demonstration 

against Japan, and in place of it, Lincoln’s letter and its accompanying letters requested Japan to fulfill 

the treaty stipulations, demanding duly punishment of Heusken’s assassins, or, otherwise, to give 

satisfaction for the crime at first. The Bakufu accepted the letter and ordered to give satisfaction. Such 

indemnities were also paid successively  to the Netherlands, Great Britain, and France, whose subjects 

had also been assassinated by antiforeign samurais. As a result, the Bakufu suffered from complicated 

limitations in the diplomatic negotiations caused by repeating demands and concession of indemnities.

Key words: the Civil War, LINCOLN. A, TOKUGAWA Iémochi, SEWARD W., letter of Shōgun, 

President’s letter, the Netherlands, indemnity for casualties of attacks by antiforeignism, postponement 

of execution of articles on the treaty ports’ and cities’ opening, declaration of Paris (1856)


